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平成29年10月３日（火曜日）

午後１時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第11号 平成28年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○議案第15号 平成28年度宮崎県立病院事業会

計決算の認定について

出席委員（６人）

主 査 右 松 隆 央

副 主 査 田 口 雄 二

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 日 髙 陽 一

委 員 西 村 賢

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 土 持 正 弘

病 院 局 医 監 兼
菊 池 郁 夫

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
阪 本 典 弘

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 川 原 光 男

県立日南病院長 峯 一 彦

県立日南病院事務局長 奥 泰 裕

県立延岡病院長 栁 邊 安 秀

県立延岡病院事務局長 青出木 和 也

病 院 局
後 藤 和 生

県立病院整備対策監

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主査 甲 斐 健 一

ただいまから、決算特別委員会厚○右松主査

生分科会を開会いたします。

まず、分科会日程についてであります。

日程につきましては、お手元に配付してあり

ます日程案のとおりで、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○右松主査

ます。

次に、本日開催されました主査会について御

報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。

お手元の分科会審査説明要領により行います

が、決算事項別の説明は目の執行残が100万円以

上のもの、及び執行率が90％未満のものについ

て、また、主要施策の成果は主なものについて

説明がありますので、審査に当たりましてはよ

ろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合、主査において、他の分科会との時間調整

を行った上で質疑の場を設けることとする旨、

確認がなされましたので、よろしくお願いした

いと思います。

次に、審査の進め方ですが、お手元に配付の

分科会審査の進め方案のとおりでよろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、分科会審査の進め方の○右松主査

とおり進めさせていただきます。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午後１時２分休憩

平成29年10月３日(火)
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午後１時３分再開

分科会を再開いたします。○右松主査

平成28年度決算について、執行部の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

病院局でございます。よろし○土持病院局長

くお願いいたします。

当分科会に御審議をお願いしております議案

、 。につきまして その概要を御説明申し上げます

お手元の平成29年９月定例県議会提出議案、

。この薄い冊子をごらんいただきたいと思います

表紙をめくっていただきまして、目次をごらん

いただきたいと思います。

病院局関係の議案は目次の一番下でございま

すが、議案第15号「平成28年度宮崎県立病院事

業会計決算の認定について」の１議案でござい

ます。

同じ議案書に議案第15号の赤いインデックス

が貼ってあると思います。ページでいいますと

９ページをお開きいただきたいと思います。

平成28年度宮崎県立病院事業会計の決算につ

いて、地方公営企業法第30条第４項の規定によ

りまして、議会の認定に付するものでございま

す。

今回提出しております平成28年度の決算でご

ざいますが、入院・外来収益が増加いたしまし

て、純損益は３億7,100万円余の黒字となり、２

年連続の黒字を計上する見込みとなったところ

でございます。

しかしながら、診療報酬の減額改定など病院

事業を取り巻きます環境は年々厳しくなってお

りまして、医師や看護師等の人材確保を初め宮

崎病院の再整備など、さまざまな課題も残され

、 、ておりますことから 引き続き経営改善に努め

本県医療を担う中核病院として全力を挙げて取

り組んでまいる所存でございますので、委員の

、 。皆様方の御指導 御支援を賜りたいと存じます

なお、決算の詳細につきましては、この後、

次長より説明させていただきます。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

それでは、お手元に配付し○阪本病院局次長

─ております県立病院事業会計決算審査資料

右肩に別冊資料と書いてございますが、こちら

で、私のほうから決算の概要について御説明さ

せていただきます。

なお３病院、各病院ごとの決算につきまして

は、後ほど事務局長から御説明申し上げます。

よろしくお願いいたします。

それでは、ページを開いていただきまして１

ページでございます。平成28年度の県立病院事

業会計の決算状況でございます。

まず１番目、患者の利用状況でございます。

表の左上をごらんいただきまして、延べ入院

患者数は34万824名ということで、全体としまし

、 、 。 、ては 若干 0.5％の減となっております 一方

延べ外来患者数は36万2,950名で、こちらは増と

なっておるところでございます。

２の収益的収支の状況でございます。

まず表の左上、病院事業の収益でございます

が総額307億1,400万円余で、こちらは全体では

増となっております。内訳といたしまして、入

院の収益につきましても194億円余と患者数自体

は減っておりますが、１人当たりの単価がふえ

ているということもありまして、全体としては

増となっております。外来につきましても56億

円余ということで、こちらも大きく伸びている

ところでございます。

表の真ん中ほどでございますが、病院事業の
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費用は303億4,200万円余。こちらもわずかでは

ありますがふえております。その結果、下から

２番目、当年度の純損益といたしましては３

億7,183万8,000円の増となっておるところでご

ざいまして、その右隣、前年度の27年度の純損

益が２億2,600万円余でございまして、これに比

べまして１億4,500万円余、純損益の益がふえて

いるところでございます。

なお、この純損益の下に、経常収支という数

字がございますが、当年度の純損益３億7,100万

円余から、真ん中の収益の一番下にあります特

別利益６億3,300万円余を引きまして、経常収支

としてはマイナス２億6,100万円余になるという

ことでございます。純損益自体が黒字、それか

ら拡大傾向にございますので、次の目標としま

しては、この経常収支を何とか黒字に持ってい

きたいと考えているところでございます。

２ページをお開きください。病院別の収支で

ございます。

それぞれ、各病院の収支を計上しておりまし

て、下から３行目、当年度の純損益は、宮崎・

延岡につきましては黒字となっておりますが、

日南病院は規模等、周辺の人口等の問題も課題

もありまして赤字となっているところでござい

ます。

３ページから５ページに各病院の詳細を掲載

しております。後ほど、各病院の事務局長から

御説明申し上げます。

６ページをお開きください。病院会計のもう

一つの収支でございます資本的収支でございま

す。

これまでも何度か申し上げておりますが、医

療器械ですとか、あと建物の整備、そういった

複数年度にわたり効果が及ぶものに関する収支

を計上しております。

表の左上 資本的収入でございますが 33億800、 、

万円余でございます。内訳としましては企業債

これは当年度に購入する器械ですとか整備─

する施設に関して、基本的にこの企業債で賄っ

ておりますが、15億9,700万円でございます。一

般会計からの負担金が17億800万円余ございま

す。

それからその下 資本的支出につきましては48、

億6,400万円余。内訳としまして建設改良費、建

物の整備ですとか器械等の購入で、合計で18

億800万円余となっております。なお、この内訳

の一番目、改築整備費 これが27年度はゼロ─

になっておりますけれども、28年度は宮崎病院

の基本設計ですとか土地の地質調査等に要する

経費として１億7,700万円余を計上しておりま

す。

、 、さらに 支出の下から３番目でございますが

企業債の償還金。過去の企業債の元金分の償還

が、30億4,800万円余でございます。

収入から支出を差し引きました一番下、差し

引きとしましては、三角の15億5,600万円余と

なっております。なお、この赤字分につきまし

ては、表の下、米印の２番目に書いております

けれども、損益勘定留保資金等から補塡をして

いるところでございます。

次に７ページ、企業債の状況でございます。

（１）企業債の昨年度の発行額は、先ほど申

し上げました６ページの表の上から２番目のこ

の企業債と同額でございますが、15億9,700万円

を発行しております。内訳としまして改良工事

ですとか器械施設の整備、電子カルテシステム

の整備等に充てているところでございます。

（２）当年度の償還額 これも先ほど申し─

上げましたとおり、表の下から４行目でござい

ますが、30億4,881万円余を償還いたしておりま



- 4 -

平成29年10月３日(火)

して、差し引きまして28年度末の償還残高が245

億6,800万円余残っているところでございます。

次に８ページをお開きください。これは比較

貸借対照表でございます。

これは各年度末、28年度末時点におきます財

。政状況を明らかにするためのものでございます

資産の部と負債・資本の部と大きく分けること

ができます。

まず、上の試算の部でございます。内訳とし

まして、固定資産としまして有形の固定資産

これは土地建物等の固定資産でございます─

が、これが283億8,600万円余ございます。

それから、中ほどよりちょっと下、流動資産

は、内訳としまして現金の預金が54億4,500万円

余、それから未収金というのがございます。こ

れが45億6,100万円とかなり大きな額になってお

りますが、これの大部分は社会保険ですとか国

民健康保険 つまり調定をいたしましても各─

保険からの収入が大体２カ月おくれで入ってま

いりますので、どうしても２月、３月分という

のが年度を越して４月、５月に入ってくるとい

うことで、これが未収金として計上されており

ます。

実質的に、いわゆる未収金 各診療費用が─

個人の患者様からとれていない分というのは、

その下にあります、うち医業未収金でございま

して、過年度の個人負担金としまして１億341

万9,000円残っているところでございます。

やはり、この未収金対策につきましては、こ

れまでもいろいろと御指摘等をいただいており

まして、平成18年度から各３病院に未収金の徴

、収員という職員を２名ずつ配置しておりまして

、電話による催告ですとか自宅の訪問等によって

この未収金の圧縮に努めておるところでござい

ます。

また、一昨年度、27年度から、特に徴収の困

難なものにつきまして、この徴収を弁護士法人

に委託をしておりまして、昨年度末29年３月末

時点で、合計で6,400万円余委託をしまして、そ

のうち1,100万円余、約18％の回収の実績を上げ

ているところでございます。

以上、ちょうどこの表の真ん中ほど、資産の

合計といたしまして466億400万円余でございま

す。

下の負債の部、資本の部でございます。

まず負債の部のうちの一番上、固定負債235億

円余ございますが、うち企業債が214億5,400万

円余でございます。

それから次の流動負債のうちの企業債は、31

億1,300万円余でございます。この固定負債と流

動負債の企業債214億円余と31億円余、これを合

わせますと 先ほども申し上げました245億6,800、

万円の残高と一致するところでございます。

それから、負債の部の最後に繰延収益という

のがございます。これはちょっと複雑なんです

、 、 。が 毎年度 国からの補助金等をいただきます

この企業会計の場合、いただいた補助金を、す

ぐその年の収益とするわけではなくて、その補

助金等で整備した建物器械、これを毎年減価償

却していきます。その減価償却に応じて、その

年その年に、この先にいただいた補助金等を戻

入いたしまして引き当てるという会計処理をす

ることになっております。

ということで、この繰延収益といいますのは

長期前受金ということで、いただいた補助金を

一旦この長期前受金として、言ってみれば積み

立てていきます。それを減価償却していく各年

度に収益化をしていきます。その合計がその下

の長期前受金収益化累計額でございます。

ということは、この前受金の合計352億6,200
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万円余、これがこれまでいただいた補助金等の

総額、それからその下の三角の321億5,000万円

余、これがこれまでそれを収益化した合計でご

ざいます。したがいまして、この差額、約31

億1,200万円ほどございますが、これが今後、29

年度以降に収益化していく、引き当てていくお

金として残っているものでございます。

以上、負債合計が398億5,100万円余でござい

ます。

最後に資本の部がございます。

これまで病院開設以来、残してきました資本

金というのが約127億円余ございます。

一方、剰余金の欄の、特に利益剰余金という

のが三角の61億83万円でございます。これが、

いわゆる累積の欠損となります 病院事業をずっ。

と行ってきておりますが、全体として過去の赤

字というのがございます。この累積している赤

字額が61億円余。平成18年度以降、どんどん減

らしてきてはおるんですけれども、まだ61億円

の赤字、累積欠損がございますので、これを差

し引きます。当初の資本から差し引きますと、

資本合計といたしましては67億5,300万円余とい

うことでございます。

この負債と資本を合計いたしまして466億円余

というのが、上の資産合計と一致するところで

ございます。

次に９ページ、キャッシュ・フローの計算書

でございます いわゆるお金の移動といいましょ。

うか、流れでございます。

全部で６つのカテゴリーに分けておるんです

けれども。１番目、業務活動によるキャッシュ

・フロー いわゆる病院の通常の業務等に伴─

いますキャッシュ・フローとしまして、当年度

の純利益が、冒頭申し上げました３億7,180万円

余の収益的収支の純損益と一致するものでござ

います。

それから、減価償却としまして、これも同じ

く収益的収支で計上しておりました24億8,400万

円余。これらを累計いたしまして、表の真ん中

あたりの、計の欄、業務活動によるキャッシュ

・フローの計といたしましては、18億6,800万円

余の黒字となっておりまして、この病院事業会

計の資金繰りは一応良好と言えると考えており

ます。

投資活動によるキャッシュ・フローとしまし

ては、合計は三角の１億円余となっております

が、一般会計からいただく収入、それと、資産

等を購入いたしますので、今のところ１億円ほ

ど購入が収入を上回っているということでござ

います。

それから、３、財務活動によるキャッシュ・

フローといたしまして、１つ目が企業債による

収入、いわゆる借金でございます。借金で15

億9,700万円借金したと。その次、企業債の償還

による支出、これは償還をした、返済をしたと

いうことで、差し引きが14億5,100万円余の三角

となっておりますが、これは、これだけ借金の

残高、企業債の残高が減ったと、償還が進んだ

ということでございます。

最終的に、一番下に現金預金の期末残高とし

まして54億4,100万円余の現金が、いわゆる病院

の貯金として残っているということでございま

す。

次に10ページでございますが、ここに平成28

。 、年度の事業実施状況を掲載しています これは

さきの常任委員会で全く同じもので御説明をし

ておりますので説明は割愛をさせていただきま

す。

なお、ここに載せておりませんが、１点だけ

御報告がございます。
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臨床研修医の確保という観点で、臨床研修医

のマッチングを、もっと頑張ってほしいという

御意見もたくさんいただいておりまして、実は

せんだって、ことしのマッチング状況 これ─

は来年の臨床研修医の就職につながるもので、

その中間状況が発表されました。

昨年度実績は、３県病院で14名でございまし

たが、実は、ことしが20名とかなり大幅にアッ

プをいたしておりまして、まだ中間でございま

すので、まだこれが、今後どう推移するのかと

いうところはございますが、全体の定員27名に

対して20名ということで、かなり充足してきて

おります。特にことし、延岡病院にも２名の、

マッチングの申し込みをいただいているところ

でございます。

最後に11ページの平成28年度病院局に係る監

査結果報告の指摘事項等でございますが、指摘

事項等はございません。

私からの説明は以上でございます。

それでは、宮崎○川原県立宮崎病院事務局長

。病院の決算状況につきまして御説明いたします

同じ資料、決算審査資料の３ページをお願い

いたします。

まず、①の患者の状況であります。

入院の延べ患者数は14万9,208人で、前年度に

比べ4,463人の減となっております。

これは、産婦人科や心臓血管外科等では増加

したものの、皮膚科での医師異動等による新規

患者数の減少や、整形外科での手術件数の減少

などによる患者数の減によるものであります。

新規入院患者数は１万562人で359人の減。１日

平均患者数は409人で11人の減となっておりま

す。

患者１人１日当たりの入院収益は６万296円

で、心臓血管外科での手術の増加などにより、

前年度に比べ2,122円の増となっております。稼

働病床利用率は76.4％で、前年度に比べ2.1ポイ

ントの減となっております。

次に、外来の延べ患者数は17万1,079人で、前

年度に比べ2,539人の増、新規外来患者数は２

万2,556人で566人の減、１日平均患者数は704人

で10人の増となっております。これは、眼科等

での紹介患者の増加等によるものであります。

患者１人１日当たりの外来収益は１万5,839円

で、前年度に比べ652円の増となっております。

次に、②の収支の状況でございます。

病院事業収益は139億6,478万円余で、前年度

に比べ１億8,380万円余の増となっております。

このうち入院収益は、延べ入院患者数は減少

したものの、１人１日当たりの入院収益が増加

したことから、前年度に比べ5,697万円余の増と

なっております。

また、外来収益も延べ外来患者数がふえたこ

と、及び１人当たりの外来収益が増加したこと

から、前年度に比べ１億5,012万円余の増となっ

ております。

また、一般会計繰入金は前年度に比べ3,034万

円余の増となっており、精神医療センターの運

営に要する経費に関するもの等の増加によるも

のでございます。

次に、病院事業費用でございます。

病院事業費用は135億4,619万円余で、前年度

に比べ3,742万円余の増となっております。

これは、経費が光熱水費や修繕費の減少など

により7,460万円余の減となりましたものの、給

与費が人事院勧告に基づく給与改定や標準報酬

月額制導入による法定福利費の増加、退職者の

増加などによる退職給付金の増加などによ

り8,325万円余の増となったこと、また材料費に

ついても、オプジーボなど高額薬品の使用量の
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増等による薬品費の増加や、高額材料を使用し

た手術の増加等による診療材料費の増加によ

り、4,593万円余の増になったことなどが主な要

因となっております。

この結果、病院事業収益から病院事業費用を

差し引いた当年度純利益は４億1,859万円余とな

り、前年度に比べ１億4,637万円余の増となった

ところでございます。

。 、決算につきましては以上でございます なお

。監査における指摘事項等はございませんでした

宮崎病院については以上でございます。

延岡病院の決○青出木県立延岡病院事務局長

算状況について御説明をいたします。

同じ資料の４ページをお開きください。

まず、①の患者の状況でございます。

太枠の28年度のところですが、入院の延べ患

者数は11万1,669人で、前年度に比べ2,737人の

増となりました。これは、28年７月に新たに呼

吸器外科が新設されたことなどによるものでご

ざいます。

また、１日の平均患者数は306人で前年度に比

べ８人の増となりましたが、患者１人１日当た

りの入院収益は５万9,373円で、前年度より135

円の減となったところでございます。

次に、外来の延べ患者数ですが10万1,678人で

前年度に比べ824人の減となりました。これは、

Ｃ型慢性肝炎等の患者が減少したことや、４月

から精神科が休診となったことなどによるもの

でございます。

また、１日平均の患者数は418人で、前年度に

比べ４人の減となりましたが、患者１人当たり

の外来収益は１万8,191円で、前年度より1,497

円の増となったところであります。

次に、②の収支の状況でございます。

、28年度の病院事業収益は105億1,200万円余で

前年度に比べ１億5,100万円余 1.5％の増となっ、

ております。これは、主に入院収益におきまし

て、先ほど申し上げました呼吸器外科の新設に

より患者数が増加したことなどにより、前年度

に比べ１億4,700万円余の増となったことによる

ものでございます。

なお、外来収益においては、内科等で高額な

抗がん剤等を使用する患者が増加したことなど

、 。により １億3,800万円余の増となっております

次に、病院事業費用でございますが、今年度

は103億6,400万円余で、前年度に比べ１億5,100

万円余、1.5％の増となっております。

これは、一番上にございます給与費が標準報

酬月額制度の導入による法定福利費の増加や、

定年退職者の増による退職給付費の増加等によ

り4,800万円余の増となったこと、また、材料費

が高額な抗がん剤の使用等により6,700万円余の

増となったことなどによるものでございます。

この結果、下から２行目になりますが病院事

業収益から病院事業費用を差し引いた当年度純

損益は１億4,700万円余の黒字となり、24年度か

ら５年連続で利益を計上することができたとこ

ろでございます。

以上が延岡病院の収支状況でございます。な

お、監査における指摘事項はございませんでし

た。

延岡病院につきましては以上でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、日南病○奥県立日南病院事務局長

院の決算の状況について御説明いたします。

隣の５ページになります。

、 。まず 上の①患者の状況についてであります

入院の延べ患者数は７万9,947人で、前年度よ

りも172人の増となっております。また、１日平

均患者数は219人で、前年度よりも１人の増と
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なっております。なお、患者１人１日当たりの

入院収益については４万8,022円で、前年度より

も857円の増となりました。

入院患者が前年度から増加した主な要因とし

ましては、内科におきまして慢性腎不全等の患

者が増加したことなどによるものと考えており

ます。

次に、外来の延べ患者数は９万193人で、前年

度よりも484人の減となっております。また、１

日平均患者数は371人で、前年度よりも２人の減

となっております。なお、患者１人１日当たり

の外来収益は１万1,567円で、前年度よりも58円

の増となりました。

外来患者数が前年度から減少した主な要因と

いたしましては、整形外科や産婦人科におきま

して新患や再来患者が減少したこと、及び耳鼻

咽喉科におきまして、４月から12月までの８カ

月間、常勤の医師が不在となったことによるも

のでございます。

次に、下の表の②収支の状況をごらんくださ

い。

まず、病院事業収益ですが、入院患者数が増

加いたしましたことから、入院収益が38億3,900

万円余となりまして、前年度よりも7,600万円余

の増となっております。

また、外来収益につきましは、外来患者数は

減少いたしましたが、一方では患者１人当たり

の単価が増加いたしましたことから、前年度と

ほぼ同額の10億4,300万円余となりました。

一番上になりますが、その結果、これに一般

会計繰入金を加えました病院事業収益全体につ

きましては、62億3,700万円余で、前年度より

も4,000万円余の増となっております。

次に、下のほうの病院事業費用についてであ

ります。

まず、給与費でありますが、31億9,600万円余

となっており、前年度よりも2,300万円増加して

おります。これは、時間外勤務手当などが3,200

万円減少した一方で、職員数の増加に伴いまし

て法定福利費が約2,300万円、賞与引当金が

約1,700万円増加したことによるものでありま

す。

次に、その下になりますが、材料費です。

11億9,600万円余で、前年度よりも400万円ほ

ど増加しております。その主な原因ですが、後

発医薬品への切りかえが進み、薬品費が約2,500

万円減少した一方で、入院患者数の増加により

まして診療材料費が約3,000万円の増となったこ

とによるものでございます。

次に経費ですが、９億4,100万円余を計上して

おります。前年度よりも1,900万円ほど増加して

おります。これは、放射線治療機器の保守点検

契約を締結したことなどによる委託料が約400万

円増加したことや、修繕費が約1,000万円ほど増

。 、加したことによるものでございます この結果

病院事業費用全体では64億3,200万円余となりま

して、前年度よりも4,100万円ほど増加しており

ます。

この結果、当年度純損益は、下から２番目に

なりますが、マイナス１億9,400万円余となりま

して、これは前年度と同程度の赤字水準でござ

います。

。 、収支の状況については以上であります なお

監査における指摘事項はございませんでした。

日南病院の決算状況の御説明は以上でござい

ます。

。○右松主査 執行部の説明が終了いたしました

質疑のほうをお願いいたします。

ちょっと聞き漏らしたかもしれな○西村委員

いんですけれど、１ページで収益的収支の状況
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の説明をしていただいたときに、特別利益のと

ころで、昨年度よりも多少減っているんですけ

れども、この辺はどういう部分が減ったのかを

教えてもらえますか。

、○阪本病院局次長 この特別利益の主なものは

先ほどちょっと申し上げました複雑な制度がご

ざいまして、補助金としていただく分を、各年

度、その年の収入とせずに後々減価償却する分

、 。に応じて それを前受金として充てていきます

それともう一つ、その年の支出としましては

元利償還金があるわけです。例えば器械でいい

ますと５年の償却期間がありますから、５分の

１ずつ償還をしていきます。ところが一方、そ

の借金返済を、例えば１年据え置いて４年で償

還いたしますと、４分の１ずつ償還していきま

す。そうすると、この５分の１と４分の１の差

。 、がどうしても毎年生じてしまいます その分が

最終的にここに特別利益として、後々充てられ

ていくということになります。

ですから、ちょっと複雑なんですが、結論か

ら言いますと、そういった毎年毎年の元利償還

金と減価償却の差が積み上がったものの差が、

ここにあらわれていると考えていただければよ

ろしいかと思います。

それぞれ給与費が増加した理由と○丸山委員

、して退職者がふえたということだったのですが

どうふえているのか。当初の見込みと違ったの

か、それがちょっとわからないものですから。

あと、わかれば、この退職者の数は今がピーク

、 、なのか それとも少しずつ減ってきているのか

どういう状況なのかも含めて教えていただくと

ありがたいなと思っております。

まず、この病院局の退職者○阪本病院局次長

数につきましては いわゆる知事部局等とちょっ、

と事情が違っております。

といいますのが、一つは、やはりどうしても

医局、大学の医局の人事によりまして、かなり

頻繁に、結局我々が異動するような形で３年置

きとか、４年置き、もっと短い方は１年ちょっ

とで異動となります。それが、全て退職という

扱いになっておりますので、まずその点が大き

く違います。ですから、恐らく委員がイメージ

しておられるのが、いわゆる正規職員の定年に

よる退職ということだと思うんですけれども、

これにつきましては、一応はある程度ピークは

過ぎておるのかなと考えております。

それから、もう一つ、病院の違う事情としま

しては、私どもが正規職社員として雇用した、

例えばナースですとかコメディカルの職員も、

大変残念ながら過酷な勤務状況ということで、

若年層で退職するというのも、若干、知事部局

等とは違う要因としてあるのかなと考えておる

ところでございます。

昨年度は、そういった、異動による退職もあ

りました。それから一方、その若年層、早期の

退職というのも、若干想定よりも多かったとい

う点があったのかなと考えております。

あと宮崎病院のほうで、修繕費が○丸山委員

昨年度より減っているということなんですが、

我々もことし調査に行ったときに、非常に老朽

、化が進んでいて雨漏りとか大変だということで

かなり修繕費も入れているのかなと思ったんで

すけれども。少なくなっているというのは、イ

メージ的にもちょっと違ったもんですから、修

繕費というのは具体的にどんなことをされて、

先延ばしにしたものもあるのかも含めて、もう

少し詳しく教えていただくとありがたいかなと

思っております。

修繕費でござい○川原県立宮崎病院事務局長

ます。約3,700万円余の減となったところでござ
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いますけれども、これは、具体的に申し上げま

すと、ＣＴに管球というものがついているので

すけれども このいわゆる球が１個当た─

り1,800万円ぐらいする高いものらしいんですけ

れども、その前は２個交換したのものが、昨年

、度は１個の交換で済んだといったようなことと

もう一つは冷凍機の修繕を27年度は行いました

けれども、これが昨年度はなかったということ

が具体的なものでございます。

基本的な考え方につきましては、病院再整備

の関係がございますので、大規模な修繕とか必

要なものにつきましては考慮しながら、また必

要最小限という形での修繕に取り組んでいると

いうことでございまして、昨年度の修繕はこう

いう形で、若干減少したということでございま

す。

先ほど宮崎病院でしたか、説明の○西村委員

中で病院事業費用の材料費が高くなっていると

いう理由の中で、高額薬品という説明をいただ

。 、いたんですけれど 新しい医薬品がつくられて

それを治療のために買われて、それが高くなっ

たということなんですが、それは、最終的には

患者の負担によって補っていくものなのか、そ

のあたりというのはどのようになっているんで

しょうか。試験的に使っているから、その患者

、の負担と病院側の負担と分けていっているとか

そういうものがあれば教えていただきたいと思

います。

この材料費につ○川原県立宮崎病院事務局長

、 、きましては 薬品費と診療材料費ということで

その中での薬品費の増でございますけれども、

これは説明の中でも申し上げましたように、い

わゆる抗がん剤等の使用がふえたということで

して、基本的には薬品はそれぞれ薬価で決めら

れておりますので 診療報酬として これが入っ、 、

てくると。経費としても上がりますけれども診

療報酬としても入ってくるということで、大き

な違いはございません。

個人負担につきましては、高額療養費等の関

係がございまして、一定の額以上については、

この高額療養費で措置されますので、患者さん

負担につきましては、そういった意味では大き

な変化はないというところでございます。

あわせて３病院とも、この患者１○西村委員

─人当たりの外来収益というものが上がって

特に延岡病院あたりは非常に上がっているんで

すが、この理由の一つとして、患者は減ってき

ても高額な治療を受けていっているという理由

があるということなんですが、これは、今後ま

、 、すますそういったほうに かじを切っていって

ことしよりも来年、来年よりも再来年と、どん

どん高くなっていくものなのかどうかの見通し

というのはあるんでしょうか。

まずは私ども県病院の役割○阪本病院局次長

としまして、高度急性期、急性期に、やはり特

化していくべきだと。今、どうしても慢性期の

患者様も、実はかなり、おられます。

ですから、そういったものは地域の民間病院

にお任せをしまして、高度急性期、急性期に特

化すべきだと。そういう意味では、より費用の

かかる医療というのに集中していきますので、

やはり単価としては上がっていくだろうと。

現在７万円弱でございます。まだ６万円台で

ございます。先だって、御縁をいただいた尼崎

総合医療センターでは入院単価は８万円を超え

ておりましたが、そこは無理だとしても、やは

り我々としましては、そういったことで高度急

性期、急性期に特化し、７万円台を経営的にも

目指したいと考えているところでございます。

よくわかりました。○西村委員
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先ほど、医師確保のマッチングの○有岡委員

話もございましたので、医師を確保する中で、

、また先生方のスキルアップというんでしょうか

研修の必要性もあるんですが、例えば高度医療

専門人材等の育成事業は、この予算の中でどこ

に入ってくるのか、また28年度はどのような専

門医の勉強があったのかお尋ねしたいと思いま

す。

費用としましては、その他○阪本病院局次長

の費用のところに含まれておりまして、この中

で研究研修費として ちょっと数字がこの中─

に入っておりませんけれども、３県病院で28年

度、１億3,600万円余の支出をしているところで

ございます。

そういう専門医 例えば腎臓と○有岡委員 ─

か、そういった専門のほうは勉強されたと。そ

れが３病院の中で共有して生かしていけるよう

な、そういった一個人ではなくて、そのほかの

病院まで影響していくようなそういう流れとい

うのは、何か工夫していらっしゃるのか、そこ

ら辺の流れをちょっとお尋ねしたいと思うんで

すが。

例えば医療Ⅱ職のコメディ○阪本病院局次長

カルスタッフと言われる、薬剤師ですとか、そ

れからナースとか、これにつきましては私ども

の差配での異動をやっております。ですので、

今まさにおっしゃった、そういう３病院での共

通理解というのを図るようにしております。

ただ、ドクターにつきましては、大学医局の

差配による異動というところが、やはり残念な

がら多数を占めておりまして、現実といたしま

して、そういった各ドクターに習得していただ

いた技術を３県病院で共有するということに関

しましては、なかなか今、思うように進んでい

ない状況がございます。

そうですね。延岡病院のほうでお○有岡委員

尋ねしたいと思うんですが、その流れの中で、

例えば精神科・臨床内科、これが休診したとい

うお話がございました。その患者さんがいなく

、 。なったわけでなくて やっぱりニーズはあると

そういった方たちのニーズに応えるような仕掛

けとか、もしくはほかの周辺の病院に協力いた

だくとか、そこら辺の実態はいかがなんでしょ

うか。

病院が診療科を休診することによるマイナス

部分のサポートですね、その点をお尋ねしたい

と思います。

総合病院における精神○栁邊県立延岡病院長

科医の役割というのは２つありまして、一つは

精神科の独自の患者さんです。精神疾患を精神

科で管理するというところと、もう一つは総合

病院の中では、認知症の患者さん、あるいは高

齢に伴う、せん妄の患者さんが非常にふえてき

ますので、そういう人たちに対する、担当科が

手に負えないような局面が出てくるわけですけ

れども、そういうときに精神科の先生のアドバ

イスをもらったり、あるいは投薬してもらった

、 。り そういうリエゾン的な話になると思います

その２面があるわけですけれども、精神科特

有の患者さんについては、市内に精神科の病院

がありますので、そういうところで対処してい

。 、ただいて そのほかのリエゾン的なところには

リエゾンの勉強をしたナースだったり、あるい

は、せん妄については前の精神科のドクターが

対処法をチャートとして きちっとつくっていっ、

てくれたんです。それに、せん妄に対する委員

会というのがずっとありましたので、それが継

続的に動いていると。

そこで対処できないときには、前にいた精神

科の先生がアドバイスをくれるということに
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なっていますので、メール等々で連絡をとって

対処してもらっていると。できたらリアルタイ

ムに精神科のドクターがいてもらったほうがい

いわけですけれども、なかなかそうはいきませ

んので、それに対していろんな方策をやって、

やめていただいたということでございます。

今、お話いただいたんですが、認○有岡委員

知症に関しては精神医療センターが２医療科ふ

えるような話も伺っていますので、そういった

ところとの連携をしていただけるといいなと

思っております。

それと、日南病院もいらっしゃるのでお尋ね

したいと思いますが、院内保育を始められまし

て、一度視察はさせていただきましたが、その

後の評価というか、そこら辺を教えていただけ

ればと思っております。

現在は５名の園児が通っ○峯県立日南病院長

ておりますので、議員の皆様が来られたときよ

、 、 。りは 園児 保育児がふえたと思っております

職員に聞きましても、やはりこういう施設が

あるということは、非常に自分たちも働きやす

いし、あとに続く、職員の利用がふえてくるだ

ろうというふうに思っております。

、 、○有岡委員 次から次ですが ８ページの中で

先ほど次長のほうからお話がありましたが、未

収金の発生があるということで。過年度の個人

負担分の話はありましたが、やはり現年度、28

、 。年度分につきましても こういった実態がある

どのような納入できない理由というのが、具体

的にあるのかお尋ねしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

今、委員がおっしゃったよ○阪本病院局次長

うに、なるだけ発生を防ぐ手立てというのも実

際やっております。例えば、残念ながら滞納を

繰り返される方が、やはり何人かはおられます

ので、そういった方が窓口に来られましたら、

すぐ、先ほど申し上げた徴収員に連絡が来るよ

うなシステムをとっておりまして、診療が終わ

られた後に今後の支払いについてということを

直接会ってお話するということもやっておりま

して、それでもやっぱり現年分というのは、あ

。 、る程度発生はしております ただし18年度以降

毎年この残高はずっと減り続けておるところで

ございます。

中には、ごくまれな方もおられるかもしれま

せんが やはり基本的には 生活に困っていらっ、 、

しゃる方というのが、ある程度の割合で滞納に

結びつく場合も多いようにございます。

したがいまして、その発生を防ぐという意味

でも、例えば生活保護ですとか高額医療の支給

制度というのもございますので、そういった制

度を、あわせて御説明をすると、そういったこ

とも取り組んでいるところでございます。

どうもありがとうございました。○有岡委員

各病院の稼働率が76％、78％、77○丸山委員

％。これは目標といいますか、当初からこれぐ

らいの稼働率でということだったのか、もしく

は当初予定していたよりも悪い結果になってい

るのか どういうふうに見ればよろしいんでしょ、

うか。

３病院、それぞれ事情はご○阪本病院局次長

ざいますが、ピーク時に比べまして、やはりあ

る程度落ちてきております。

したがいまして、やはり我々としては、最終

的に、例えば具体的に考えておりますのは、宮

崎病院再整備以降は何年度かしまして、何とか

これを90％に近づけたいと思っております。

たびたび、出して申しわけありませんが、尼

崎総合医療センターでは、これが九十二、三％

、という非常に高い稼働率になっておりますので
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やはり90近いものを目指したい。ただし、これ

が100というのは、基本的にはほぼ不可能です。

やはり日によって100を若干超える 要するに─

午前、午後で２人の方が入院されるといったこ

とがあったとしても 平均100というのは ちょっ、 、

とこれは不可能かなとは考えておりますが、何

とか90を目指したいと考えているところでござ

います。

あと平均在院日数も、本来なら少○丸山委員

なくする、短くするほうが、いいんでしょうけ

れども、日南病院等は伸びている。0.1なんです

けれど伸びている状況なものですから、この辺

を踏まえて１人当たりの平均の収入も、なかな

か伸びづらいのかなと思っているんですけれど

も。この辺の平均在院日数というのは、先ほど

から聞きますと、稼働率が余り伸びなくなって

いるという話だったものですから、これは、長

ければ長いほど、稼働率も連動するんじゃない

かと思っているんですが、この辺の平均在院日

数というのはどのように考えていらっしゃるの

か、教えていただくとありがたいと思います。

やはり、先ほど申し上げた○阪本病院局次長

、 、高度急性期 急性期に特化するという意味では

やはりこれが短いほうが、より特化していると

いうことでございます。平均すると、今14日を

何とか切っておるところでございますが、これ

はやっぱり短くしたいと考えております。

ただし、単純に言いますと、平均在院日数が

短くなると入院患者数が減ることになってしま

い、そうすると稼働率は下がってしまいます。

、 、ですから これは相反する数字でございまして

、 、我々の理想としましては この平均在院日数を

できたら11日ですとか12日ぐらいまで圧縮し、

一方、新規の患者を今まで以上に 集患と呼─

んでおりますが、集めまして稼働率は90％近く

を目指す。これが理想の形でございます。

宮崎病院は高度急性期で何となく○丸山委員

イメージがわかるんですが、延岡、特に日南病

院は、今後どういうふうにして。なかなか経営

的には厳しい状況が続いている。ここをどんな

方向で持っていくのか、若干イメージがわかり

にくい。高度急性期じゃなくて、回復期の、そ

ういう違う病院からすると、ちょっと違うよう

な形に見えてしまうもんですから。なかなか経

営的には一番厳しい状況で、ほかの病院からす

ると、外来でも収益的には、あんまり改善して

いない中で、なかなかどうやって改善していく

のか見えないもんですから、この辺どう考えて

いるのか、教えていただけるとありがたいと思

います。

おっしゃるとおりでござい○阪本病院局次長

ます。まず一つの要因としまして人口です。こ

の南那珂地区というのが、たしか、もう10万人

いない。一方、この宮崎・東諸県地区というの

は、西都まで入れますと、もう70万人近い人口

を抱えています。

もちろん一方で、宮崎・東諸県は民間の病院

ですとか大学病院も、たくさんございますし、

。そういった状況も違うのかなと考えております

ただ、日南病院につきましては、そういった

少ない人口の中ではありますが、他の基幹とな

る病院というのが、ないとはいいませんけれど

も、非常に乏しいという状況の中で、この南那

珂地区の県民の健康を守るという意味では、こ

の日南病院というのは、やっぱり欠くべからざ

る施設でございますので、今後ともそういった

意味での運営を、しっかり取り組んでいかなく

てはいけない。

ただし、委員おっしゃったように、単に宮崎

のように高度急性期、急性期だけに特化するの
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は、なかなか難しいのかなと。そういった意味

、 、で 一昨年から地域包括ケア病棟といいまして

回復期についての患者さんを特に扱う病棟も一

つ設けているところでございます。そういった

意味で２病院は、特に宮崎病院とは違うのかな

と考えております。

ほかにありますでしょうか。○右松主査

ちょっと説明があったかもしれ○田口副主査

ませんが、再度お伺いいたします。

延岡の患者１人１日当たりの外来収益 も─

ともと27年度を見ましても、延岡は一番高いん

ですが、それが28年度は１万8,191円、増減率

も1,500円近く、９％もふえているのは、何か特

殊な要因があるんでしょうか。もともと延岡が

何で高かったのかもあるんですけれども。

１人当たりの○青出木県立延岡病院事務局長

単価でございますけれども、高額医療といいま

すか、その治療に高度な化学療法を利用した治

療を行った関係で、その分、患者さん１人当た

りにかかる費用、収入がふえているという状況

でございます。

医療内容を具体的に。○右松主査

１人当たりの○青出木県立延岡病院事務局長

収益でございますけれども、済みません、少々

お待ち下さい。

今、調べておりますので、○阪本病院局次長

その間に。

他の病院に対して高いというのは、恐らく一

つは、数年前に麻酔科医のドクターが、全員、

大分大学に引き上げられたときに、実は延岡市

民の方が運動を起こしていただいて、コンビニ

受診をやめようと。これは病院にとっても、大

変大きな出来事でして、これはちょっと推測な

んですけれど、恐らくそういったことがあり、

いわゆる言葉は悪いんですけれども、ちょっと

した軽い症状の方は民間病院に行ったりとか、

我慢される方もおるかもしれません。そういっ

たことで、恐らく経営的に単価の安い患者さん

が減ったのではないかというのは、一つ推測さ

れます。

それと、あと、おととしから去年にかけてふ

えた理由の一つは、呼吸器外科のドクターに１

人おいでいただいて開設いたしました。これで

肺がんとか、ある程度、高度な医療もできるよ

うになりましたので、その分での増というのも

大きいのではないかなと思います。

先ほど内科で○青出木県立延岡病院事務局長

高額な抗がん剤等を使用する患者数が増加した

、 、ということを申し上げましたけれども 例えば

肺がんに対して主に効きますオプジーボですと

か、こちらが27年度は300万円程度の収益だった

んですけれども、28年度は8,700万円ということ

で、これは総額でございますけれども、8,300万

円ぐらいの増となっております。

このあたり、先ほど概要だけ申し上げました

けれども、全体の収入がふえておりますので、

患者数もふえておりますけれども、割ったとき

に１人当たりの単価が非常に高くなっていると

いうような状況でございます。

時間がかかりまして申しわけございませんで

した。

ちょっと今の金額にはびっくり○田口副主査

、 、しましたけれど 先ほどの次長のお話でいけば

県病院の本来の使命である高度医療に専門化さ

れてきているということで理解していいという

ことですね。わかりました。

ほかにありますでしょうか。○右松主査

、○丸山委員 ７ページに企業債の状況のことで

ア、イ、ウと書いてある中で、具体的にはどう

いうものが工事改良されるのか、医療器械は何
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を買ったのかとかというのを、もう少しくわし

く教えていただくとありがたいかなと思ってお

ります。

決算書というのをお手元に○阪本病院局次長

別途お配りしているかと思います。平成28年度

宮崎県立病院事業決算書でございます。

こちらの22ページ以降でございますが、それ

ぞれ病院ごとに工事がございます。

それから飛びまして、29ページ以降に医療器

械の購入状況。基本的に金額の高いものから順

に書いておりますが、例えば29ページ、宮崎病

院におきましては 超音波診断装置 これが2,600、 、

万円でございます。それから、ページをおめく

りいただきまして、34ページでは延岡病院。こ

れはエックス線撮影装置という、3,600万円の器

械を購入しております。

それから、おめくりいただきまして38ページ

でございます。日南病院につきましては核医学

画像診断装置。これは、非常に大変高額な器械

でございまして１億3,800万円。スペクトＣＴと

言われる、こういった器械を昨年度は購入して

いるところでございます。

例えば、一般競争入札と書いてあ○丸山委員

るんですが、工事でいう落札率とか、何かそう

いうイメージがあるのか。それとも、競争して

、 、本当に安くなっているんですよとか そういう

ちょっとイメージが分かるのが何かあれば、教

えていただくとありがたいかなと思っているん

ですけれど。

申しわけございません。○阪本病院局次長

ちょっと今、その予定価格と結果の数字を手元

に持っておりません。

ただ、やっぱり医療器械につきましては、本

当にピンキリといいましょうか、非常に汎用性

のあって競争原理の働くものは、やはりかなり

安くなるところでございます。一方、ある程度

診療機能といいましょうか、ある程度特化して

しまうものになってしまいますと１社しかない

とかいうことになって、ある程度、高どまりを

する場合もあるのではないかなというところで

ございます。申しわけございません。ちょっと

今、手元に器械についてございません。

できれば決算を見るときに、本当○丸山委員

に経営をしっかりするために頑張って、以前は

各病院ごとにやっていたのを共同購入すること

によって、少しでも競争原理を働かせて安くす

るとか、そういうことは、今、どのような状況

になっているのか。

ただ単に これはもうなれっこになってしまっ、

て、結局、宮崎病院だけ高どまりになっていな

いのかとかいうものも懸念するもんですから。

ほかの、私立の病院と比べて本当に安いのか高

いのかというのも、我々、今、全然そういう情

報がないので、細かいとこかもしれませんけれ

ども、そういうのも含めてちゃんとしっかり。

本当にこの金額が適正なのか、一億幾らの機器

が高いのか安いのか、全く我々もよくわからな

いものですから、そのようなことも少し、わか

る範囲でまた教えていだだくとありがたいのか

なと思っています。

、 、 、それと いろいろな機器について 宮崎病院

特に建てかえがあるから、控えているというの

は少し踏まえているんですが、そういうことに

なっているのか。もしくは平準化して、どんど

んちゃんと購入していただいているのかという

のも説明いただくとありがたいかなと思ってお

ります。

４年後には再整備ができ上○阪本病院局次長

がる予定でございますので、両方ございます。

やはり、ちょっと辛抱していただいている分
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要は、今更新するのではなく、何とかもつ─

ものについてはもたせていただいて、再整備に

あわせて。そうすると引っ越しといいましょう

か、これが要らなくなりますのでというのも、

もちろんございます。

、 、ただ一方 どうしても必要な器械 例えば─

せんだって入札が終わりましたＭＲＩの、非常

に高度な器械。今まで、具体的に言いますと1.5

テスラでしたか、要するに画像が、これが倍、

３テスラになる。全国でも有数の性能を持つこ

とになりますけれども、そういった器械を、こ

れは前倒しで購入しようと。医療の向上のため

にはぜひ必要だということで これは せんだっ、 、

て入札を行いまして購入を決定し、年度内には

器械を据えつけると。それについては、当然、

新病院開院後には引っ越しをいたしまして移動

させます。

ですから、真に必要なものにつきましては、

これは建てかえにかかわらず整備をすると。そ

うでない、何とか我慢できるものについては、

ちょっと我慢をしていただいているということ

でございます。

あと最後ですけれども、今、説明○丸山委員

いただいたように、契約方法が一般とか随意と

か書いてあるんですが、何社応募されたかとい

うのを、今後は示していただければ。スペース

的に余裕があれば補足説明があると、本当に競

争されているんだなというのがわかるものです

から。同じような業者さんが、続いてしまって

いるもので、本当に競争原理がどこに働いてい

るのか、若干わかりづらいのかなと思っていま

す。

その辺を、わかる範囲で。特に、例えば１億

幾らのありましたよね、この一般競争で。だけ

、れど１社しかここに書いていないものですから

本当にここだけだったのかとか。特殊な器械だ

、からもうここしかないんだよというのがあれば

そういうふうに説明していただいても構わない

かなと思っています。その辺を、できるだけ少

し細かな説明をお願いできればなと思っており

ます。

今、おっしゃっていただき○阪本病院局次長

ましたように、今後、よりわかりやすい資料の

作成に努めたいと思います。

病院局の相当な費用の中に入るだ○有岡委員

ろうと思っていますが、県立の富養園を、29年

度に取り壊すということで平地になるんだと思

うんですが、維持管理をずっとやってきている

わけですね。そういった意味では有効活用とい

、うのを以前からお話されていたと思うんですが

現状として話せる範囲で結構ですが、29年度に

撤去作業を終えた後、どういう活用をされるの

か。もしされないとすると、ずっと維持管理の

その他の費用が出てくるということですから、

そこら辺の考え方をお尋ねしたいと思います。

今おっしゃった、新富町に○阪本病院局次長

あります跡地につきまして、今、民間のＮＰＯ

に利活用いただいております。

実は、こちらのＮＰＯさんにつきましても、

年内には、新しい社屋を同じ新富町内に建設中

でございまして、退出されるということですの

で、年度内に除却をしようと考えております。

もともと、こちらは新富町から寄附をいただ

いた土地でございまして、何とか新富町のほう

で有効活用できないか、何とかよい形で活用い

ただけないかと、今、協議を進めているところ

でございます。

よろしくお願いします。○有岡委員

ほかにいかがでしょうか。よろし○右松主査

いでしょうか。
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって病院局を○右松主査

終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。暫時休憩

いたします。

午後２時14分休憩

午後２時15分再開

分科会を再開いたします。○右松主査

あす４日の分科会は、午前10時に再開し福祉

保健部の審査を行うことといたします。

その他、何かありますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって本日の分○右松主査

科会を終了いたします。

午後２時15分散会
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午前９時58分再開

出席委員（６人）

主 査 右 松 隆 央

副 主 査 田 口 雄 二

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 日 髙 陽 一

委 員 西 村 賢

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 畑 山 栄 介

福祉保健部次長
椎 重 明

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健・医療担当）

こども政策局長 長 倉 芳 照

福 祉 保 健 課 長 小 田 光 男

指導監査・援護課長 池 田 秀 徳

医 療 薬 務 課 長 田 中 浩 輔

薬 務 対 策 室 長 山 下 明 洋

国民健康保険課長 成 合 孝 俊

長 寿 介 護 課 長 木 原 章 浩

医 療 ・ 介 護
内 野 浩一朗

連 携 推 進 室 長

障がい福祉課長 日 髙 孝 治

衛 生 管 理 課 長 樋 口 祐 次

健 康 増 進 課 長 矢 野 好 輝

感染症対策室長 永 野 秀 子

こども政策課長 髙 畑 道 春

こども家庭課長 松 原 哲 也

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主査 甲 斐 健 一

分科会を再開いたします。○右松主査

それでは、平成28年度決算について概要説明

を求めます。

おはようございます。福○畑山福祉保健部長

祉保健部でございます。

それでは、平成28年度の決算等の概要につき

まして御説明をいたします。

お手元の平成28年度決算特別委員会資料の１

ページをお開きください。

これは 未来みやざき創造プラン 長期ビジョ、 （

ン）に基づく分野別施策の体系表ということで

ございます。

まず、左側、分野のＡ、人づくりにつきまし

ては、Ａ―１、安心して子どもを生み、育てら

れる社会など、３つの目指す将来像を定め、そ

れぞれにつきまして施策の柱を設けてございま

す。子育てを応援する機運醸成や子育て家庭の

負担軽減などによる子育て支援の充実、それか

ら、高齢者団体と多様な主体との連携による高

齢者が活躍する社会の推進等を施策の柱として

推進しております。

次に、分野のＢ、下側ですけれども、くらし

づくりにつきましては、Ｂ―１、生き生きと暮

らせる健康・福祉の社会など、２つの目指す将

来像を定め、右側の施策の柱でございますけれ

ども、健康づくりの推進に取り組んだほか、み

んなで支え合う福祉社会の推進、それから、地

域医療介護総合確保基金等を活用した医療従事

者の養成・確保、救急医療体制の強化などの医

療提供体制の充実に取り組んだところでござい

平成29年10月４日(水)
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ます。

なお、詳細につきましては、後ほど、別冊の

主要施策の成果に関する報告書に基づいて、担

当課長から説明いたしますので、よろしくお願

いいたします。

次に、資料の２ページをお開きください。

福祉保健部の平成28年度決算状況について御

説明いたします。

一般会計につきましては、下から４段目の小

計の欄にありますけれども 左から 予算額1,054、 、

億1,139万1,799円、支出済額が1,025億4,544

万6,763円、翌年度明許繰越額13億6,040万円、

不用額15億554万5,036円となっております。執

行率は97.3％でございますが、翌年度への繰越

額を含めますと、98.6％となっております。

また、その下の特別会計でございますけれど

も、母子父子寡婦福祉資金特別会計でございま

すが その小計の予算のところですね ３億6,136、 、

万9,000円、支出済額１億6,733万9,373円、不用

額が１億9,402万9,627円となっており、執行率

は46.3％となっております。

こうした決算の詳細につきましては、それぞ

、れ関係課長から後ほどまた説明いたしますので

よろしくお願いいたします。

次に、この冊子の資料の34ページをお開きく

ださい。

こちらが福祉保健部に係る監査報告における

。 、指摘事項等でございます 指摘事項が34ページ

それから注意事項が35ページ、要望事項が36ペ

ージというふうに記載をされているところでご

ざいます。このうち、指摘事項につきまして

は、34ページにありますとおり、５件受けてご

ざいます。

また、別冊になりますけれども、お手元の平

成28年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書におき

ましても、当部関連では２件、指定難病の特定

医療費償還支払い事務のおくれ及び母子父子寡

婦福祉資金特別会計の収入未済に関する意見・

留意事項等を受けております。後ほど、これら

につきましても、指摘事項５件の改善状況とあ

わせて、関係課長から御説明をさせていただき

ます。こうした御指摘をいただいた点につきま

しては、適切な事務処理に努めてまいりたいと

存じます。

以上が福祉保健部の平成28年度の決算等の概

要でございます。御審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。

部長の概要説明が終了いたしまし○右松主査

た。

これより、福祉保健課、指導監査・援護課、

医療薬務課、国民健康保険課、長寿介護課の審

査を行いますので、それぞれ説明をお願いしま

す。

なお、委員の質疑は５課の説明が全て終了し

た後にお願いいたします。

。○小田福祉保健課長 福祉保健課でございます

福祉保健課の平成28年度決算につきまして御

説明をさせていただきます。

お手元に配付しております平成28年度決算特

別委員会資料をごらんください。

２ページをお開きください。

福祉保健課は、一般会計の一番上の段になり

ますが、左から、予算額117億7,106万6,000円、

支出済額115億6,236万5,972円、不用額２億870

万28円となっております。執行率は98.2％であ

ります。

以下、内容の説明に入りますけれども、各課

とも、目における不用額が100万円以上のもの及

び執行率が90％未満のものについて御説明をさ

せていただきます。
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３ページをごらんください。

上から３段目の（目）社会福祉総務費、不用

額1,690万1,424円であります。主なものは、負

担金・補助及び交付金の不用額1,199万8,843円

でありまして、これは、子供の貧困対策として

の子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事

業の市町村事業におきまして、国からの補助金

が県を通らず、国から市町村に直接交付された

ため 結果として県としての予算化が不要になっ、

たことによる執行残などであります。

次に （目）社会福祉施設費の不用額196万5,340、

円であります。主なものは、賃金、需用費、委

託料でありまして、県内３つの福祉こどもセン

ターに係る管理運営費の執行残であります。

４ページをごらんください。

（目）精神保健福祉費の不用額428万5,452円

。 、 、であります 主なものは 需用費や委託料など

自殺対策に係る事務費の執行残や民間団体が取

り組む自殺対策事業への補助金の額の確定に伴

う執行残などであります。

次に （目）生活保護総務費の不用額666万4,191、

円であります。主なものは、旅費、需用費、役

務費でありまして、県内の５つの郡部福祉事務

所が実施する被保護世帯に対する訪問調査や資

産調査等に要する経費の執行残であります。

５ページをごらんください。

（目）扶助費の不用額１億6,779万7,859円で

あります。これは、いわゆる生活保護費でござ

いまして、保護費が当初の見込みを下回ったこ

とによる執行残であります。

６ページをごらんください。

（目）衛生研究所費の不用額126万1,477円で

あります。これは、需用費や役務費など、衛生

。環境研究所に係る運営経費の執行残であります

次に （目）保健所費の不用額757万2,145円で、

あります。これは、需用費や委託料など、県内

８カ所の保健所に係る運営経費の執行残であり

ます。

７ページをごらんください。

（目）医務費ですけれども、不用額は184

万2,000円、執行率は87.6％となっております。

これは、旅費や需用費、備品購入費など、連絡

。調整課としての活動事務費の執行残であります

福祉保健課の決算に関する説明は以上であり

ます。

次に、主要施策の成果につきまして御説明い

たします。

別冊の主要施策の成果に関する報告書をごら

んください。

福祉保健課は75ページになります。

人づくりの１、安心して子どもを生み、育て

られる社会 （２）子ども・若者の権利擁護と自、

立支援についてであります。

まず 「子どもたちの夢・挑戦」応援事業でご、

ざいます。一番右側の欄の主な実績内容等にあ

りますように、県内の各地域におきまして、子

供の貧困に関する会議を開催し、福祉や教育等

の関係機関が情報共有を行い 連携の強化を図っ、

たところであります。

また、子供の進学や就職に必要な奨学金など

の支援制度をまとめたガイドブックを作成し、

中学生や高校生等に配布を行ったところであり

ます。

76ページをお開きください。

くらしづくりの１、生き生きと暮らせる健康

・福祉の社会 （２）みんなで支え合う福祉社会、

の推進についてであります。

一番上の欄になりますけれども、地域福祉活

動推進事業であります。主な実績内容等にあり

ますように、地域社会のきずな再生推進事業や
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福祉のちから結集事業などによりまして、地域

福祉を支える担い手の育成を初め、民間団体や

市町村等と協働して行う地域での見守りや声か

けなど、住民相互の支え合いによる地域福祉活

動に対して支援を行ったところであります。

次の地域生活定着促進事業では、高齢や障が

いのため福祉的な支援を必要とする刑務所等か

らの出所者に対し、地域生活定着支援センター

を設置しまして、住居や就業先の調整など、円

滑な地域定着のための支援を行ったところであ

ります。

それから、新規事業「多重的見守りネットワ

」 、ーク九州モデルテレビスポット放映事業 では

テレビスポットのＣＭの制作・放映によりまし

て、ひとり暮らし高齢者への声かけなど、地域

における見守り意識の醸成を図ったところであ

ります。

、次の安心生活福祉サービス利用支援事業では

認知症などによって判断能力が十分でない方に

対しまして、福祉サービスの利用手続の援助や

日常生活上の金銭管理の代行等を行い、住みな

れた地域で自立した生活が送れるよう支援を

行ったところであります。

次の世代間交流・多機能型福祉拠点支援事業

では、地域住民誰もが身近に集うことのできる

居場所づくりの整備に対しまして補助を行った

ところであります。

次の新規事業「農山漁村における所得安定向

上モデル事業（見守り・生活支援 」では、配食）

、サービスや買い物代行などの提供を通じまして

地域の見守りを行う生活支援システムの構築と

地域の所得向上を支援することによりまして、

安心して暮らすことのできる地域づくりを推進

したところであります。

78ページをお開きください。

福祉人材センター事業では、求人・求職相談

等を通じて介護職等の人材確保を推進するとと

もに、職場見学会の開催などによる福祉の仕事

に対する理解の促進や、働きやすい職場づくり

についてのセミナー等の開催による介護職員の

離職防止に努めたところであります。

「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業では、市

町村や民間団体が取り組む自殺対策への支援や

救急医療の現場における自殺未遂者に対する支

援 若年層や県民向けの普及啓発活動などを行っ、

たところであります。

また、新規事業「みんなで支える！働き盛り

男性の自殺予防推進事業」では、働き盛り世代

の相談・受診促進を図るため、ポータルサイト

を開設したほか、働き盛り世代が日常的に通っ

ている理美容店向けの人材研修の実施などを

行ったところであります。

次の生活保護扶助費では、生活に困窮する県

民に対しまして必要な保護を行い、生活保護制

度の適正な実施を図ったところであります。

79ページをお開きください。

福祉事務所活動費では、生活保護世帯の自立

支援のための訪問調査を初め、収入等に関する

調査や就労支援を行ったところであります。

次の生活困窮者自立相談支援では、各郡部福

祉事務所におきまして各種の相談を受け付け、

。生活困窮者への支援を行ったところであります

80ページをお開きください。

施策の成果等について記載しておりますが、

①にありますように、地域福祉を担う人材の育

成や住民相互の支え合いによる地域福祉活動へ

の支援などを行ったところであります。

また、②にありますように、福祉サービスの

利用援助などによりまして、住みなれた地域で

の自立した生活を支援したところであります。
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また、③にありますように、福祉ニーズの増

大に対応するため、福祉人材の就労あっせんや

相談等を行い、人材の確保を図るとともに、社

会福祉従事者等に対する研修を実施することに

より、資質の向上を図ったところであります。

さらに、④にありますように、民生委員活動

への支援や民間事業者と連携した「みやざき地

域見守り応援隊」などを通じて、安心して暮ら

すことができる福祉のまちづくりの推進に努め

たところであります。

自殺対策では、⑤にありますように、自殺の

現状や課題を官民で共有しながら、人材育成や

相談窓口の設置、普及啓発等の総合的な自殺対

策を実施するとともに、市町村や民間団体の主

体的な取り組みを支援したところであります。

また、⑥にありますように、自殺の主要な要

因の一つである鬱病を早期に発見し、適切な治

療へ結びつけるためのかかりつけ医による精神

科医紹介システムの実施地区の拡大や救急医療

現場における自殺未遂者支援の取り組みを行っ

たところであります。

今後も、鬱病などの自殺に関するハイリスク

対策のさらなる充実を図るとともに、自殺者の

多い働き盛り男性への適切な相談・受診の促進

に努めてまいりたいと考えております。

また、生活保護に関しましては、⑦にありま

すように、保護世帯の自立に向けた訪問活動や

適正な保護費の支給に係る収入等の各種調査の

徹底を図ったところであります。

81ページをごらんください。

各指標の実績につきまして、３番目の表にな

りますけれども、自殺者数・自殺死亡率の推移

の表でございますけれども、先日公表されまし

た平成28年度の確定値では、自殺者数、自殺死

亡率ともに、ここに掲載しております概数と同

じでありましたが、全国順位は11位となりまし

た。

主要施策の成果に関する報告書については以

上であります。

最後に、平成28年度の監査結果報告書指摘事

項等について御説明いたします。

恐れ入りますが、決算特別委員会資料の34ペ

ージをお開きください。

福祉保健課につきましては、所管する児湯福

祉事務所の収入事務におきまして、生活保護費

返還金の収入未済率等が前年度と比較して大幅

に増加しており、収入促進について一層の取り

組みが望まれるとの指摘がございました。

改善につきましては、本庁と福祉事務所が一

体となって取り組み、定期的に事務所において

対策会議を開催し、具体的な滞納状況の把握や

納入指導方法についての検討を行い、ケースワ

ーカーによる訪問や電話での指摘により、未収

。金の返還対策に積極的に取り組んでまいります

福祉保健課からは以上であります。

指導監査・援護課○池田指導監査・援護課長

の平成28年度決算につきまして御説明をさせて

いただきます。

お手元の平成28年度決算特別委員会資料をご

らんいただきたいと思います。

２ページをお開きください。

指導監査・援護課は、上から２番目の段にな

ります。左から、予算額7,654万1,000円、支出

済額7,499万5,976円 不用額154万5,024円となっ、

ておりまして、執行率は98.0％であります。

なお、指導監査・援護課におきましては、目

における不用額が100万円以上のもの及び執行率

が90％未満のものはございませんので、内容の

説明は省略させていただきます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし
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ます。

別冊の主要施策の成果に関する報告書をごら

んいただきたいと思います。

指導監査・援護課は82ページになります。

くらしづくりの１、生き生きと暮らせる健康

・福祉の社会 （２）みんなで支え合う福祉社会、

の推進についてであります。

、 「 」まず 新規事業 社会福祉法人改革推進事業

でございますが、改正社会福祉法の全面施行に

向け、法人の円滑な対応を支援するため、法改

正に係る説明会・講演会や地域における公益的

な取り組みに関する研修会を開催したところで

あります。

次の新規事業「社会福祉法人における経営労

務管理支援事業」では、社会福祉法人が経営労

務管理の改善に向けて、税理士や社会保険労務

士などの専門家による指導を受けることに対し

て補助を行ったところであります。

次の福祉サービス運営適正化推進事業では、

福祉サービスに関する利用者からの苦情・相談

等に対応するため、県社会福祉協議会への補助

を行ったところであります。

次の改善事業「福祉サービス第三者評価制度

普及啓発・受審促進事業」では、福祉サービス

の質を評価する第三者評価制度の普及啓発と受

審促進を図るため、事業所向けの研修会や評価

調査者の養成・継続研修の開催等を行ったとこ

ろであります。

次に、83ページをお開きください。

戦没者遺族援護事業では、全国戦没者追悼式

等への遺族の参列に対する支援や平和祈念資料

展示室での遺品等の保存・展示、小学校や公立

図書館等への展示資料の貸し出し等を行ったと

ころであります。

続きまして、施策の成果等としましては、①

にありますように、改正社会福祉法の全面施行

に向け、県内の社会福祉法人を対象に説明会等

を開催し、改正内容の周知を図るとともに、社

会福祉法人が税理士等の専門家の指導を受ける

場合に補助を行い、経営労務の改善を支援した

ところであります。

また、②にありますように、県社会福祉協議

会に設置されました福祉サービス運営適正化委

員会の運営を支援し、解決困難な苦情について

の中立公正な立場からの相談支援や社会福祉施

設等を対象とするセミナーの開催などにより、

。苦情解決や情報提供を行ったところであります

また、③にありますように、事業所向けの研

修会の開催等により、第三者評価制度の普及啓

発と受審促進に努めたところであります。

戦没者遺族の援護につきましては、④にあり

ますように、戦没者遺族等に対する支援ととも

に、県民に広く戦争の悲惨さや平和の尊さにつ

いて考えていただく機会の提供を行ったところ

であります。今後とも、戦争を知らない世代等

への戦争体験の継承を図ってまいりたいと考え

ております。

主要施策の成果に関する報告書については以

上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

指導監査・援護課からの説明は以上でござい

ます。

医療薬務課の関係分を御○田中医療薬務課長

説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の２ページをご

らんください。

医療薬務課は上から３番目であります。予算

額42億4,278万円に対しまして、支出済額34

億4,038万9,773円、翌年度への繰越額７億6,690



- 24 -

平成29年10月４日(水)

万3,000円、不用額が3,548万7,227円となってお

りまして、執行率は81.1％、翌年度への繰越額

を含めますと99.2％となっております。

以下、内容を御説明いたします。

10ページをお開きください。

、医療薬務課の予算は５つの目がございますが

その中で、執行残が100万円以上となった目は、

医務費、薬務費、大学費の３つであります。

まず、ページ真ん中より少し下のほうにござ

います（目）医務費であります。不用額1,953

万3,430円となっております 主なものは 下の11。 、

ページをごらんください。上から２段目、負担

金・補助及び交付金の不用額1,304万8,134円で

あります。これは、主に産科医等確保支援事業

やへき地診療委託事業、第二次救急医療体制整

備事業において、補助対象となる実績が見込み

を下回ったこと等によるものでございます。

次に、中ほどにあります（目）薬務費であり

。 。ます 不用額は124万7,174円となっております

主なものといたしましては、報償費や旅費等の

執行残であります。

次に、12ページをごらんください。

上から３段目 （目）大学費であります。不用、

額は1,449万3,759円となっております。主なも

のといたしましては、まず、一番上、報酬273

万4,658円でありますが、これは、非常勤講師に

係る報酬が見込みを下回ったことによるもので

あります。

、 、 、次に 中ほど 旅費464万331円でありますが

これは、実習・研究等に係る旅費の執行残であ

ります。

次に、その２つ下、需用費151万2,372円であ

りますが、これは、光熱水費等の執行残による

ものであります。

次に、その２つ下、委託費141万3,527円であ

りますが、これは、実習経費や庁舎維持管理等

に係る執行残によるものであります。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

でございます。

、 、次に 平成28年度の主要施策の成果について

主なものを御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書、医療薬務課

のインデックスで84ページをお開きください。

１、生き生きと暮らせる健康・福祉の社会、

（１）健康づくりの推進であります。

主な事業及び実績でございますが、薬物乱用

防止推進事業は、薬物乱用を未然に防止するた

めの研修会開催や中高生に対する薬物乱用防止

教室の開催等を行ったものであります。

次に、毒物劇物危機管理体制確保対策推進事

業は、危害発生の未然防止や事故発生時の危機

管理体制整備のため、データベースの整備や中

毒治療薬の配備を行ったものであります。

施策の成果等につきましては、①及び次のペ

、 、 、ージの② ③のとおりでありますが 今後とも

薬物乱用に対する厳格な規制や、特に青少年を

対象とした啓発、毒物・劇物の取り扱いの事業

者等への指導の徹底を図っていく必要があるこ

とから、平成29年度も引き続き、監視指導の実

施、薬物乱用等を未然に防止するための啓発活

動の強化に努めているところであります。

次に、86ページをごらんください。

（３）医療提供体制の充実であります。

、 。まず 自治医科大学運営費負担金であります

これは、自治医科大学の運営費を負担し、本県

の僻地医療に従事する医師を養成しているもの

で、28年度は11名の自治医科大学卒業医師を５

町村６医療機関に派遣をいたしております。

次に、医師確保対策強化事業は、県と関係市

町村で設立した協議会におきまして、医療関係
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雑誌やホームページなどで求人情報を全国に発

信するとともに、県外の医師を招いての病院見

学を実施するなどの取り組みによりまして、28

年度は、２名の医師を２町村２医療機関にあっ

せんをしたところでございます。

次の産科医等確保支援事業は、産科医等の処

遇改善を図るため、分娩手当を支給している県

内21の医療機関に対しまして、手当額の一部を

補助したものであります。

、次の女性医師等の離職防止・復職支援事業は

女性医師等が出産や育児と仕事を両立できる環

境の整備を図るため、病院内保育所を設置する

医療機関への運営費補助、それから、女性医師

の短時間正規雇用を行っている病院に対して、

代替医師の雇い上げについて補助を行ったもの

であります。

次の看護師等確保対策事業でありますが、一

番上の看護師等養成所運営費補助事業は、県内

の看護師等養成所15校に対して運営費補助を

行ったものであり、その３つ下の宮崎県ナース

センター事業は、働いていない看護師等の再就

業を支援するため 無料職業紹介などを行い 384、 、

名の再就業につながっております。

次に、87ページをごらんください。

一番上のへき地診療委託事業でございます。

これは、県医師会、県歯科医師会、それから医

療機関に委託をいたしまして、無医地区等への

巡回診療等を行ったものであります。

次に、４つ下にあります第二次救急医療体制

整備事業、そして、その下の第三次救急医療体

制整備事業でございます。これは、本県の救急

医療を担う医療機関に対して、その費用の補助

等を行ったものであります。

、 、次に 一番下のドクターヘリ運航支援事業は

重症救急患者等に対する医療提供体制の充実を

図るため、宮崎大学医学部附属病院のドクター

ヘリの運航に係る経費や医療従事者の教育研修

経費の支援を行ったものであります。

88ページをごらんください。

一番上の小児科専門医育成確保事業は、医師

確保が深刻な小児科の医師が専門研修を受ける

ための研修資金を貸与するとともに、小児医療

の研究会等を開催することにより、小児科医師

の育成・確保に取り組んだものでございます。

次の災害医療人材育成事業は、国が開催する

災害医療コーディネーター研修会に県内医師が

参加するための旅費でございますとか、あるい

は、広域医療搬送訓練に県内のＤＭＡＴチーム

が参加するための経費の支援などを行い、災害

医療人材の育成を図ったものでございます。

次の医師修学資金貸与事業は、将来、県内の

医師が不足する公的医療機関に勤務し、本県の

地域医療を支えていこうとする気概と情熱を持

つ医学生に修学資金の貸与を行ったものであり

ます。

次に、宮崎県地域医療支援機構運営事業であ

ります。これは、効果的な医師確保対策を進め

るため、県と宮崎大学、県医師会、市町村が連

携して地域医療支援機構を設立し、医師のキャ

リア形成支援、それから臨床研修病院説明会の

開催等によりまして、研修医の確保、それから

各種情報発信等を行ったものでございます。

89ページをごらんください。

地域医療介護総合確保基金事業であります。

これは、効率的かつ質の高い医療提供体制と地

域包括ケアシステムの構築に向けて、消費税増

収分を財源に基金を設置して各種事業を行った

。 、ものでございます 主な事業といたしましては

病床の転換等を図る医療機関の施設・設備の整

備支援、あるいは、中ほどにあります小児救急
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医療電話相談の委託、それから、下から２つ目

になりますが、宮崎大学地域医療・総合診療医

学講座の運営支援などに取り組んだものでござ

います。

続いて、90ページをごらんください。

献血推進総合対策事業では、献血クラブへの

登録推進や協力企業名の新聞掲載等によりまし

て、安定的な血液確保に取り組んだものであり

ます。

最後の県立看護大学運営費は、教員人件費、

、 、 、施設管理費 教育研究費等のほか 本県の保健

医療、福祉の分野に関する地域貢献等の研究や

県立看護大学の法人化に向けた準備事業、大学

を核とし、地域に不足している助産師等の人材

養成を行う魅力ある大学づくり・人づくり事業

に取り組んだものでございます。

次に、施策の成果等であります。

まず、①の医師確保対策につきましては、自

、治医科大学卒業医師の配置や医師修学資金貸与

それから、宮崎県地域医療支援機構等による各

種対策を行ったところでありますが、医師不足

は依然として厳しい状況にございます。引き続

き積極的な取り組みが必要と考えております。

②の看護師等の確保対策については、看護師

等養成所に対する運営費補助などにより看護師

等の養成に努めたほか、未就業看護師等の就業

促進に努めたところでありますが、今後とも、

その安定的な確保に努める必要があると考えて

おります。

91ページをごらんください。

③の僻地医療対策については、僻地出張診療

等や、先ほどの自治医科大学卒業医師の配置等

によりまして、僻地医療の確保に取り組んでお

りますけれども、今後とも、医学生を対象にし

た地域医療ガイダンス事業など、さまざまな工

夫を凝らしながら、継続して取り組んでいく必

要があると考えております。

④の救急医療対策につきましては、救急医療

施設の運営費の支援やドクターヘリの運航支援

に取り組むとともに、県民の適正受診の啓発等

に取り組んだところでありますが、今後とも、

。救急医療体制の維持・充実に努めてまいります

⑤の地域医療構想につきましては 平成28年10、

月に構想を策定し、今後は、各構想区域の地域

医療構想調整会議におきまして、地域にふさわ

しい医療提供体制の構築に向けた議論・調整を

進めていくこととしております。

⑥地域医療体制の整備につきましては、引き

続き、地域医療介護総合確保計画に基づく基金

事業を推進するなど、医療従事者の養成・確保

や救急・災害の医療体制の整備を図ることによ

り、一層の充実に努めているところでございま

す。

⑦でありますが、今後とも、薬事監視による

医薬品等の適正な取り扱いや不良医薬品の発生

防止を図るとともに、血液の安定確保のため、

組織献血の推進や若年層に対する啓発活動を展

開していく必要があると考えております。

最後に、⑧であります。県立看護大学でござ

いますが、平成29年４月に、公立大学法人に移

行をいたしました。看護師等の育成・確保の必

要性はますます増大しておりますので、引き続

き、効果的な教育研究活動や地域貢献活動、そ

れから県内への就職率の向上を支援していく必

要があるというふうに考えております。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は以上であります。

次に、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はありません。

医療薬務課からは以上であります。
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国民健康保険課の28○成合国民健康保険課長

年度決算について御説明いたします。

まず、28年度決算特別委員会資料の２ページ

をお願いします。

国民健康保険課は、上から４番目でございま

す。予算額292億6,270万5,000円に対しまして、

支出済額292億6,065万627円、不用額205万4,373

円となっております。執行率は99.9％でござい

ます。

次に、13ページをお願いします。

目の執行残が100万円以上のものについて御説

明いたします。

一番下の（目）国民健康保険指導費でござい

ますけれども、不用額138万2,643円となってお

ります。主なものといたしましては、節の欄の

ところにあります報酬、旅費の執行残でござい

ます。

次に、主要施策の成果について御説明したい

と思います。

主要施策の成果に関する報告書の93ページを

お願いいたします。

１、生き生きと暮らせる健康・福祉の社会、

（３）医療提供体制の充実でございます。

まず、国民健康保険助成につきましては、市

町村国保に対する助成でありまして、右の段の

１つ目、低所得者への保険税軽減や低所得者を

抱える市町村を財政的に支援します保険基盤安

定事業、１つ飛んで、３つ目の市町村国保間の

財政力の均衡等を調整します都道府県財政調整

交付金等によりまして、市町村の国保財政の安

定と被保険者の負担軽減を図ったところでござ

います。

、次の特定健診受診率向上啓発につきましては

宮崎県保険者協議会が実施します県民への啓発

事業に対しまして補助金を交付することにより

まして、特定健診の受診率向上を図ったところ

でございます。

、次の後期高齢者医療費負担金につきましては

後期高齢者医療制度を運営します宮崎県後期高

齢者医療広域連合や市町村に各種の負担金を交

付することによりまして、制度の安定的な運営

を図ったところでございます。

次の後期高齢者医療財政安定化基金につきま

しては、広域連合の財政リスクの軽減措置とし

まして県に基金を設置しており、この基金への

所定の積み立てを行ったところでございます。

94ページをお願いいたします。

施策の成果等としまして、まず、国民健康保

険につきましては、市町村保険者に対して助言

・指導並びに財政支援等を行うことで、国保の

厳しい財政状況の中、制度の安定的運営が図ら

れたものと考えております。

また、平成30年度からの国保制度改革につき

ましては、これまで制度の詳細な設計や運用方

法について市町村と協議を行ってまいりました

が、今後も、新制度への円滑な移行に向け、市

町村と連携し、取り組んでまいりたいと考えて

おります。

後期高齢者医療につきましては、後期高齢者

医療制度への県費負担金等を交付することによ

り、制度の安定的運営に寄与したものと考えて

おります。

主要施策の成果の主なものは以上でございま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書に関しては、特に報告すべき事項はござ

いません。

国民健康保険課の説明は以上でございます。

長寿介護課の平成28年度○木原長寿介護課長

決算状況につきまして御説明をいたします。
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平成28年度決算特別委員会資料の２ページを

お開きください。

上から５行目であります。予算額178億1,989

万3,000円に対しまして、支出済額177億2,902

万7,826円、翌年度への繰越額3,200万円、不用

額5,886万5,174円で、執行率は99.5％、翌年度

への繰越額を含めますと、99.7％となっており

ます。

次に、15ページをお開きください。

執行率が90％未満の目はありませんので、執

行残が100万円以上の目について御説明をいたし

ます。

中ほど２つ目の 目 老人福祉費の不用額3,704（ ）

万8,979円であります。その主なものとしまして

は、まず、中ほどの委託料の不用額270万1,412

円であります。これは、介護保険制度運営指導

事業において、システム改修委託費の所要額が

見込みを下回ったことなどによるものでありま

す。

次に、その２行下の負担金・補助及び交付金

の不用額2,166万1,720円であります。これは、

介護保険財政支援事業の地域支援事業費に対す

る県費交付金などにおいて、市町村からの申請

額が見込みを下回ったこと及び元気に活躍する

明るい長寿社会づくり支援事業、軽費老人ホー

ム事務費補助金等において交付額が見込みを下

回ったことなどによるものであります。

次に、その下の貸付金の不用額1,000万円であ

ります。これは、介護保険給付費の不足が見込

まれる場合、当該市町村に介護保険財政安定化

基金から貸し付けを行いますが、市町村に不足

が発生しなかったことによるものであります。

次のページをお開きください。

（目）医務費の不用額2,162万9,366円であり

ます。その主なものとしましては、まず、中ほ

どの委託料の不用額434万1,950円であります。

、 、これは 中核的介護人材育成支援事業において

研修講座の実施数が実施予定数を下回ったこと

などによるものであります。

次に、その２行下の負担金・補助及び交付金

の不用額1,516万1,442円であります。これは、

在宅医療・介護連携体制整備事業、訪問看護ス

テーション設置促進事業等において、申請額が

見込みを下回ったことなどによるものでありま

す。

次に、翌年度への繰越額であります。

同じく16ページの負担金・補助及び交付金の

翌年度繰越額明許の欄にあります3,200万円であ

ります。これは、地域密着型サービス施設等の

整備事業において、建設用地の取得交渉のおく

れに伴い、着工がおくれたため、事業主体にお

いて事業が繰り越しとなったことによるもので

あります。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

であります。

、 、次に 平成28年度の主要施策の成果について

主なものを御説明いたします。

お手元の平成28年度主要施策に成果に関する

報告書、長寿介護課のインデックス、95ページ

をお開きください。

まず、３、多様な主体が参加し、一人ひとり

が尊重される社会 （２）高齢者が活躍する社会、

の推進についてであります。

、主な事業の生きがい対策事業につきましては

高齢者の生きがいづくりや健康づくり活動を支

援するために、老人クラブ等に対する助成を行

いました。

、その下の超高齢社会対策事業につきましては

元気なみやざきを支えるシニアパワー創出事業

において、高齢者の知恵や経験などを一層活用
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するため、シニアパワーを生かした活動の顕彰

やリーフレット作成等による情報発信に取り組

みました。

96ページをお開きください。

施策の進捗状況であります。

「高齢者の社会参加活動が活発に行われてい

ると思う」割合は、平成30年度の目標値70％に

対し、60.8％となっております。

また、宮崎ねんりんピック、ねんりんフェス

タ等の参加者数は、平成30年度の目標値5,000人

に対し、4,423人となっております。

次に、施策の成果等としましては、①の老人

、クラブへの支援や宮崎ねんりんピックの開催等

さらに、②の高齢者の社会参加の機会をふやす

ためのシニア活動団体に対する研修会の開催、

③のシニアパワーを活用した事業やシニアパワ

ー宮崎づくり月間における広報・啓発やシニア

パワー顕彰等を実施することにより、高齢者の

社会参加の促進及び県民の理解促進に努めると

ともに、④の心豊かに歌う全国ふれあい短歌大

、 、会につきましては 応募者を一層広く募るため

ホームページの活用など、広報活動に努めたと

ころであります。

97ページをごらんください。

１、生き生きと暮らせる健康・福祉の社会、

（２）みんなで支え合う福祉社会の推進につい

てであります。

主な事業の在宅老人介護等対策事業につきま

しては、地域包括支援ネットワーク・権利擁護

支援事業において、市町村や地域包括支援セン

ターによる地域包括支援ネットワークの構築や

ケアマネジメント機能の総合的な底上げ等を支

援することにより、地域包括ケアの促進を図り

ました。

その下の認知症高齢者対策事業につきまして

は、認知症高齢者に対する介護サービスの充実

等を図るため、認知症介護の実践者や管理者な

どに対する研修を実施したほか、認知症疾患医

療センターを３カ所委託し、専門医療の提供に

努めました。

98ページをお開きください。

、主な事業の介護保険対策事業につきましては

介護支援専門員に対する各種の研修を実施する

とともに、市町村に対する財政支援等により、

介護保険事業の適正な運営に取り組みました。

その下の老人福祉施設整備等事業につきまし

ては、軽費老人ホームの事務費の一部を補助す

ることにより入所者の負担を軽減したほか、介

護職員などを対象に喀痰吸引等の研修を行いま

した。

99ページをごらんください。

主な事業の地域医療介護総合確保基金積立金

につきましては、医療及び介護の総合的な確保

を推進する事業を実施するため、基金の積み立

てを行いました。

その下の地域医療介護総合確保基金事業につ

きましては、まず、在宅医療の提供に係る事業

の在宅医療・介護連携推進協議会の設置・運営

事業において、広域で取り組む地域協議会への

支援を行ったほか、在宅医療・介護連携推進体

制整備事業において、在宅医療従事者向けの研

修会を開催いたしました。

また、介護施設等の整備などに係る市町村補

助事業等に対する支援を行ったほか、介護従事

者の確保及び資質の向上に係る事業では、介護

人材確保連携強化事業において、介護人材確保

・定着の課題解決に向けた取り組み等を検討す

るため、事業者団体や職能団体等で構成する協

議会を開催し、介護職員就業・定着促進事業に

おいて、入職３年未満の介護職員が初任者研修
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。を受講する際の費用について支援を行いました

認知症に関しましては、認知症地域医療支援

体制整備事業において、かかりつけ医や病院の

看護師等に向けた認知症対応力向上研修を実施

したほか、早期発見・早期対応につなげるため

、の初期集中・若年性認知症支援事業等において

サポート医やチーム員の育成等を支援いたしま

した。

また、高齢者生活支援推進事業において、Ｎ

ＰＯやボランティアを地域の担い手として活用

するための生活支援コーディネーターの養成に

取り組みました。

100ページをお開きください。

権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり

事業において、県内どの地域でも成年後見制度

が利用できるよう、市町村社会福祉協議会が法

人として後見受任できる体制づくりに必要な法

人後見支援員や法人後見専門員の養成研修を実

施しました。

次に、施策の進捗状況でありますが、訪問看

護ステーション事業所数は、平成30年度の目標

、 。値93事業所に対し 108事業所となっております

また、住民みずから運営する通いの場での介

護予防教室に参加した高齢者の実人数は 平成30、

年度の目標値３万2,400人に対し 9,910人となっ、

ております。

なお、平成27年度から28年度にかけて参加者

数は減少いたしておりますが、これは、行政主

体のものを除き、住民主体で行っている通いの

場のみを計上したためであり、地域での介護予

防は着実に進んでおります。

101ページをごらんください。

施策の成果等としましては、①の市町村によ

る地域包括ケアシステムの構築に対する支援や

②の高齢者虐待対応専門職チームの派遣などに

より、市町村等への支援を行うとともに、③の

認知症高齢者やその家族を支える体制の整備、

④の宮崎県介護保険事業支援計画に基づく施設

整備等の支援、さらに、⑤の介護支援専門員な

どの人材育成や⑥の地域医療介護総合確保基金

を活用した介護従事者の確保に取り組んだとこ

ろであります。

今後とも、市町村と連携し、介護予防や地域

包括ケアの取り組みを促進していくとともに、

介護支援専門員などの介護人材の資質向上や介

護基盤の整備につきまして支援してまいりたい

と考えております。

。主要施策の成果の主なものは以上であります

最後に、監査委員の決算審査意見書について

であります。

お手数ですが、決算特別委員会資料の監査報

告34ページをお開きください。

支出事務について、介護福祉士養成支援事業

費補助金等について、交付決定事務の大幅にお

くれているものなどが散見された。留意を要す

る」との指摘がございました。

支出事務の進捗管理につきましては、進捗管

理表を作成し、共有フォルダに保存することで

全員が確認できる状態とし、常に複数人で進捗

状況を管理するなど、再発防止に努めてまいり

ます。

長寿介護課からは以上でございます。

。○右松主査 執行部の説明が終了いたしました

質疑のほうをお願いします。

今、介護福祉士の養成支援事業費○有岡委員

の補助金が大幅におくれているということで、

留意するというような説明がありましたが、こ

れに似たようなもので、平成20年度から取り組

んでいます介護福祉士等の修学資金貸付事業。

この所管がどこになるのかわかりませんが、こ
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れは社協に委託をして修学資金を貸し付けてい

る制度で 月５万円とか そういう金額が決まっ、 、

ているんですが 28年度はどのような成果があっ、

たのかお伺いしたいと思います。

介護福祉士等の修学資金○小田福祉保健課長

につきましては、福祉保健課のほうで所管して

おりまして、28年度の実績でございますけれど

も、合計で67名の方に支援をしたところでござ

います。新規では41名ということで、個別に具

体的に申し上げますと、介護福祉士の修学資金

としては55名、それから社会福祉士の修学資金

としては10名、それから研修受講の貸し付けも

行っておりますので、その方が２名の計67名と

いうふうになっております。

ここで一つ考えておきたいのは、○有岡委員

ことし、29年で10年ぐらいたつわけですが、そ

の間 いろんなこういう支援をして社会に巣立っ、

ていかれた、そういった人たちの現状といいま

すか、追跡をしながら、どういうふうに頑張っ

ていらっしゃるのか。もしかすると、離職され

るというケースもあると思うんですが そういっ、

、 、た人たちに頑張ってもらって 社会福祉士なり

介護福祉士の仕事に対する思いというのがしっ

かり伝わるようなリーダーになっていただきた

いなと思っているんですが、その後10年近くの

卒業されたり、支援を受けて巣立った方たちの

実態調査というようなものはやっていらっしゃ

るのかどうかお伺いいたします。

介護現場に就業されてい○小田福祉保健課長

る方々の実態調査ということでございますけれ

ども、毎年度、介護労働安定センターという法

人が介護労働実態調査というのを実施しており

ます。その中で、介護従事者にもアンケート調

査をやっておりまして、例えば 「働く上での悩、

み・不安はありますか」というアンケート項目

も設けているようでございます。今の不安・悩

みで申し上げますと、例えば、１番目には人手

不足だと。あるいは２番目には賃金が安いと。

３番目には身体的不安 腰痛ですとか、それ─

から体力とかいうようなことで、そういうアン

ケート調査を実施して介護現場の課題を把握し

ているというところでございます。

そういったアンケートを含めてで○有岡委員

すが、携わった人たちですから、先ほど申し上

げたように、ある意味では、リーダーとして頑

張っていただけるようなつながりをつくってい

ただきたいなというのが一つのお願いでござい

ます。

福祉保健課内で関連も含めてお願○右松主査

いします。

主要施策の75ページのことにつき○丸山委員

まして、昨年、子供の貧困というのがいろいろ

議論されて、私たち自身も特別委員会とかをつ

くっていろいろ議論をさせていただいたんです

が。75ページの実績の中で、進学や就職に必要

な制度を説明したガイドブックを作成したとい

うことで、４万5,000部つくったということなん

ですが、これをただ配っただけではなくて、実

績がどうだったのか、しっかり改善をしたのか

というのがわかれば、教えていただくとありが

たいかなと思っていますけれども。

子供の貧困対策の一つと○小田福祉保健課長

して、今お話しがありましたガイドブックを作

成いたしまして、生徒に対しましては、中学校

２年生と、それから高校１年生、２年生に合計

３万部程度と、そのほかの関係団体にも配布を

いたしました。配布の仕方につきましては、各

学校単位に配布をして、それから生徒のほうに

配っていただくということでございまして。で

は、このガイドブックを見て、生徒たちがどう
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いうような反応をしたか、それから保護者がど

ういうふうに思ったかというのは、実は追跡調

査をまだしていないというところでございまし

て、確かにおっしゃるように課題だろうと思っ

ています。このガイドブックにつきましては、

どのような形で活用されているかというのは、

今後調査をしてまいりたいなと思っています。

子供の貧困、特に負の連鎖をとめ○丸山委員

ていきたいということがやっぱり大きな主眼で

もあったものですから。そういう制度がわかれ

ば、進学できたとかいう子供であったり、諦め

なくてもよかったという方のために ガイドブッ、

、クをつくっていただいたと思っているんですが

これを有効的に活用するためには、教育委員会

等と連携しながら、また、実績がどうなってい

るのかというようなチェックは今後していただ

くとありがたいかなというふうに思っておりま

す。

それと、79ページの、施策の進捗状況の中で

気になりますのは、民生委員・児童委員の充足

率が年々下がってきていて、ことしがちょう

ど100周年ということで非常に心配していて。そ

のために地域福祉のコーディネーターとかいろ

いろつくり上げて、民生委員とかに充足させて

いこうという意向があったと思うんですが、こ

んなに下がってしまっていることは非常に懸念

しているところであります。このことについ

て、28年度、具体的にどのような形でやってき

て、実際はこのように充足率が下がってしまっ

たということをどう考えているのか、お伺いし

たいと思っております。

充足率につきましては、○小田福祉保健課長

昨年度、一斉改選がございまして、その時点で

は96％の充足率でございまして、結果としまし

ては、今年７月１日現在で、表にございますと

おり、96.7％となっていったところでございま

す。やはり目標とするところは100％というとこ

ろでございますが、民生委員の活動自体の環境

が非常に厳しくなっているという現実があるん

だろうと私どもは思っています。例えば、人間

関係が希薄化しているだとか、あるいは、オー

トロックのマンションが多くなってなかなか活

、 、動が難しくなっているということと それから

民生委員の方々が出席するような会議も多く

なっておりまして、年間活動日数もかなりふえ

てきたというところでございます。

民生委員の活動につきましては、活動費の支

援 お一人年間５万9,000円ですけれども、こ─

れに市町村が手出しで出している分もあります

が、そういうものとか、研修ですとか、それか

らもう一つ、ＰＲも行っております。それと、

表彰も行っておりますし、民生委員の地区ごと

の協議会の活動費も支援しているんですが、民

生委員自体も高齢化をしつつ、活動環境も厳し

くなっているということで、確保については非

常に苦慮しているところでございます。

委員の御指摘がありましたように、ことし100

周年ということで、今後、もう少し若い方にも

理解を持っていただこうというふうな仕掛けを

考えていきたいと思っておりまして、民生委員

活動のＰＲにつきましては、今後とも課題とし

て取り組んでまいりたいと思っています。

それで、76ページに、地域のきず○丸山委員

なを再生する事業とか、福祉の力を結集する事

業とかをやっていますが、こういったものは民

生委員やコーディネーターとかが中心になって

いくようなイメージでいいのか。それとはまた

別に、今後は民生委員の育成にもしっかりつな

がってほしいなと思っているんですが、この事

業は民生委員というイメージでは全くなくてと



- 33 -

平成29年10月４日(水)

いうことなんですか。その辺が少しわからない

ものですから、教えていただくとありがたいか

なと思っています。

主要施策の成果の76ペー○小田福祉保健課長

ジにあります地域福祉活動推進の地域社会のき

ずな再生推進事業、それから、下の福祉のちか

ら結集事業もそうでございますけれども、県の

ほうでは、地域福祉コーディネーターというの

。 、をこれまで養成してきております 28年度末で

地域福祉コーディネーターを576名養成してきて

おりまして、主には、社協の職員ですとか、そ

れから事業所の職員の方に研修を受けてなって

いただいています。地域福祉コーディネーター

を活用して地域の課題解決 例えば、居場所─

づくりであるとか、中には、フードバンク活動

をしかけたりとかいう活動もしていただいてお

ります。地域福祉コーディネーターを活用した

事業に対して補助する事業が、今申し上げた地

域社会のきずな再生推進事業と福祉のちから結

集事業ということになっています。当然、その

事業をやる中では、民生委員の協力も得てとい

うことでございますし、また、今申し上げた地

域福祉コーディネーターが、いずれは民生委員

のほうに意欲を持ってなっていただけるといい

なという思いもあります。ですから、民生委員

の活動は非常に厳しいですけれども、この環境

を地域福祉コーディネーターでバックアップす

るなり、あるいは、この方々が候補者として次

の民生委員になっていくなりというふうな事業

については、今後も取り組んでまいりたいなと

思っています。

いずれにしましても、先ほど言わ○丸山委員

れたように、オートロックのマンションがふえ

たりとかしていて、特に宮崎市内とかは非常に

きずなが薄くなっているので、こういうのが必

要だと思っていますし、また、田舎に行けば行

くほど高齢化が進んでいて、実際、民生委員の

方々もなかなか活動がしづらくなってきている

というのがありますので、これはしっかりと今

後検証をしていただいて、どういうふうにした

らいいとか考えて進めていただいたほうがいい

かなと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

それと、自殺ゼロプロジェクトについてなん

ですが、81ページで、全国のワーストから大分

抜け出して、実際は11位になったということで

聞いています。確かに少しずつはよくなってき

ているのかなと思っておりますけれども、昨年

度の28年度に取り組んだこの自殺ゼロ、特に我

々が気になっているのは、働き世代の方に支援

をしていきたいということなんですが、その辺

は実際どれくらい自殺者が少なくなったという

ような認識をすればよろしいのかを教えていた

だくとありがたいかなと思っておりますけれど

も。

働き世代の自殺数の推移○小田福祉保健課長

については後ほど御報告したいと思います。

あと、78ページの下のほうに、理○丸山委員

美容店の研修をされたということで230店舗とあ

るんですけれども、そういうことが本当に自殺

の予防につながってほしいと思っているんです

が、どのようなことでしっかり成果が上がった

というふうに認識されているのか。ただ単にこ

の230店舗の協力店舗が研修していただいたとい

うだけで、働き盛りの方々にアプローチが本当

にかけられたかというのは、何か細かいチェッ

クをやられたのかどうかをお伺いできればなと

思っているんですけれども。

理美容組合を通じました○小田福祉保健課長

、 、理美容店の方々への研修につきましては 昨年
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研修を実施いたしまして、ここにありますよう

に、230店舗の方々に心の健康サポーター協力店

として登録をいただいています。ここの協力店

の方々については、相談機関が掲載された資料

をお渡ししまして、お客様への声かけをしてい

ただきたいということでお願いをしているとこ

ろでございます。具体的にどういう活動があっ

たというのは、組合活動の中で御報告をいただ

いているところもありまして、例えば、お客様

に相談窓口を紹介したところ 後日 相談によっ、 、

て悩みが解決したというふうな体験談も御報告

があったところでございます。

ただ、総体的にどれくらい悩みを抱えた方へ

の相談を実施されたかというのは、統計として

把握していないところでございますので、それ

は機会を通じて、どういう事例があったかとい

うのは、また聞き取りをしてまいりたいという

ふうに思っています。

恐らく、事例があって、こういう○丸山委員

ふうにしたらよかったというのがわかれば、理

美容組合のほうにこういった声かけを具体的に

していただくと効果的なんですよねとか、いい

事例と、また失敗した事例も含めて、こういう

ふうにアドバイスをするといいんじゃないかと

か 28年度の実績なりを踏まえて もう少ししっ。 、

かり自殺予防につながるような活動をともにこ

こでやっていただくとありがたいかなと思って

います。よろしくお願いいたします。

先ほど御質問がありまし○小田福祉保健課長

た働き世代の自殺の状況の改善状況でございま

すけれども、27年度と比較いたしまして、30か

ら39歳 30代につきましては若干上がってお─

りますが。40から49歳、50から59歳につきまし

ては、例えば、40から49歳につきましては、27

年度が自殺死亡率24.8でありましたのが19.9、

それから 50歳代につきましては 27年度が27.5、 、

でありましたものが21.5ということで、特に50

歳代につきましては大幅に減っているというと

ころでございます。

この委員会でも言ったかもしれま○丸山委員

せんけれども、ことしからストレスチェックと

いうのが始まって。大手の広告代理店で自殺さ

れたあんな悲しい事件があったことを踏まえま

すと、先ほど、30から39歳が少し増加したとい

うことで、その辺のストレス発散がうまくでき

ていない可能性があるものですから、ストレス

チェックとかを有効に活用しながら、どういっ

たことをやればいいのかというのを。各事業所

とか業種によってストレスが高いとかいうのが

多分出ているはずですので、それをうまく活用

するというようなことをしっかりもっと取り組

んでいただいて、現役世代の方々がこういう悲

しいことにならないように、福祉保健部が中心

になって取り組んでいただくとありがたいかな

と思っております。

参考までに 30から39歳 20から29○右松主査 、 、

歳の数字も教えてもらえるとありがたいなと思

います。

20から29歳につきまして○小田福祉保健課長

は、５月に少し増加していまして、27年度が9.1

でございましたのが、28年度は22.7というふう

にふえています。それから、30代につきまして

は、18.6が20.1ということで、こちらもふえて

おります。

ありがとうございます。○右松主査

関連もしくは福祉保健課内でお願いします。

決算特別委員会資料の５ページな○日髙委員

んですけれども、生活保護の関係で不用額が５

％ということで。５％というのはとても大きな

数字だと思うんですけれど、内容というのを詳
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しく教えていただけますでしょうか。

生活保護費の扶助費につ○小田福祉保健課長

きましては、大きなものといたしましては医療

扶助ですね 生活保護受給者の方が医療機関─

にかかりますと、医療扶助ということで支給を

するわけでございますけれども、こちらにつき

ましては、高額療養者の状況ですとか、あるい

は、冬場のインフルエンザの発生状況とかによ

りまして、毎年度かなり変動が多い費目でござ

いまして、例年、医療扶助につきましては、１

億以上の残がどうしても生じてしまうというと

ころがございます。医療扶助自体というか、生

活保護費全体は、過去３年間の実績をベースに

算定いたしますが、こればかりはなかなか補正

で落とすというわけにもいかないので、医療扶

助につきましては、命にかかわるものでもあり

ますので、どうしても残らざるを得ないという

状況でございます。

わかりました。ありがとうござい○日髙委員

ます。

それから34ページ、生活保護の返還金の関係

なんですけれども、大幅に未済率が上がってい

るということで、原因とかいうのはわかってい

るんでしょうか。

児湯福祉事務所での生活○小田福祉保健課長

、保護返還金につきましてでございますけれども

中身を分析しますと、やはり過年度の分の収入

未済額がちょっとふえたというところでござい

ます。これは、もちろん収入額も減っておりま

して、収入促進についてもっと強化をしないと

いけないというのがあるんですけれども、もう

一つ、不納欠損額ですね。５年を経過しますと

不納欠損処理というのを行うんですが、昨年度

は、児湯福祉事務所に限らず、全てできません

でした。といいますのも、不納欠損の収入の仕

方について法令上の疑義を年度末に検討してお

りましたのですが その整理がうまくいかずに29、

年度に持ち越しになってしまいまして、例年、

数百万程度ある不納欠損が昨年度できなかった

というところもありまして 収入未済率が上がっ、

てしまったというところでございます。

ありがとうございます。生活保護○日髙委員

に関しては、不正受給者などがたくさんいると

いうことで、収入等の関係機関の調査もしっか

り行われているということで、本当にしっかり

。頑張っていただきたいなと思うんですけれども

今、宮崎の受給者の数というのはどれぐらいな

のかわかりますでしょうか。

直近の数字で申し上げま○小田福祉保健課長

すと、平成29年６月現在で、宮崎県全体で申し

上げますと、１万4,367世帯で、人員数でいきま

すと１万8,166人というふうになっております。

。 、○日髙委員 わかりました どこかの地区では

「生活保護なめんな」Ｔシャツなどをつくって

過激に調査をされていましたけれども、そこま

、で過激にする必要はないとは思いますけれども

不正受給者の対策は十分行っていただきたいと

思います。

79ページの施策の進捗状況の中の○有岡委員

かかりつけ医による精神科医師紹介システム、

４カ所とありますが、この４カ所をまずお尋ね

したいと思います。

精神科医への連携システ○小田福祉保健課長

ムを行っております保健所単位になりますけれ

ども、小林保健所、宮崎市の保健所、それから

日向保健所、高千穂保健所、以上４つの保健所

管内で実施しております。

例えば、今、延岡とか日南の県病○有岡委員

院では、精神科医が休診しているという状況で

すが、そこら辺のネットワークというのはこう
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いうシステムというのが必要なかったのかなと

思うんですが、現状はいかがなんでしょうか。

私どもも、かかりつけ医○小田福祉保健課長

と精神科医との連携につきましては、全県的に

実施をしたいと思っておりますが、一応、地域

医師会との調整が必要だというふうに思ってお

ります。

ただ、今、御指摘のありましたような各保健

所で何がしかの支障があるということまでは具

体的に聞いておりませんで、私どもとしては、

全ての圏域で実施をしていただきたいというこ

とで今後も促進を図ってまいりたいと思ってい

ます。

確認で、全域というのは、この目○有岡委員

標値の５なんでしょうか、それとも、もっとふ

えるというのが理想だということで理解してよ

ろしいんでしょうか。

この目標値におきまして○小田福祉保健課長

は、５としておりますけれども、できましたら

全県的に実施してまいりたいというふうに思っ

ています。今の自殺計画については５カ所とい

うふうにしているところでございます。

福祉保健課はどうでしょうか。○右松主査

では、それ以外でお願いします。

主要施策の82、83ページのあたり○丸山委員

なんですけれども。ことし正式に４月から社会

福祉法人改革がスタートしたんですが、その

前、28年にこのような改革推進事業をやってい

ただいているんですが、82ページに書いてあ

る350法人というのは、これが全ての社会福祉法

人の数というように理解していいのか、それと

も、まだ研修をしていないのもあると見たほう

、 。がいいのか その辺をまず確認させてください

主要施策の成果○池田指導監査・援護課長

、 、の82ページでございますけれども 主な実績の

社会福祉法人改革推進事業のところで、説明会

・講演会の出席者350法人と書いてございます

が、28年４月１日現在の法人数は383法人でござ

います。９割程度の法人には説明会に御参加い

ただいたところでございます。

そうなりますと、30幾つが受けて○丸山委員

いないということになるんですかね。しっかり

そういう情報は伝わっているということでよろ

しいんでしょうか。

この説明会・講演○池田指導監査・援護課長

会だけでなく、いろんな情報につきましては、

メール等でも全て法人のほうに流しているとこ

ろでございます。また、この説明会の資料につ

きましても、法人のほうに流しているところで

ございます。

83ページに、経営の労務の管理の○丸山委員

改善をするために、社会保険労務士なんかの専

門家指導を補助する事業をやっていらっしゃる

ということなんですが、これはどれくらいの法

人が社会保険労務士の専門家のアドバイスを実

際に受けたと理解すればよろしいでしょうか。

82ページの欄の２○池田指導監査・援護課長

段目のところ、社会福祉法人における経営労務

管理の支援事業を挙げております。ここの実績

の欄に掲げておりますが、法人への補助、122法

人がこの事業を活用したところでございます。

具体的にはどのような指導をされ○丸山委員

たと理解すればよろしいでしょうか。

この事業は、社会○池田指導監査・援護課長

福祉法人制度改革に伴って 国が単年度事業で28、

年度に行った事業でございます。県においては

６月補正で行ったところでございますが、中身

、 、 、としましては 制度改革に絡みまして 例えば

定款の変更であるとか、あるいは新たに必置す

ることになった評議員会、この辺の規定とかを
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整備する必要がございます。そういった関係の

規定の整備、あるいは労務関係 就業規則で─

あるとか、育児休業関係の規則、あるいは、さ

らに賃金テーブルの修正であるとか、そういっ

たことのいわゆる規定関係の修正を社会保険労

務士あるいは税理士とかが行ったものが主なも

のでございます。

あと、上のほうに書いてある地域○丸山委員

貢献に関する研修会の開催ということなんです

が、実際にことし４月から始まっていて、28年

度にどのような説明をしたのかはあれなんです

けれども。今現在は理解度が低いような感じが

するんですが、地域貢献に関する研修会は、具

体的にはどのようなことを研修されたのかをお

伺いしたいかなと思っているんですけれども。

これは、県内３地○池田指導監査・援護課長

区で開催したんですけれども、半日の研修でご

ざいました。具体的には、大学の教授の方に講

師に来ていただきまして 外部講師を招きま─

して、この方は大阪のほうでこういう地域貢献

の取り組みを先駆的にやられた方、コーディネ

ーターとしてかかわった方でございます。この

方に、法人改革の制度の趣旨から、また、取り

組みの事例についていろいろ発表していただき

、 。まして 普及啓発を図ったところでございます

実際の現場は、地域貢献で何をす○丸山委員

、 、ればいいというのが ４月にスタートしたのに

なかなかわかっていない気がしたものですか

ら。28年度にやってみてなかなか理解をされて

いないような形も現場で感じているものですか

ら。28年度のことは、大学の先生からただ話を

するだけではなくて、それは都会のほうであっ

たことであって、宮崎の地方ではそぐわない部

分もあるかもしれませんので。どうやって本当

に地域貢献を。今後社会福祉法人として、今ま

でやっていること以外にプラスアルファを国と

してはやってほしいということを多分言ってき

ていると思っているものですから。根幹を社会

。福祉法人がこのときに本当に理解したのかなと

現場でスタートしてみると、若干理解していな

いのかなという感じがするものですから、28年

度の研修をもう１回検証してもらって、何が足

りないのかというのをしっかりやっていただい

、たほうがいいんじゃないかと思っていますので

。その辺のことをお願いしたいと思っております

28年度の研修会に○池田指導監査・援護課長

つきましては、学識的な話ではなくて、非常に

実務的な話でございまして、出席された方につ

いてはかなり感銘を受けたと聞いておるところ

でございます。

しかし、地域貢献の取り組みがなかなか進ん

でいないところも事実でございますので、その

点につきましては、また今後、法人のほうにも

説明をしてまいりたいと考えています。

、 、なお 地域貢献の取り組みなんですけれども

─ことし、県のほうで調査をしてみたところ

全ての法人から回答があったわけではないんで

すけれども、約半分の法人につきましては何ら

かの取り組みをしているということで聞いてい

るところでございます。この取り組みをまたさ

らに進めてまいりたいと考えております。

戦没者遺族の件で、今、全国の戦○西村委員

没者追悼式の参加者が年々厳しくなってくると

、 、いう報道はよくありますし この事業の中でも

ひむかいの塔の追悼式のほうにも出ていただい

ておるんですけれども。どうしてももう高齢化

してきて、年間の参加者というのがなかなか少

ないとは思うんですが、57名参列された内訳の

中で、行政職員とか、そういう人たちも含めた

上での57人なのか、本当の遺族だけの57人なの
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かをまず教えていただきたいと思います。

主要施策の成果○池田指導監査・援護課長

の83ページになりますけれども、全国戦没者追

、 。悼式57名 これは遺族だけの数字でございます

これ以外にまた県職員、あるいは県遺族連合会

が同行しているところでございます。

これも年々厳しくなってくると思○西村委員

いますし、息子さんであったり、多少若い人の

参列もあるのかなと思いますが、こういう方々

の参列に対する助成というのはどういう形で出

されているんでしょうか。

全国戦没者追悼式○池田指導監査・援護課長

に関しましては、毎年ですけれども、約55名程

度につきましては国の補助が出ております。全

額ではないんですけれども、１人６万2,000円ほ

どの補助が出ております。28年度につきまして

は、57人全員が国の補助を受けられたところで

はございます。

なお、受けられない場合を想定しまして、県

費でも予算を組んでいるところでございます。

それから、ひむかいの塔追悼式、これは、県

の奉賛会が主催しているものでございますけれ

ども、県費の補助として１人３万円、30名分予

算を組んでおります。28年度は35名でございま

すが、残りの５名につきましては、県の遺族連

合会が同額を補助したところでございます。

主な事業名の下に「県単」と書い○西村委員

てあったものですから、全て県単事業で賄って

、 、いるものなのかなと思ったら そうではなくて

恐らく、国からこの人たちの分は賄うというこ

とで、直接支給されているというようなイメー

ジでよろしいんでしょうかね。

事業名の下に「県○池田指導監査・援護課長

単」と書いておりますのは、今、委員の御指摘

のとおりでございまして、国の補助金というの

は直接本人に行きますので、県の予算を通して

おりません。そういった意味では県単でござい

ます。

この事業が続けられるような仕組○西村委員

みを、これはもう宮崎県だけじゃなくて、全国

でも考えていかなければならないと思うんです

けれども、その中で、その下の戦争体験継承事

業というものが非常に重要になると思います。

私も質問をしたことがありますし、この前は清

山議員も質問をされておりましたけれども、展

、 、 、示室の改築 移設とか 護国神社との統合とか

護国神社資料館との統合とか、いろいろなこと

が考えられると思いますし、私もそこを要望し

たところなんですが、28年度の中でそういう意

見交換であるとか、次はどうしようみたいな検

討がなされているのかどうか伺いたいと思いま

す。

平和祈念資料展示○池田指導監査・援護課長

室につきましては、宮崎の末広町にあります県

遺族連合会の中に設置しているところでござい

ます。平成13年に設置したものなんですけれど

も、収集した遺品のほとんどが遺族の方から遺

族連合会に寄贈という形で行われております。

遺品に対する思い入れもあるということもあり

ますし、また、維持管理ということもございま

すので、遺族連合会の中に設置したところでご

ざいます。

今現在、改築等の検討はしておりませんけれ

ども、利用につきまして、さまざまな意見を聞

きながら、広く知らしめてまいりたいというふ

うには考えているところでございます。

関連もしくは同じ課内であります○右松主査

でしょうか。

それでは、ほかにお願いします。

88ページなんですけれども、災害○日髙委員
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医療人材育成ということで、本当に大切なこと

かなと思います 東日本大震災でも 自治体だっ。 、

たり、医療関係の方々が派遣されてもうまくい

かなかったという部分がたくさんあったという

ことなんですが、ＤＭＡＴで参加されていると

いうことで、これは県から何人ぐらい参加され

たんでしょうか。

まず、災害医療コーディ○田中医療薬務課長

ネート研修というのが東京のほうでございまし

たが、ここには３名参加をしております。

それから、その下、広域医療搬送訓練という

のがございます。これは、名古屋のほうで行わ

れた分に参加をしておりまして、施設数で申し

上げますと、宮崎大学の附属病院と都城市郡医

師会病院のほうが参加をいたしております。数

のほうが今手元にございませんが、２施設の参

加となっております。またわかりましたらお答

えをいたします。

わかりました。ありがとうござい○日髙委員

ます。

ＤＭＡＴとなると、薬剤師、保健師、精神保

健福祉士など、たくさん広域な分野になると思

うんですけれども この研修を受けたことによっ、

て、ここからまた宮崎の医療だったり、そこに

研修を行うとか、そういう活動はされているん

でしょうか。

ＤＭＡＴの隊員が広域搬○田中医療薬務課長

送訓練のほうは参加をいたします。ここで実際

の現場に近いような形でいろんな作戦指揮の中

に入るとか、あるいは、実際の動きを体験する

というふうなことで訓練を行いますが、全員が

ここに行けるわけではないので、今度はその施

設内で他のＤＭＡＴの隊員に研修をする。ある

、 、いは 県内のＤＭＡＴを集めての会議ですとか

そういったものをやっておりますので そういっ、

た中で他のＤＭＡＴ隊に学んだことを知らせる

といったような形で広めているというふうな形

でございます。

各地域に必要だと思いますので、○日髙委員

ぜひしっかりと研修会などを行っていただきた

いと思います。

86ページの産科医確保支援の中で○丸山委員

お伺いしたいのが 21施設に分娩手当補助をやっ、

ているということだったんですが、少しイメー

ジがわかりづらいものですから、具体的にはど

のようなことをやられたと理解すればよろしい

んでしょうか。

この産科医等確保支援事○田中医療薬務課長

業ですけれども、主な実績内容等のところに分

娩手当補助というのがございます。これは、そ

れぞれの施設 病院もあれば、診療所、助産─

院もございますが、そこで分娩を取り扱った際

に、医師・助産師に分娩手当を支給するという

、のをそれぞれの医療機関で定めて支給する場合

そういうものの実績に対して３分の１の補助金

を出すというものでございます。ですから、前

提として、そういう分娩手当というものを病院

なり診療所なりで支給をしているというのがま

ず条件になるものでございます。

ことし 西諸で分娩ができなくなっ○丸山委員 、

たものですから、西諸でこの分娩手当の事業は

使っていたということでよろしいんですか、そ

れとも使っていなかった、どっちなんでしょう

か。

28年度の21施設の中で、○田中医療薬務課長

西諸関連では、えびの共立病院がこの補助金を

活用いただいております。西諸のほうでは、え

びの共立病院１施設でございました。

残念ながら、ことしからそうなっ○丸山委員

てしまったんです。分娩の補助金が有効に活用
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されたというような認識でいらっしゃるんで

しょうか。

実際にこの補助金を出す○田中医療薬務課長

ところ、分娩手当を支給する、分娩手当は医師

なり助産師に支給されるものになりますので、

医師や助産師にとってみれば、待遇の改善とい

うような形になります。その効果の把握は具体

的なものとしてなかなか正直難しいんですけれ

ども。この事業自体は平成21年度から実施をし

ておるんですけれども、それ以降の産科あるい

は産婦人科医師の状況を見てみますと、ほぼ横

ばいという状態を何とか維持はできていると。

、 、あとは 人口10万人当たりという数字でいくと

全国よりもまだ少し多い状態も維持できている

というところから考えますに、このような補助

制度も幾らかの貢献なり、その効果はあったの

かなというふうには考えております。

ぜひ、効果に結びつくような検証○丸山委員

をしていただいて、さらに充実していただけれ

ば。今後の地方創生と人口減少のためには、そ

ういった施設も含めてしっかりと取り組んで支

援をしていただくようにお願いしたいと思って

おります。

それと 87ページのドクターヘリのことで 27、 、

年度を含めてなんですけれども、実際、28年度

はどれぐらいドクターヘリの活用があったのか

という実績をまず教えていただくとありがたい

かなと思っております。

ドクターヘリの出動状況○田中医療薬務課長

でございますが、28年度で申し上げますと、ま

ず、要請があった件数というのが465件ございま

した。ただ、全部出動したというわけではなく

、 、 、て キャンセルが事前にあったとか あるいは

飛行後、現場から不要だということでキャンセ

ルがあったというのもございますので、実際出

動した件数が390件でございます 465のうち 390。 、

。 、 、件が出動したと またさらに その内訳として

実際に現場出動 救急の現場に行ったのが249─

件、残り141件は病院間の転院搬送での出動とい

う実績になっております。

なお、27年度は、要請件数が552件と、28年度

よりも少し多い状況でございました。また、実

際に出動した件数 これは現場出動、転院搬─

送を合わせまして449件となっておりますの

で、28年度は若干少ない年ではございました。

ただ、経年的に見ましても、おおむね500件か

ら400件後半というふうな要請、あるいは現場出

動といった実績は出ております。

ドクターヘリも非常に頑張ってい○丸山委員

、 、ただいているかと思っていますので 引き続き

消防なり、トリアージがしっかりできるような

形でですね。また、ランディングポイントが今

どうなっているのか。当初、スタートするとき

に、どういった場所にするのかというのがあっ

たと思っているんですが、新しくふえたとか、

改善が必要だということで市町村から要望が

あったりしているものなのか。最近、ランディ

ングポイントの話を聞いていないので、どんな

ふうになっているのか、現状を教えていただく

とありがたいかなと思っておりますけれども。

済みません。ランディン○田中医療薬務課長

グポイントにつきましては、後ほど話をいたし

ます。

それから、スタッフへの教育といった点につ

きましては、ドクターヘリの運航支援とあわせ

まして、スタッフの教育・研修等の経費を県と

市町村で分担して宮崎大学のほうへ支援をして

実施していただいているところでございます。

92ページにある表の中で気になり○丸山委員

ますのが、献血者の合計人数が毎年減ってきて
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。 、 、いるということで これは人口減少なり また

高齢化が進むことによってなかなか少なくなっ

てきているということで、若者に対する支援を

もう少し強化していこうというのをこれまで

ずっと言われているんですが。28年度に関して

、 、はどのような取り組みをされているのか また

それがなかなかうまく反映していないので、ど

うしても数が少なくなってきていると見ていい

のか、その辺をお伺いできればと思っておりま

す。

毎年、特に28年度もそう○山下薬務対策室長

なんですけれども、献血者が減少 特に若年─

層が減っているという状況が見られるんですけ

れども、現在、若者対策としましては、各高校

、 、に出向いた献血セミナーを実施したり そして

それにあわせた集団献血を実施しております。

それから、大学などでは、大学で構成します学

生献血推進協議会の会員などによりますボラン

ティア活動を通じまして啓発を進めているとこ

ろでございます。

献血の数が減少はしているんですけれども、

毎年、合同輸血療法委員会など、地元の医療機

関とかと適正使用についての会議を行ったりと

か、それから、医療技術の進歩で血液をできる

だけ使わないようにとか そういうところもあっ、

て、有効活用をされてきているという状況とい

うふうに考えております。

確かに、献血に関しての充足はし○丸山委員

ているということなんですが、今後、高齢化等

、 、が進むと 若者がしっかり協力していかないと

いずれは足りないとかいうことがあり得る可能

性がありますので。しっかりと若者への普及啓

発なり、普及啓発だけではなく、実際に本当に

献血をしていただくことをですね。何が足りな

いのかというのは、もう少し細かく研究してい

ただいて、若者が本当に献血をするんだという

ことをしっかりと取り組んでいただければあり

がたいかなと思っております。

これは、今後も重要な課○山下薬務対策室長

題ということになりますので、今、委員のおっ

しゃったようなところを踏まえながら、また取

り組んでいきたいとは思っております。

先ほど、丸山委員の御質○田中医療薬務課長

問のお答えとして出てまいりましたので、お答

えいたします。

一つ、ドクターヘリのランディングポイント

についてでございます。27年６月現在というこ

とで若干古いんですけれども 27年６月現在 425、 、

カ所のランディングポイントが県内にございま

す。ドクターヘリが就航いたしました平成24年

からの比較でいくと、146カ所ほどふえておりま

す。また、県内市町村と連携をしまして、適地

の確保に努めているところでございますので、

そういったところを進めていきたいと思ってお

ります。

それからもう一つ、先ほど、災害医療人材育

成事業で広域医療搬送訓練といったところへの

ＤＭＡＴの派遣の人数という御質問がございま

したけれども、２施設から派遣したというふう

に申し上げましたが、１施設１チームずつ、計

２チームの派遣という形になります。ただ、人

数のほうが把握できておりません。恐らく、Ｄ

ＭＡＴチームでございますので、通常は４名程

度で１チームを構成いたしますので、計８名程

度の派遣であったというふうに思われます。

次に、90ページの表の中の進捗状○丸山委員

況で、研修医の受け入れ数が28年は47名、27年

が55名ということで、医師確保については研修

医を確保できることが一番いいというふうに

思っているものですから、なかなか28年度は厳



- 42 -

平成29年10月４日(水)

しかったんだなと。これは、大学、県立病院等

の受け入れ体制、また、学生の思いがなかなか

そぐわなかったので、そうなっていったのかな

と思っているんですが、研修医の受け入れの数

が減ってしまったというのを具体的にどのよう

に分析されているのかをお伺いしたいと思って

おります。

一ついろんなデータを比○田中医療薬務課長

べてみたときに、宮崎大学の医学部に、宮崎県

、内から多く合格・入学したという年というのが

臨床研修医の県内の定着数が比較的多いという

ような相関が見られます。28年実績値47名とい

、 、うのが 29年は空欄になっておりますけれども

実は56名という数字になっております。28年47

名のときに、大体６年前に宮崎大学へどれぐら

い入学したかといいますと、110名定員のうち34

人、率で39.9％でございました。翌年の平成23

年は45名合格をして、40.9％合格、県内出身者

が入ったと それが反映したと思われますが 29。 、

年は、28年より実績で９名多い56名というのが

研修医として定着したとなっております。

このようなことから、宮崎大学の医学部にと

にかく県内の高校生が１人でも多く入っていた

だくというのが、このような臨床研修医の増加

というものにつながるんだというふうに思って

おりまして、特に今年度は高校生向けのセミナ

ーを 一度中止いたしましたけれど、10月に─

開催をして、１人でも多くの高校生に医療、特

に県内の地域医療に興味を持っていただくとい

う取り組みを進めようと考えているところでご

ざいます。

いずれにしても、医師確保という○丸山委員

のは大きな課題になってくると思いますので、

これは教育委員会を含めて、大学等を含めて、

連携をしっかりとやっていただくことをお願い

したいと思っております。

続いて、92ページの看護大の卒業生の県内就

、職率が28年は43％と非常に低迷をしていまして

県立の看護大なのに 確かに県外から来られ─

る方もかなりいるかなと思っているんですが、

できるだけ県内に就職をしていただきたいとい

うふうに思っているんですけれども。この辺の

取り組みが28年度はどうだったのかというのを

教えていただきたいのと、ことしから独立行政

法人になりましたので、今後、その辺でどう変

わりつつあるのかというのを含めてお伺いでき

ればなと思っております。

、○田中医療薬務課長 これは医師確保と同じく

看護師確保も大きな課題でございまして、特に

県立看護大学の県内就職率を上げることという

のが課題になります。

それで、28年度におきましては、県立看護大

学のほうに就職相談員というのを配置いたしま

して これは県の看護師の再任用の形だった─

んですけれども、県内の医療機関というものに

ついて、より日ごろからいろんな相談に乗る、

就職の相談に乗る、あるいは県内の医療機関に

ついての情報を提供するといったような日常的

な取り組みの強化をすると。それ以外にも、看

護大学でいろんな医療機関に来ていただいた形

で説明会とかいったものもやっておりますけれ

ども、そういった形で少しでも県内定着率を上

げるということで取り組みを進めております。

また、法人化に際しまして、県立看護大学の

法人の中期目標というのを立てた中で、一つ、

数値目標を挙げました。これは、県内就職率

学部の就職率ですけれども、50％以上とい─

うものを立てました。これに向けて、法人化後

も、大学としては、先ほど申し上げたような説

明会 あるいは就職相談員の活動 あるいはもっ、 、
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と県内の各学校へのいろんな働きかけといった

ようなところをやっていくのと、卒業生に対し

て、いかに県内の定着、医療への貢献というの

は大きな意味があるかといったようなことを

しっかりやっていただくということで、その成

果を期待しているところでございます。

県内に就職できることが地方創生○丸山委員

といいますか、人口減少のビジョンにかなって

いて、社会増減がやっぱり宮崎の人口減少につ

ながってくると思っています。ここにいる学生

がそのまま宮崎にとどまっていただければ、人

、口減少にも歯どめがかかる一つになっていくし

医療関係の人材確保になっていきますので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思っております。

医療薬務課でありましたらお願い○右松主査

します。よろしいでしょうか。

ほかにありましたらお願いします。

93ページに、特定健診受診率向上○有岡委員

の啓発を委託してやっていらっしゃるというこ

とで。費用対効果のことも考えなきゃいけない

んですが、次のページの94ページに実績値が出

ておりまして、若干上がってはきているんです

が、目標の60という数字にはまだまだ厳しい状

況かと思うんですが、これについては、啓発以

外にまだ何らかの手だてが必要じゃないかと思

います。28年度の成果として、どのような判断

をされているのかお伺いいたします。

特定健診でございま○成合国民健康保険課長

すけれども、ここに掲げておりますのは国保の

特定健診の実施率でございまして、御案内のと

おり、全国的に国保の特定健診というのは非常

に課題となっております。

現状の取り組みを申しますと、特定健診とい

うのは、いわゆるがん検診などと違いまして、

要するに疾病の発見とかを目的としたものでは

ありませんので いえばメタボに着目して重─

症化予防なり、保健指導につなげていくという

ことになっておりまして、日ごろ「自分は健康

だ」と思っている方、特に若い世代が将来的な

生活習慣病のリスクに対して実感しづらいとい

う面もあって、なかなか特定健診に御理解いた

だけないということが問題ではないかなと思っ

ております。

実際、国もアンケート調査、あと、県内市町

村も未受診者を対象にいろんなアンケートを

やっているんですけれども、それを見ますと、

「 」 、 、自分は健康だから必要ない とか あるいは

「忙しくて時間がなかなかとれない」とかいう

回答が多いと聞いております。

市町村は、それでも集団健診、個別健診、い

、ろんな形で受診機会の拡大に努めておりますし

、 、 、例えば 市町村によっては 休日も開催したり

夜間も開催したりと、いろんなあの手この手で

啓発、それから受診機会の拡大に努めておりま

すけれども、正直言ってなかなか決め手がない

という状況でございます。

ただ、当然、健診率を上げていかなくちゃい

けないので、引き続き、県もいろんな知恵を出

しながら、好事例を横展開しながら、伸ばして

いきたいとは思っております。

93ページに書いてある国保と後期○丸山委員

高齢者のことなんですけれども、両方とも、昨

年度の決算が129億から131億と２億ぐらい伸び

て、後期高齢者も152億から154億、２億ぐらい

伸びています。伸びていくのは高齢者が多くて

仕方ないのかなと思いつつ、伸びの抑制をしっ

かりやっていくことが、今後の宮崎県勢の発展

なり、それぞれの地域の発展にもつながってい

くというふうに思っていて 特定健診とかをしっ。

かりやることによって、この伸びの抑制もやら
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なくちゃいけないんだよというセットで説明し

ないと 「特定健診だけやってください」ではな、

かなか理解をしないというふうに思えるもので

すから、その辺はちゃんと説明をしっかりやら

ないと。結局、ずっとこのまま伸びていくと、

破綻してしまうといいますか、国もそうかもし

れませんけれども、この辺の伸びの抑制、１億

でも下がれば、ほかの事業にも回せるというふ

うに思っていまして。あとこれは介護も含めて

なんですが、今後、福祉保健部全体としてどん

どん膨れ上がることをしっかり考えて、国民健

康保険課だけではなくて、ほかのいろんなこと

も含めて、啓発も含めてやらないといけないと

思っているんですが。具体的に特定健診を含め

て、その辺のことをもう少し強くイメージしな

がら 「健診を受けましょう」と。なぜかという、

と、これだけ財政の負担が広がっていますよと

いうことを県民にもっとわかりやすく言わない

といけないと思っているんですが いかがでしょ、

うか。

委員御指摘のとおり○成合国民健康保険課長

だと思っていまして、健診の啓発以外でも、例

えば、医療費通知ということで、１年間のそれ

ぞれの医療費を全員に通知しまして、医療費が

これだけかかっているんだよというのも周知と

かはしております。

特定健診の啓発にしましても、単に「受けま

しょう」じゃなくて、いわば生活習慣病のリス

クを訴えながら効果的に なかなかうまく─

いっていないんですけれども、努めてはおりま

す。

いずれにしましても、おっしゃるとおり、医

療費がふえれば、それだけ公費負担もふえてい

くということで、県民負担もふえていくわけで

すから。今度、国保の制度改革でも、医療費適

正化というのが重要なテーマということで、保

険者努力支援制度とか新しい制度もできます。

そういった制度もうまく活用しながら、ぜひ医

療費適正化、ひいては県民の疾病予防、健康づ

くりというものについて取り組んでいきたいと

は思っております。

よろしいですか。国民健康保険課○右松主査

内であればお願いします。

、 、 、では 最後に 長寿介護課が残っていますが

何かあればお願いします。

100ページの進捗状況ということ○丸山委員

で、一番下に書いてあります通いの場で介護予

防教室に参加した高齢者の実績という数は、目

標が30年度に３万2,400人と書いてあるんです

が、全然１万人にも達していないというような

ことで、この辺の乖離が非常にあって、介護予

防に取り組まなくちゃいけないということを県

のほうで訴えているのかなと思いつつ、なかな

か伝わっていない状況かと思っているんです

が。28年度に対してこの指標を出しているとい

うことは、何かやっているんだけれども、なか

なか伸びていない理由は何なのかというのを分

析しているんだったらお伺いしたいと思ってお

ります。

この表の一番○内野医療・介護連携推進室長

右側の３万2,400人というのは、県内の65歳以上

高齢者が大体32万人ほどいるんですけれども、

その大体１割というのを目標値として設定をし

ております。今のところ、実績値は、平成28年

度で9,910人ということになっておりまして、こ

の数字の推移につきましては、冒頭で長寿介護

課長から説明もありましたけれども、行政主体

の介護予防教室の数字を除いたと。あくまで住

民主体の介護予防の取り組みに数字をもう１回

拾い直したということでこういう数字になって
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おります。29年度に入って４月１日現在の数字

では約１万3,000人にふえております。箇所数

も730カ所にふえております。そうしましても、

目標値の３万2,400人にはまだまだ遠く及ばない

数字になっていますので、まさしくそのために

も、住民主体 行政主体じゃなくて、あくま─

で住民が自主的に活動すると。そして担い手側

にも回ると。そういう取り組みを県としても促

進することで、各地域・市町村における介護予

防の活動をできるだけ長く永続させると。そう

することで、この３万2,400人という目標に少し

でも近づけたいというふうに思っております。

介護予防ということでロコモとか○丸山委員

に今取り組んでいると聞いているので、それを

しっかりとやることによって、介護保険の費用

、が非常に莫大な金額になってきておりますので

これは、国保と一緒に連携しながらやっていた

だきたいというふうに思っております。

また、今、介護の中で、在宅のほうに移行が

あるのに、なかなか実際は在宅が難しい実態な

んですけれども、99ページに、在宅医療の従事

者の研修会というのを95回やられていると書い

てあって。在宅に関する県としての取り組み

は、28年度はどのようなことをやられていて、

どのような実績が上がろうとしているのかとい

うのをお伺いできればなと思っております。

在宅医療の介○内野医療・介護連携推進室長

護連携推進体制整備事業の中で研修会を95回

行っておりますけれども、これは、県の医師会

に補助をしまして、実際、県の医師会、それか

ら、県内の９ある郡市医師会のほうで、ただい

ま、他職種連携の研修事業でありますとか、あ

とは医療介護連携を進めるための研修会とか、

そのほか 地域住民への普及啓発など そういっ、 、

た研修を延べ95回やっているところです。

それから、その上のほうに、在宅医療・介護

連携推進協議会の設置運営事業というのもあり

ます。県内で６地域ありまして、これも、各二

次医療圏域が大体中心になるんですけれども、

それぞれごとに医療関係者、介護関係者、市町

村、行政、そういった方が構成メンバーとなる

。 、 、協議会を設置しております その中で 例えば

地域資源の掘り起こしでありますとか、さまざ

まな研修事業、先進視察等の在宅医療・介護連

携をこれから進めていくための取り組みという

のを続けているところでございます。

地域包括ケアとか、地域医療構想○丸山委員

の中で、今後さらに、在宅のほうも含めて、介

護との連携というのは非常に重要になってくる

と思っておりますので。28年度にやったことが

今どう生かされているのかをしっかりと検証し

ていただいて、何が足りないのかというのを含

めて。しっかりと市町村のマンパワーといいま

すか、引っ張っていく人 言葉では皆さんわ─

かっているんだけれどもというのがありますの

で、その中で核となる人をしっかりとつくって

いく、市町村に最低１人や２人は引っ張ってい

く人をつくっていくんだという気概で取り組ん

でいただくことをお願いしたいと思っておりま

す。

ほかにあればお願いします。よろ○右松主査

しいでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ちょうど12時になりましたので、○右松主査

それでは、以上をもって、第１班の審査を終了

いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後０時58分再開



- 46 -

平成29年10月４日(水)

分科会を再開いたします。○右松主査

これより、障がい福祉課、衛生管理課、健康

増進課、こども政策課、こども家庭課の審査を

行いますので、それぞれ説明をお願いします。

なお、委員の質疑は５課の説明が全て終了し

た後にお願いいたします。

障がい福祉課分につき○日髙障がい福祉課長

まして御説明いたします。

平成28年度決算特別委員会資料の２ページを

お開きください。

上から６段目にあります障がい福祉課の欄を

ごらんください。

障がい福祉課分につきましては、予算額137

億6,478万円に対しまして、支出済額は134

億7,117万2,236円、翌年度繰越額が１億556

万9,000円、不用額は１億8,803万8,764円となっ

ておりまして、執行率は97.9％、翌年度への繰

越額を含む執行率は98.6％であります。

それでは、執行残が100万円以上の目及び執行

。率が90％未満の目について御説明をいたします

青いインデックス、障がい福祉課の欄、17ペ

ージをお開きください。

、 （ ） 。まず ２番目の 目 障害福祉費であります

不用額は1,000万3,505円となっております。主

なものとしましては、節の欄の下から３番目の

負担金・補助及び交付金の503万3,174円であり

ますが、これは、障がい者・高齢者住宅改造等

助成事業の実績が見込みを下回ったこと等によ

るものであります。

次に、その３つ上、委託料の232万3,655円で

ありますが、これは、身体障がい者補助犬育成

事業において、実績が見込みを下回ったこと等

によるものであります。

次に、18ページをごらんください。

２番目の（目）精神保健福祉費であります。

不用額が2,368万3,455円 執行率は88.3％となっ、

ております。主なものといたしまして、次のペ

ージの節の上から２番目の負担金・補助及び交

付金873万7,321円でありますが、これは児童精

神科医療体制拠点整備促進事業の事業費が見込

みを下回ったことによるものであります。

（ ） 、次の 節 扶助費709万8,754円でありますが

これは、措置入院に係る公費負担事業における

実績が見込みを下回ったことによるものであり

ます。

次に、その下の（目）障害者自立支援費であ

ります。不用額の１億408万5,603円となってお

りまして、主なものといたしましては、まず、

節の下から４番目、委託料の334万5,649円であ

りますが、これは、障がい者差別解消推進事業

に係る費用が見込みを下回ったこと等によるも

のであります。

次に、一番下の（節）扶助費9,561万8,289円

でありますが、これは、自立支援医療費の精神

通院医療費の実績が見込みを下回ったものであ

ります。

また、その１つ上の（節）負担金・補助及び

交付金の翌年度繰越額１億556万9,000円であり

ますが、これは、国の経済対策の実施に伴う補

正の関係により、事業実施期間が不足すること

により繰り越したものであります。

、 （ ） 。次に ２番目の 目 児童措置費であります

不用額は4,269万6,771円となっており、主なも

のとしまして、次のページ、20ページをお開き

ください。節の欄の下から２番目、負担金・補

助及び交付金の2,002万4,712円であります。こ

れは、重度障がい者・障がい児に対する医療費

の助成事業や障がい児施設給付事業において市

町村の実施する通所等の事業の実績が見込みを

下回ったこと等によるものであります。
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次に、その下の扶助費の2,084万7,611円につ

きましては、障がい児施設に入所する児童に対

する給付費や措置費、医療費等の実績が見込み

を下回ったこと等によるものであります。

次に、その下の（目）児童福祉施設費であり

ます。不用額589万5,760円となっており、これ

は、所管する県立こども療育センターの運営に

係る需用費等の執行残によるものであります。

決算に関する説明は以上であります。

続きまして、平成28年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

お手数ですが、お手元の平成28年度主要施策

の成果に関する報告書の障がい福祉課のとこ

ろ、102ページをお願いいたします。

１、生き生きと暮らせる健康・福祉の社会、

（２）みんなで支え合う福祉社会の推進につい

てであります。

主な事業について御説明をいたします。

まず、上から３番目の改善事業「聴覚障がい

者等福祉対策推進事業」であります。これは、

聴覚障がい者等の福祉の増進を図るため、手話

通訳者養成のための講習会の開催や、県立聴覚

障害者センターに手話通訳者を設置し、各種会

議等へ手話通訳者の派遣を行うものでありま

す。28年度の実績は、手話通訳者養成講習受講

者が68人、手話通訳者の派遣回数は62回であり

ました。

次に、その下の新規事業、災害派遣精神医療

チーム（ＤＰＡＴ）派遣事業であります。これ

は、平成28年４月に発生しました熊本地震にお

いて、専門的な心のケアに関する対応が円滑に

行われるよう、精神科医を初め、他職種で構成

されるＤＰＡＴを編成し、28年４月15日から６

月30日までの間、16班、延べ298名を派遣したも

のであります。

次に、103ページをごらんください。

新規事業「児童精神科医療体制拠点整備促進

事業」でありますが、これは、県内唯一の児童

精神科専門病棟の開設のための施設整備補助を

行ったものであります。

次に、下から３番目の新規事業「障がい者差

別解消推進事業 でありますが これは 平成28」 、 、

年４月１日に施行された障害者差別解消法及び

同日から施行された「障がいのある人もない人

も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」に基づ

いて、相談員の配置やシンポジウムの開催等を

行ったところであります。

次に、その下の障害者就業・生活支援センタ

ー事業でありますが、これは、身近な地域で就

労や生活に関する相談・支援を受けられる体制

を整備することにより、障がい者の一般就労を

促進する事業であり、県内の７障害福祉圏域全

てに設置しており、きめ細かな支援を行ったと

ころであります。

104ページをごらんください。

上から４番目の発達障害者支援センター運営

事業であります。これは、県内３カ所にセンタ

ーを設置し、発達障がいに関する相談支援等を

行っており、平成28年度の延べ相談支援件数

は6,537件となっております。

105ページをごらんください。

施策の推進状況であります。

まず、１つ目の項目ですが、福祉施設から一

般就労に移行する障がい者数は、平成30年の目

標値262人に対して、177人となっております。

２つ目の項目ですが、自立支援協議会を設置

する市町村数は、平成30年の目標値26市町村に

対して、23市町村となっております。

次に、施策の成果等でありますが、①のとお

り、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サ
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ービスや医療費助成等の実施により、障がい者

の自立した生活を支援するとともに、障害者虐

待防止法にも的確に対応しているところであり

まして、今後とも、障がい者の特性に応じたサ

ービスの充実を一層図ってまいりたいと考えて

おります。

また、②のとおり、そうだんサポートセンタ

ー等の支援機関において、障がい児等のニーズ

に応じたさまざまな療育支援に取り組んでいる

ところであり、今後とも、障がいの多様化、重

度・重複化に対応するため、関係機関との連携

を深めながら、地域における療育支援体制の強

化を図ってまいりたいと考えております。

また、③のとおり、障がい者の一般就労の促

進や工賃向上に取り組んでいるところでござい

まして、引き続き、官民一体となった就労支援

の強化を図ってまいりたいと考えております。

次に、④のとおり、災害時の心のケアに対す

る支援体制のさらなる強化を、また、⑤のとお

り、ひきこもりへの対策として、関係機関との

連携に努めながら、状況に応じた支援体制の強

化を図ってまいりたいと考えております。

次に、106ページをお開きください。

２、安心して生活できる社会 （２）快適で人、

にやさしい生活・空間づくりについてでありま

す。

人にやさしい福祉のまちづくり事業でありま

すが、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基

づく施設整備を推進するための広報啓発事業と

して、啓発用デザイン画の募集や表彰、ホーム

ページを通じたバリアフリー情報の発信などに

取り組んだところであります。今後とも、ユニ

バーサルデザインの考え方を踏まえながら、人

にやさしい福祉のまちづくりを一層推進してま

いりたいと考えております。

主要施策の成果につきましては以上でありま

す。

最後に、決算特別委員会資料にお戻りいただ

きまして、監査報告34ページをお開きいただけ

ますでしょうか。

その一番下のところ 「特別児童扶養手当シス、

テム運用管理業務委託等について、契約書の作

成の大幅におくれているものが見受けられた。

留意を要する」との指摘がございました。

平成29年度の委託契約につきましては、委託

料の一覧を作成し、担当内の業務で大幅なおく

れがないか確認しながら、進捗管理を行ってい

るところでございまして、再発防止に努めてま

いりたいと思っております。

障がい福祉課からは以上であります。

衛生管理課の平成28年度○樋口衛生管理課長

決算状況につきまして御説明いたします。

お手元の平成28年度決算特別委員会資料の２

ページをお開きください。

上から７番目の衛生管理課でございますが、

予算額18億1,775万6,000円に対して、支出済額

は17億8,939万8,657円、不用額は2,835万7,343

円、執行率は98.4％でございます。

執行率が90％未満の目はございませんので、

執行残が100万円以上の目について御説明いたし

ます。

それでは、22ページをお開きください。

まず、上から３番目の（目）予防費でござい

ます。これは、犬・猫の保護管理、愛護等に要

する経費ですが 不用額が1,456万1,107円となっ、

ております。不用額の主なものは、節の下から

２番目の負担金・補助及び交付金の1,1 1 7

万2,693円でございます。これは、県と宮崎市で

共同設置しました動物愛護センターの建設費用

等に係る県の費用負担分で、事業費の確定に伴
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い、執行残となったものでございます。

次に、その下にあります（目）環境衛生総務

費でございますが、これは、衛生管理課及び食

肉衛生検査所職員に係る人件費で、不用額が319

万6,253円となっております。不用額の主なもの

は、給料、時間外勤務手当等が見込みを下回っ

たことによるものでございます。

次に、23ページをお願いいたします。

一番上の（目）食品衛生指導費、これは、保

健所、衛生環境研究所及び食肉衛生検査所で執

行する経費ですが 不用額は913万2,716円となっ、

ております。不用額の主なものは、節の上から

５番目の旅費134万7,875円、その下の需用費305

万7,915円でございますが、旅費は、監視指導や

研修旅費等が見込みを下回ったことによるもの

で、需用費は、医薬材料費やＢＳＥ検査キット

代等が見込みを下回ったことによるものでござ

います。

さらに、その４つ下の工事請負費154万1,505

円でございますが、食肉衛生検査所における改

修工事等の執行残でございます。

次に、24ページをお願いいたします。

一番上の（目）環境衛生指導費、これは、保

健所及び生活衛生営業指導センターで主に執行

する経費ですが、不用額が146万7,267円となっ

ております。不用額の主なものは、節の上から

４番目の旅費60万3,262円でございますが、指導

監督や水道維持管理に係る旅費等の執行残でご

ざいます。

決算事項別明細説明資料の説明につきまして

は以上でございます。

次に、平成28年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

お手元の平成28年度主要施策の成果に関する

報告書の衛生管理課のインデックス、107ページ

をお開きください。

３行目 （１）安心で快適な生活環境の確保に、

ついてでございます。

施策推進のための主な事業及び実績の表の食

品衛生監視の主な実績内容でございますが、ま

ず、施設の監視指導及び収去検査といたしまし

て、県で許可または登録をしている食品関係営

業施設２万1,411件について、9,411件の監視及

び1,543件の収去検査を行いました。

また、食品衛生推進事業として、宮崎県食品

衛生協会へ委託し、249人の食品衛生指導員によ

。る巡回指導などを実施したところでございます

さらに、健康被害防止対策強化事業として、

食品事業者や消費者を対象とした衛生講習会を

開催したところでございます。

次に、108ページをお開きください。

上から２番目の食肉衛生検査所でございます

が、県内７カ所の屠畜場におきまして、平成28

年度は、牛４万9,340頭、豚99万5,861頭を検査

しております。

その次の食鳥検査でございますが、県内10カ

所の大規模食鳥処理場におきまして、28年度は

１億3,302万6,341羽を検査しております。

次の生活環境対策でございますが、水道維持

管理指導につきましては、水道施設への立入167

件を実施したほか、厚生労働省が新たに創設し

た生活基盤耐震化等交付金事業において、市町

村が行う水道施設の耐震化に対し、補助したと

ころでございます。

また、市町村の水道事業者の国庫補助事業等

に対する指導監督を実施したところでございま

す。

次に、109ページお開きください。

一番上の生活衛生指導助成でございますが、

宮崎県生活衛生営業指導センターが行う生活衛
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生営業相談室設置や、経営指導員や生活衛生営

業指導員等による巡回指導等の活動事業に補助

しており、センター窓口相談が560件、生活衛生

営業指導員の巡回指導が1,470件など、業界の自

主衛生管理体制の強化と活性化を図ったところ

でございます。

次に、表の下のほうにあります施策の成果等

についてでございます。

、 、まず ①の県民の食の安全・安心確保のため

施設の監視指導及び収去検査、食中毒予防の啓

発・指導、ＨＡＣＣＰ導入を希望する10施設に

対してアドバイザーを派遣し、事業者の規模・

衛生管理状況に応じた指導を行ったところでご

ざいます。

次に、110ページをお開きください。

②として、屠畜検査及び食鳥検査による疾病

の排除等や、県内全屠畜場及び大規模食鳥処理

場へ導入したＨＡＣＣＰによる衛生管理体制の

確保を図るとともに、ＢＳＥ対策として、48月

齢超の牛についてＢＳＥスクリーニング検査を

実施することにより、県産食肉・食鳥肉の安全

性の向上に努めたところでございます。

③の水道事業対策では、各市町村等水道事業

者が定めることとなっている水道事業ビジョン

の計画的な策定を進めるとともに、県民がいつ

でも安心して利用できる水道水の安定供給・安

全確保に努めたところでございます。

④の生活衛生関係につきましては、営業施設

への許可・確認、監視指導・衛生講習会等を行

うなど、衛生水準の維持向上を図り、消費者・

利用者への安全で衛生的なサービスの確保に努

めたところでございます。

⑤のレジオネラ症の防止対策として、旅館・

公衆浴場営業者を初め、医療機関や福祉施設の

浴室管理者に対しまして講習会を県内２カ所で

開催し、患者発生の防止に努めたところでござ

います。

次に、112ページをお開きください。

一番上、快適で人にやさしい生活・空間づく

りについてでございます。

施策推進のための主な事業及び実績の表の動

物管理でございます。

主な実績内容として、犬捕獲頭数が819頭、犬

引き取り頭数が155頭 犬処分頭数が219頭となっ、

ております。

また、スタートアップ事業では、ミルクボラ

ンティアにより飼育した子猫の譲渡や定期的な

譲渡会の開催などにより犬・猫の譲渡推進を図

、 。り 殺処分の減少に努めたところでございます

なお、動物愛護センターにつきましては、平

成28年度に整備を終え、県と宮崎市との共同で

みやざき動物愛護センターとして設置したとこ

ろでございます。

次に、下の表の施策の進捗状況でございます

が、犬及び猫の殺処分数は、平成30年度の目標

値1,336頭に対しまして、780頭となっておりま

す。

次に、113ページをお開きください。

施策の成果等についてでございます。

①の狂犬病予防対策については、啓発コマー

シャル、獣医師会や市町村との連携など、注射

実施率向上に努めておりますが、前年度より0.5

ポイント減少となっております。今後とも、実

施率向上のため、普及啓発活動に取り組んでま

いりたいと考えております。

最後に、③のとおり、動物保護管理所で収容

した犬・猫について、譲渡可能な犬・猫の保管

・管理を動物愛護団体に委託し、定期的な譲渡

会を開催するなど、譲渡推進を図ったところで

ございます。こうした取り組みを通じ、引き取
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り頭数の減少に加え、収容後の譲渡が進められ

たことにより、平成28年度の犬・猫の殺処分数

は昨年度より減少したところでございます。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は以上でございます。

次に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

衛生管理課からは以上でございます。

健康増進課の平成28年度○矢野健康増進課長

決算状況について御説明いたします。

平成28年度決算特別委員会資料の２ページを

お開きください。

健康増進課は、中ほどの上から８番目の欄に

。 、ございます 予算額32億8,749万9,000円に対し

支出済額27億7,493万4,198円、翌年度への繰越

額１億3,636万円、不用額は３億7,620万4,802円

となっておりまして、執行率は84.4％、翌年度

への繰越額を含めますと、88.6％であります。

25ページをお開きください。

健康増進課の箇所、目ごとに御説明いたしま

す。

まず、上からの３行目 （目）公衆衛生総務費、

であります。右側の欄にありますように、不用

額は6,382万3,324円となっております。不用額

の主なものは、節の下から３番目、負担金・補

助及び交付金の1,927万6,723円であります。こ

れは、周産期医療ネットワークシステム整備事

業、未熟児養育医療費や身体障がい児育成医療

費の医療機関や市町村に対する負担金等の執行

残であります。

次に、その下の扶助費3,548万625円でありま

す。これは、小児慢性特定疾病治療研究費や男

性不妊・不育症治療費助成事業など、医療費公

費負担の実績額が見込み額を下回ったことによ

る執行残であります。

26ページをお開きください。

一番上の（目）予防費であります。不用額は

３億1,238万1,478円となっております。不用額

の主なものは、まず、節の下から３番目、負担

金・補助及び交付金の6,710万9,519円で、これ

は、がん医療均てん化推進事業や愛の予防接種

助成事業の医療機関や市町村の負担金等の執行

残であり、また、節の一番下の扶助費の２億920

万7,179円でありますが、これは、指定難病医療

費の医療費公費負担の実績額が見込み額を下

回ったことによる執行残であります。

続きまして、お手元の平成28年度主要施策の

成果に関する報告書の健康増進課の箇所、ペー

ジで申し上げますと114ページになりますけれど

も、お開きください。

平成28年度の主要施策の成果について、主な

ものを御説明いたします。

初めに、人づくりの１、安心して子どもを生

み、育てられる社会 （１）子育て支援の充実で、

あります。

下の表の施策推進のための主な事業及び実績

をごらんください。

事業名、母子保健対策です。右側の主な実績

内容等の不妊治療費助成事業として、不妊治療

を行った方に対し、459件の治療費助成を行って

おります。

次に、中央やや下、生涯を通じた女性の健康

支援事業として、女性の健康全般に関する相談

への対応を行うとともに、健やかな妊娠を推進

するため、中高生に対する年齢の近い大学生を

講師としてピアカウンセリング講座やパンフ

レットによる若い世代への妊娠・出産に関する

啓発を行ったところであります。

次に、115ページをお開きください。

施策成果等であります。
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①でございますが、不妊専門相談センターに

おいて、治療内容や病院情報等について適切な

情報提供を行うとともに、不妊治療に対する助

成事業に取り組んだところであります。

次に、④、⑤でございますが、保健所での女

性専門相談「スマイル」による相談対応や助産

師による中高生の健康教育、産科医療機関での

指導に取り組んだところであります。

、本県の人工死産率は減少傾向ではあるものの

全国の中ではまだ高い数値でありますので、今

後、さらに事業の強化を図りたいと考えており

ます。

次に、116ページをごらんください。

くらしづくりの１、生き生きと暮らせる健康

・福祉の社会 （１）健康づくりの推進でありま、

す。

まず、健康増進対策ですが、主な実績内容等

の１番目、健康づくり推進センター管理運営で

は、県内各市町村の行うがん検診の精度管理や

データ分析、特定健診・特定保健指導に関する

研修等の技術支援及び健康づくりに関する普及

啓発や調査研究を、公益財団法人宮崎県健康づ

。くり協会に委託して実施したところであります

117ページをお開きください。

上から２番目、老人保健であります。主な実

績内容等の中ほど、総合的ながん対策推進事業

として、県立３病院におけるがん診療連携拠点

病院等の機能を強化するなど、総合的ながん対

策の推進を図ったところであります。

また、その下の健康長寿社会づくり推進であ

ります。主な実績内容等の１番目 「１日プラ、

ス100ｇ！」ベジ活推進事業として、野菜摂取量

増加の定着を図るため、飲食店などをベジ活応

援店として登録する事業や野菜料理コンクール

の開催、次の「１日プラス10分！」運動習慣推

進事業として、運動の習慣化を図るための運動

出前講座の実施、一番下の「まずは6024！」定

期歯科健診推進事業などに取り組んだところで

あります。

118ページをごらんください。

主な実績内容等の２番目、がん検診受診環境

整備事業として、がん検診未受診者への個別の

受診勧奨、一番下の健康長寿推進企業顕彰事業

として、健康づくりに積極的に取り組んでいる

企業や団体の表彰を行ったところであります。

119ページをごらんください。

歯科保健対策であります。主な実績内容等の

中ほど、むし歯予防対策事業としまして、保育

所、幼稚園等において実施したフッ化物洗口等

に対する補助を８市町村に対して行ったところ

であります。

120ページをお開きください。

表の中ほど、肝炎総合対策であります。主な

実績内容等の１番目、肝炎治療費助成事業とし

て、Ｂ型、Ｃ型ウイルス性肝炎患者の経済的負

担を軽減するため、治療に係る医療費につい

て1,346人に対し助成するとともに、肝炎ウイル

ス検査を保健所等で無料で実施しております。

また、ウイルス性肝炎対策特別推進事業とし

て、肝炎診療連携体制の充実・強化を図るため

の肝炎対策懇話会や医療従事者研修会を開催し

たところであります。

121ページをお開きください。

感染症危機管理対策であります。新型インフ

ルエンザ対策として、協力医療機関に人工呼吸

器を整備し、また、医療従事者等に対して研修

会の開催や訓練を実施したところです。

施設・設備整備であります。二類感染症患者

の適正な医療提供体制を確保するため、都農町

国民健康保険病院の建てかえにおいて、感染症
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指定病床整備に係る費用の補助を行ったところ

であります。

122ページをごらんください。

続きまして、施策の進捗状況ですが、まず、

健康寿命の全国順位についてであります 平成30。

年までに、男性８位、女性６位となることを目

標に取り組んでまいりましたが、最新の実績順

では、男性８位、女性４位と、目標を達成して

いるところであります。

また、市町村国保におけるメタボリックシン

ドロームの該当者及び予備軍の割合についてで

ありますが、平成30年までに本県における割合

が全国平均以下となることを目標に取り組んで

まいりましたが、平成28年度の実績値は、本

県30.4％に対し、全国27.4％と、目標に到達す

ることはできませんでした。今後も、さらなる

生活習慣改善の啓発等に取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、施策の成果等であります。

まず ①ですが 宮崎県がん対策推進計画 改、 、 （

定）に基づき、がん診療連携拠点病院等の機能

強化や、がん登録、緩和ケア推進事業を実施す

るとともに、がん検診受診率向上の啓発事業と

してテレビＣＭ放送等を行ったところでありま

す。今後も引き続き、さらなるがん対策の推進

を図っていくこととしております。

その下、②ですが、県では、平成27年度から

健康長寿社会づくりを推進するため、先ほど申

し上げたような野菜の摂取量の増加を図る取り

組みなど、各種事業を実施してまいりました。

今後も引き続き、効果的な事業の実施に努めて

まいります。

123ページをお開きください。

一番上、④ですが、難病等対策として、保健

所や難病相談支援センターにおける各種相談の

対応、在宅の難病患者に対する訪問指導、重症

難病患者の入院施設確保のための連絡調整を

行ったところであります。今後も、難病患者の

生活の質の向上のための支援活動を推進してい

くこととしております。

124ページをごらんください。

（２）みんなで支え合う福祉社会の推進であ

ります。

ハンセン病啓発・ふるさと交流促進としまし

て、入所者の方の里帰り事業や公募した県民に

よるふれあいハンセン病療養所交流事業などを

行い、社会復帰への基盤づくりやハンセン病に

対する正しい知識の普及啓発に努めたところで

あります。今後も、療養所入所者の方が社会復

帰しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考

えております。

主要施策の成果については以上であります。

次に、監査委員の決算審査意見書についてで

あります。

決算特別委員会資料の監査報告の34ページを

お開きください。

「 、一般不妊治療費助成事業費補助金について

交付決定事務が大幅におくれていた。留意を要

する」との指摘がございました。これは、事務

処理の遅延によるものでありまして、今後、こ

のようなことがないよう役職者による業務の進

捗管理を徹底するなど、適正な事務処理に努め

ているところであります。

平成28年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書に

おきまして意見事項がございましたので、御説

明いたします。

お手元の決算審査意見書の３ページをお開き

ください。

（１）法令及び制度上不適切な事業の執行に

ついての４行目にあります医療費助成のおくれ
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についてであります。これは、本年４月に事務

処理状況の確認を行ったところ 特定医療費 指、 （

定難病）償還金支払い事務の遅滞が多数発生し

ていることが判明していることにつきまして、

法令等への認識やコンプライアンス意識が不足

しているとの意見でございます。

本件に関する改善、再発防止に向けては、当

該事務処理に関するマニュアルの整備や処理状

況の進捗管理を行うための取り組みなどにより

組織管理体制の強化を図ったほか、職員のコン

プライアンス意識の一層の向上にも努めている

ところであります。

健康増進課からは以上でございます。

こども政策課分につき○髙畑こども政策課長

まして御説明いたします。

平成28年度決算特別委員会資料の２ページを

お開きください。

、 。こども政策課は 上から９番目でございます

予算額179億331万6,000円に対しまして、支出済

額は171億4,712万4,436円、翌年度への繰越額は

３億1,956万8,000円 不用額は４億3,662万3,564、

円となっており、執行率は95.8％、翌年度繰越

額を含めますと97.6％となっております。

続きまして、27ページをお願いいたします。

目におきまして執行残が100万円以上のもの及

び執行率が90％未満のものについて御説明いた

します。

上から３行目の（目）児童福祉総務費であり

ます。不用額は7,781万5,352円となっておりま

す。この主なものは、節の欄の一番下の行、負

担金・補助及び交付金の4,794万6,838円であり

ますが、これは、主に地域少子化対策重点推進

交付金事業において、国における事業内容の審

査の結果、一部減額の上で採択あるいは不採択

となったこと、子育て支援乳幼児医療費助成事

業において、市町村における助成件数の実績が

見込みを下回ったことなどによるものでござい

ます。

また、３行目の中ほどの翌年度繰越額１

億2,313万4,000円でありますが、これは、地域

少子化対策重点推進交付金事業、結婚に伴う新

生活支援を行う自治体支援事業、認定こども園

施設整備交付金の３事業におきまして、事業主

体において事業が繰り越しとなったものでござ

います。

次に （目）児童措置費でありますが、不用額、

は３億3,323万9,908円となっております。

次のページをお開きください。

この主なものは、１行目、負担金・補助及び

交付金の３億3,191万1,871円でありますが、こ

れは、施設型給付費、一時預かり事業、延長保

育事業、放課後児童クラブ事業など、平成27年

度から実施しております子ども・子育て支援新

制度の事業において、市町村の実績が見込みを

下回ったこと等によるものでございます。

また、同じ行の中ほどの翌年度繰越額１

億9,643万4,000円でありますが、これは、安心

、こども基金事業を活用した保育所緊急整備事業

認定こども園整備事業、幼稚園耐震化促進事業

の３事業において、事業主体におきまして事業

が繰り越しとなったものでございます。

次に （目）児童福祉施設費でありますが、不、

用額は９万円となっております。これは、民間

児童福祉施設整備資金利子補給事業におきまし

て、支給実績が見込みを下回ったことによるも

のでございます。

次に （目）事務局費でありますが、不用額、

は2,418万8,960円となっております。これは、

、主に就学前特別支援教育経費補助事業において

幼稚園の実績が見込みを下回ったことによるも
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のでございます。

次に （目）教育指導費でありますが、不用額、

は127万7,917円となっております。これは、主

に幼児教育・保育の質向上推進事業において、

研修費用等が見込みを下回ったことによるもの

でございます。

決算状況の説明につきましては以上でござい

ます。

続きまして、平成28年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

資料、平成28年度主要施策の成果に関する報

告書のこども政策課のところ、ページでいきま

。 。すと125ページでございます お願いいたします

まず、１、安心して子どもを生み、育てられ

る社会 （１）子育て支援の充実であります。、

未来みやざき子育て県民運動推進強化事業で

は、子育て応援カードを協賛店で提示すること

により、子育て家庭にさまざまなサービスを提

供する事業などの実施によりまして、社会全体

で子育てを応援する機運づくりに取り組んだと

ころでございます。

次の子育て支援乳幼児医療費助成事業では、

小学校就学前までの乳幼児に対しまして医療費

の一部助成を行うことにより、子育て家庭の経

済的負担の軽減を図ったところでございます。

次のみやざき結婚サポート事業では、みやざ

き結婚サポートセンターで会員による１対１の

お見合い事業を行うとともに、縁結びサポータ

ーの確保に努めたところであり、平成29年３月

末現在の会員数は1,214人で、成婚は10組となっ

ております。

なお 参考までに ことし９月末の成婚数は21、 、

組になっているところでございます。

次に、改善事業「みやざき・えんむすびプロ

ジェクト事業」では、結婚支援活動に取り組む

縁結び応援団が実施します結婚支援イベントに

対して助成を行い、独身者の出会いのきっかけ

づくりなどに取り組んだところであります。

次のページ、126ページをお願いいたします。

安心こども基金事業では、国の交付金をもと

に造成した基金によりまして、保育所及び認定

こども園の施設整備や幼稚園の耐震化施設整備

。等に対しまして助成を行ったところであります

また、次の認定こども園施設整備交付金にお

きましても、認定こども園の施設整備や幼稚園

、の耐震化整備に対する助成を行っておりますが

この交付金は、国が平成27年度から開始したも

のでありまして、現在、安心こども基金とこの

交付金による施設整備を行っているところでご

ざいます。

次の放課後児童クラブ事業では、小学生の放

課後の安全な遊びや生活の場を提供する放課後

児童クラブに対しまして運営費の助成を行うな

ど、児童の健全な育成に努めたところでありま

す。

次に、新規事業「子育て支援員研修事業」で

は、小規模保育事業などで子育て支援や保育業

務に従事する人材を養成するため、必要な知識

や技能等を習得する研修を実施したところであ

ります。

次に、子育てにやさしい環境づくりサポート

事業では、結婚や子育て等に関するエピソード

などを募集するハートフルコンテストや子育て

支援団体の取り組み等を紹介する子育て応援

フェスティバルを開催したところであります。

127ページをごらんください。

児童手当支給事業では、約7万9,000人の受給

者を対象に児童手当を支給しているところであ

ります。

次に、新規事業「保育士支援センター設置運
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営事業」では、潜在保育士や離職保育士の就職

支援や情報提供などを行う保育士支援センター

を昨年９月に設置し、保育士の安定的な確保に

向けた取り組みを行ったところであります。

なお、28年度末の登録保育士は９人でありま

したが、現在は102名となっているところでござ

います。

次に、改善事業「就学前特別支援教育経費補

助事業」では、障がいのある幼児を受け入れる

私立幼稚園14園に対しまして、また、次の改善

事業「預かり保育推進事業」では、通常の教育

時間を超えて預かり保育を実施する私立幼稚

園22園に対しまして補助を行ったところであり

ます。

128ページをお開きください。

施策の進捗状況についてであります。

合計特殊出生率は、昨年と同じ1.71でありま

して、これは昨年に引き続き全国３位となって

おります。

また、縁結び応援団等が実施する独身者の出

会いや交流イベントの参加者数は、前年度よ

り1,724人増加し、4,112名となっております。

、次の子育て応援サービスの店の登録店舗数は

コンビニエンスストアの参加もありまして、昨

年度より204件増加し、1,404件となっておりま

す。

次に、施策の成果等についてであります。

少子化が急速に進む中、誰もが安心して子ど

もを生み、育てられる社会を目指しまして、①

にありますように、みやざき子ども・子育て応

援プランを策定し、各種施策の推進を図ったと

ころでございます。

また、②の未来みやざき子育て県民運動推進

強化事業や子育て支援乳幼児医療費助成事業等

による子育て支援、③のみやざき結婚サポート

事業等による出会い・結婚のサポートなど、ラ

イフステージに応じた支援、④の放課後児童ク

ラブ事業の実施や企業等が取り組む仕事と子育

てが両立できる職場環境づくりのサポートなど

を通しまして、仕事と生活の調和の推進を図っ

たところでございます。

今後とも、⑤にございますように、誰もが安

心して子どもを生み、健やかに育てられる環境

づくりを推進するため、社会全体で子育てを応

援する機運づくりや地域の子育て支援体制の充

実を図ってまいりたいと考えております。

次に、下の段の成果指標でありますが、平均

理想子供数と平均予定子供数の差は、28年度

は0.21となっておりまして 27年度に比べて0.03、

ポイント広がっておりますので、子育ての希望

をかなえる県づくりを目指して、この差を縮め

てまいりたいと考えております。

その下の子育て応援サービスの店の登録店舗

数及び次ページ、129ページの縁結び応援団等が

実施する結婚支援イベントの参加者数は、先ほ

どと重複しますので、省略をさせていただきま

す。

次の放課後児童クラブ数の推移につきまして

は、平成28年度は231となり、27年度に比べまし

て14クラブ増加しております。

次のページ、130ページをお願いいたします。

２、未来を担う人財が育つ社会 （１）社会を、

生き抜く基盤を育む教育の推進であります。

施設型給付では、認定こども園など422園に対

して、また、次の地域型保育給付では、小規模

保育事業所など22カ所に対しまして運営費等の

財政支援を行ったところであります。

また、次の施策の成果等でありますが、①に

ありますように、施設型給付や地域型保育給付

などを通しまして、市町村が各種事業を実施し
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たところであります。

また、②にありますように、保護者の就労の

状況等によらず、柔軟に子供を受け入れられる

認定こども園への移行を推進したところであり

ます。

下の段の成果指標でありますが、認定こども

園認可・認定状況の推移につきましては 平成28、

、年度に44園が認定こども園の認可・認定を受け

累計におきましては129園が認定こども園に移行

しております。

なお、ことし４月１日現在では160園が移行し

ているところでございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

こども政策課の説明は以上でございます。

平成28年度の決算状況○松原こども家庭課長

につきまして御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをごらんくだ

さい。

、 。当課分は 一般会計と特別会計がございます

まず、一般会計ですが、予算額54億6,505

万5,799円に対し、支出済額は52億9,538万7,062

、 、円 不用額は１億6,966万8,737円となっており

執行率は96.9％であります。

次に、特別会計です。母子父子寡婦福祉資金

特別会計として、予算額３億6,136万9,000円に

対し、支出済額は１億6,733万9,373円、不用額

は１億9,402万9,627円で、執行率は46.3％であ

ります。

それでは、目で不用額が100万円以上のもの及

び執行率が90％未満のものについて御説明しま

す。

29ページをお願いいたします。

、 、 （ ）まず 一般会計ですが 上から３行目の 目

社会福祉施設費で、不用額は296万838円となっ

ております。その主なものは、節の欄の一番下

の行、扶助費167万2,854円であり、女性相談所

一時保護所などへの入所者数が見込みを下回っ

たことによるものであります。

次に （目）児童福祉総務費、不用額は740、

万4,434円となっております。主なものは、節の

欄の下から２番目の旅費133万5,491円、その下

の需用費127万9,309円及び次の30ページになり

ますが、上から５番目の（節）備品購入費98

万7,560円などであり、これらは経費節減や入札

による執行残でございます。

次に （目）児童措置費であります。不用額、

、 、 、は9,242万915円で 主なものは 節の欄の最後

扶助費8,730万9,336円であります。これは、児

童入所施設等措置費において、児童養護施設等

への入所児童数が見込みを下回ったことなどに

よるものであります。

31ページをごらんください。

（目）母子福祉費であります。不用額は5,953

万6,537円となっており、主な内容は、節の欄の

中ほどから少し下にございます負担金・補助及

び交付金1,677万3,707円及び扶助費3,729

万8,465円であり、負担金・補助及び交付金につ

いては、主にひとり親家庭医療費助成事業にお

いて各市町村の補助実績が見込みを下回ったこ

と、また、扶助費につきましては、主に児童扶

養手当給付費において手当給付の実績が見込み

を下回ったことによるものであります。

次に （目）児童福祉施設費、不用額は734、

万6,013円となっております。主なものは、次の

ページになりますが、節の欄の上から５番目の

扶助費362万7,909円で、児童相談所における一

時保護児童数が見込みを下回ったことによるも

のでございます。
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、 。次に 特別会計について御説明をいたします

33ページをごらんください。

（ ） 、上から３行目の 目 母子父子寡婦福祉費で

不用額は１億9,402万9,627円となっております

が、そのほとんどが節の欄の上から６番目の貸

付金の執行残であります。

歳出決算の状況については以上です。

次に、特別会計の歳入決算について御説明を

します。

お手元の平成28年度宮崎県歳入歳出決算書の

特別会計のページ、14ページをお願いいたしま

す。

。母子父子寡婦福祉資金特別会計でございます

歳入の一番下、歳入合計の欄をごらんくださ

い。予算現額３億6,136万9,000円、調定額５

億9,782万2,573円、収入済額４億4,300万6,350

円、不納欠損額はゼロ、収入未済額１億5,481

万6,223円でございます。

なお、その下、歳出の欄外に記載されており

ます歳入歳出差し引き残額２億7,566万6,977円

につきましては、翌年度に繰り越されまして貸

付原資となるものでございます。

特別会計の歳入決算については以上でありま

す。

次に、平成28年度の主要施策の成果について

御説明をします。

主要施策の成果に関する報告書、こども家庭

課のインデックスのところ、131ページをお開き

ください。

、 、 、１ 安心して子どもを生み 育てられる社会

（２）子ども・若者の権利擁護と自立支援であ

ります。

主な事業としまして、まず、児童虐待対策で

は、宮崎市の乳児院に併設された児童家庭支援

センターにおいて、地域からの相談に応じるこ

ととしたほか、休日夜間の児童相談所全国共通

ダイヤルへの相談を専門の相談員が配置された

コールセンターにおいて対応するなど、相談体

制の強化を図ったところでございます。

132ページをお開きください。

子ども・若者支援促進事業では、地域支援協

議会の開催や総合相談センターわかばの運営に

より、自立に困難を抱える子供・若者の支援の

促進に取り組んだところであります。

次に、ひとり親家庭等を対象に、改善事業の

キャリアアップ自立支援事業、新規事業のひと

り親家庭等地域支援事業、また、医療費助成や

。福祉貸付金事業に取り組んだところであります

次に、新規事業の里親委託促進事業では、制

度の普及啓発や、里親登録に必要となる研修の

実施などについて、ＮＰＯ法人に委託して取り

組んでおります。

133ページをごらんください。

新規事業「都城北諸県地域乳児院整備事業」

、 、では 乳児院の未設置地域での施設設置に対し

助成を行っております。

次に、施策の成果等でございます。

まず、児童虐待につきましては、①と②、ま

た、次ページの⑥に記載しておりますとおり、

児童相談所による市町村の支援や地域からの相

談に対応する体制の強化、関係機関とのネット

、ワーク形成及び職員の専門性向上等に取り組み

虐待の未然防止や早期発見・早期対応を図って

きたところであり、引き続き、今後も市町村等

と連携し、虐待の未然防止等に努めてまいりま

す。

また、青少年健全育成につきましては、③や

次ページになりますが、⑨にありますとおり、

条例に基づく書店等への立入調査やネットトラ

ブル回避などの啓発を行う人材の養成を行うこ



- 59 -

平成29年10月４日(水)

とにより、青少年を取り巻く有害環境の浄化や

ネットの適正利用の機運が醸成されたものと考

えております。

134ページをお開きください。

ひとり親家庭につきましては、⑤のとおり、

医療費助成による経済的支援や母子・父子自立

支援員による相談支援、さらには、職業能力開

発に取り組むひとり親に対し、給付金を支給す

るなどの就労支援を行うことで、ひとり親家庭

の自立や安定した生活の確保が図られたものと

考えております。

また、⑦のとおり、家庭で養育を受けること

ができない社会的養護を必要とする児童に対し

ましては、家庭的養護推進計画に基づき、里親

委託を初め、施設の小規模化・地域分散化など

を推進いたしております。

135ページをごらんください。

次に、２、未来を担う人財が育つ社会 （１）、

社会を生き抜く基盤を育む教育の推進でありま

す。

主な事業としまして、青少年自然の家管理運

営委託事業により、青島、むかばき、御池の３

つの自然の家を活用し、自然体験学習や集団宿

泊生活の場を提供したところでございます。

施策の成果としましては、自然体験、宿泊体

験を通して、心豊かでたくましい青少年の育成

が図られたところであり、今後とも、指定管理

者の指導監督を行いながら、施設の有効活用を

図ってまいります。

136ページをお開きください。

３、多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重

される社会 （１）男女共同参画社会の推進であ、

ります。

主な事業としまして、女性保護事業により、

配偶者暴力相談支援センターにおける相談対応

や一時保護所・女性保護施設の運営などに取り

組んだところであります。

施策の成果としましては、ＤＶ被害の未然防

止やＤＶ被害者に対する保護・自立が図られた

ところであり、今後とも、市町村や関係機関と

の連携を強化し、ＤＶについての理解を深める

とともに、被害者に対する支援体制の充実に努

めてまいります。

主要施策の成果につきましては以上でござい

ます。

次に、監査報告書指摘事項について御説明を

いたします。

決算特別委員会資料にお戻りいただきまし

て、34ページをお開きください。

支出事務について 「児童入所施設措置費等県、

費負担金について、交付決定事務の大幅におく

れているものが見受けられた。留意を要する」

との指摘事項がございました。

今後、事務処理の遅延が生じることがないよ

う、計画的に業務に取り組むという意識の徹底

を図るとともに、進行管理のために予算執行管

理表の活用を図るなど、内部チェック体制の強

化策を講じ、適正な事務処理に努めているとこ

ろであります。

監査報告書指摘事項等については以上でござ

います。

最後に、歳入歳出決算審査意見書におきまし

て、意見・留意事項がございましたので、御説

明をいたします。

平成28年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書

の48ページをお開きください。

（14）母子父子寡婦福祉資金特別会計に関す

る意見・留意事項でございます。

ページの一番下になりますが 「貸付金の収入、

未済額については、前年度に比べ減少している
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が、引き続き償還促進についての努力が望まれ

る」との意見がございました。

貸付金の償還対策につきましては、本庁、福

祉こどもセンター等が一体となって取り組んで

おり、その成果もあって収入未済が減少したと

ころでございます。今後とも、滞納者の個々の

ケースに応じた納入指導など、償還促進対策に

積極的に取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

こども家庭課からは以上でございます。

。○右松主査 執行部の説明が終了いたしました

質疑のほうをお願いします。どこからでも構い

ません。

障がい福祉課で１点。今、就労継○西村委員

続支援のＡ型とかＢ型とか、現場もそれぞれの

施設が非常に努力をされて、それぞれに厳しい

中で結果を出しているところの話もよく伺うん

ですけれども、実際、105ページにあります一般

就労にまで移行する方というのが伸び悩んでい

る状況があるんですが、これは、施策としてう

まく効果が出てきていないのか、まだそういう

時期に来ていないのか、そこはどういうふうに

状況を把握しておられますか。

委員がおっしゃるよう○日髙障がい福祉課長

に、105ページにありますとおり、福祉施設から

一般就労に移行する障がい者数というのがなか

なか伸び悩んでおります。一つといたしまして

は、分析を細かくする必要があろうかと思って

いるんですが、今まで、福祉施設から一般就労

に行く方々はかなりの数字が伸びてきたところ

で、そういう方々が一段落をして、継続事業所

で働いていらっしゃる方はなかなか一般就労は

難しいという部分がふえてきているのか、それ

とも、例えば、特別支援学校でありますとか、

そういうところから直接一般就労をされるとい

う部分もございます。

一方、ハローワークを通じて、障がい者とし

て障がい者枠で企業に雇用される方の数字とい

うのは、定着がどれぐらいかというのはわから

ないんですけれども、少しずつ伸びてきている

。 、という状況がございます ここら辺も踏まえて

次期の障がい福祉計画での目標値もございます

ので、分析をしながら進めていきたいなという

ふうに考えております。

分析は非常に重要だと思います。○西村委員

企業側も建設業等で雇用することによって点数

が上がるとか、いろんなメリットが。もちろん

整備するためのデメリットも当然企業側にもあ

るんですが、しっかりと障がい者が定着してい

くための分析というのを、結果が毎年出てくる

、 、中で もう少し明らかにしていただいたほうが

、 、１年後 １年後の成果につながると思いますし

それぞれの作業所さんも非常に努力をされてい

ます。もちろん支援学校も努力しています。そ

ういうところがもう少しはっきりわかるように

していただくようにお願いをいたします。要望

だけでいいです。

障がい福祉課内でお願いします。○右松主査

102ページでひきこもり対策推進が○有岡委員

決算の中で出ておりますが、430件の件数で96人

の相談者を受けたということで、どのようなひ

きこもり対策を実際に支援されたのか、その中

身をお尋ねしたいと思います。

ひきこもり地域支援セ○日髙障がい福祉課長

、ンター 主な施策内容にも入っておりますが─

これは、県の精神保健福祉センターに置いてお

りまして、非常勤職員が対応することになりま

す。まずは、御家族の状況とか、御相談内容と

かを十分聞き取らせていただいて、状況に応じ

ましては、職員が御家庭を訪問して、それで直
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接お話しができればお話しをするというような

形での対応も、全てではございませんが、行っ

ております。その中には、例えば、部屋の中に

ひきこもっていたけれども、近くのコンビニエ

ンスストアまでは出てくることができたとか、

出てきてお話しをすることができたとか、若干

ですが、アルバイトをするようなことができた

とか、そういうような成果も徐々には出てきて

いるところでございます。ひきこもりの対策に

つきましては、それぞれの個別の対応、どうい

う状況にあるのか、御家族も含めての対応が必

要でございますので、そこら辺はそれぞれのケ

ースに応じて職員が対応しているという状況で

ございます。

年齢が高校生だけではなくて、恐○有岡委員

らく高齢化して ある程度の年齢までがこういっ、

た状態になると思いますので、また幅広く対応

をお願いしたいと思います。

それともう１点、103ページに児童精神科病棟

の開設とありますが、私が勉強不足でわからな

いものですから、少し紹介してもらえればあり

がたいです。

この児童精神科病棟に○日髙障がい福祉課長

つきましては、国立病院機構の宮崎東病院のい

わゆる新しい病棟を建てて整備をされる中で、

古い病棟を児童精神科病棟として整備をさせて

いただいております。今年度の４月１日から開

院ということで、現在、診療を受け付けて、入

院される方もいらっしゃるというふうに聞いて

おります。

関連しまして、そうしたときに、○有岡委員

、 、例えば 精神保健福祉費や障がい者自立支援費

児童措置費、それぞれの扶助費の残金が大きい

わけです。要するに、入所利用者が少なかった

というような説明がございましたが、その関係

というのは見込みを下回ったという説明があり

、 、ましたが ニーズが減っているわけではなくて

利用しにくくなっているとか、そこら辺の実態

はどのようなものなんでしょうか。

決算特別委員会資料の○日髙障がい福祉課長

中で、どうしても扶助費の不用額が残ります。

、 、これにつきましては 扶助費でございますので

、 、 、緊急の場合 それから 年度末におきましても

対応しないといけない場合は対応させていただ

いているということでございまして、どうして

もその分を多目に見込まないと、予算上、執行

がなかなかできないという部分がございます。

どうしても扶助費は最終的に不用額として残る

という状況でございまして、特にニーズが減っ

ているとか、そういうわけではございませんの

で、御理解をいただければと思っております。

ありがとうございます。○有岡委員

105ページの工賃アップのことで、○丸山委員

月額１万7,960円で1,000円ぐらい上がってはい

るんですけれども。これは平均だと思いますけ

れども 高い賃金と低い賃金 どれぐらいになっ、 、

ているのかというのがわかれば教えていただく

。とありがたいかなと思っているんですけれども

全体の工賃といたしま○日髙障がい福祉課長

しては上がってきておりまして、工賃向上の計

画の中でも、ある程度、目標に近づきつつある

のかなというところではあるんですが、それで

、 、 、もＢ型の場合 今 委員がおっしゃったように

低いところは数千円というところ、高いところ

は２万円台というところがあったかと思ってお

ります。細かな数字は後でまたお話ししたいと

思います。

確かに、賃金が上がらない作業し○丸山委員

かできない方もいらっしゃると思うんですが。

できる限り上げるためには、使う側といいます
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か、消費する側というのも非常に必要だと思っ

ていますが、その辺の連携はどんな形をされて

いるんでしょうか。

障がい者の事業所の優○日髙障がい福祉課長

先発注でありますとか、そういう仕組みもござ

いますので、官公庁を初めといたしまして、い

ろんな形で製品をというふうには考えておりま

す。

ただ、実際問題といたしましては、障がい者

の作業所でつくれる量といいますか、ロットの

問題もございまして、そういう部分でなかなか

うまく乗れていないのかなという部分もござい

ます。

工賃向上の支援で、経営診断といいますか、

どういう形ですれば売れるのかとか、そういう

ものもございますし、また、今年度、工賃向上

とは別に、農福連携の事業にも取り組んでおり

ますので、そういう新しい分野への開拓という

部分も含めまして、できれば工賃が少しでも上

がるように進めていければというふうに考えて

いるところでございます。

先ほどの丸山委員からお話がありましたＢ型

事業所における工賃の高いところは高くて、 ５※

万3,282円というところがございます。これが飛

び抜けているような感じでございまして、一番

低いところが 5,240円というような状況になっ※

ております。

先ほどの関連なんですけれども、○日髙委員

福祉施設から一般就労に移行する障がい者数に

関して 平成30年に向けて262名 平成28年は177、 、

名と、人数があんまりふえていないんですけれ

ども。先ほど、官民一体型ということで、農業

に関してもということだったんですけれども、

受け入れ体制というのはどういう状況なんで

しょうか。

企業様の受け入れ体制○日髙障がい福祉課長

につきましては、以前と比べればかなり進んで

きているのかなというふうに思っております。

と申しますのは、先ほど西村委員の質疑の中で

もお答えさせていただいたんですが、ハローワ

ークを通じて雇用される障がい者数というのは

伸びてきておりまして、福祉施設以外におられ

て一般就労をされるという部分もございますの

で。来年度からは、法定雇用率のほうも、今民

間企業で２％のものが2.2％になって 障がい─

者の中でも、これまで余り論じられてきません

でしたけれども、精神障がい者の方々もそうい

う雇用率の中に入るというような状況がござい

まして、障がい者の法定雇用率自体も上がって

くるので、そういう部分で、企業のほうでもま

た改めて考えていかなければいけないのかなと

いうふうに思っていただいていると思っており

ます。

また、私どものほうでも、企業向けのセミナ

ーでありますとか、障がい者を迎えたときにど

ういう対応が必要なのかといったようなセミナ

ーみたいなものも開かせていただいて、そこで

理解を深めていただきたいというふうな事業も

仕組んでいるところでございます。

農業の中でも、本当に単純な作業○日髙委員

とかがたくさんあって、障がい者の方でも可能

、な部分というのはたくさんあると思いますので

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

ほかに障がい福祉課内でいかがで○右松主査

しょうか。よろしいでしょうか。

では、ほかにあればお願いします。どこから

でも構いません。

、 、○有岡委員 健康増進課が関連しますし また

衛生管理課にも絡む話なものですからお話しし

※68ページに訂正発言あり
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ます。平成27年11月に一般質問の中で、マダニ

対策について質問をしたことがございます。そ

のときに部長から「周知徹底をする」という答

弁をいただいたんですが、データをずっと調べ

ていきますと、現在、数字的に12名ほど死亡例

がありまして、パーセンテージでいくと27％以

上の死亡率ということで、全国47都道府県の中

で、特に発生率も高いという中で死亡率も高い

という現状がありまして、28年度はここら辺で

どのような対策をとられたのか。そして、ほか

の県では、猫から感染してまた亡くなっている

というような、動物からも移っているというよ

うな事例もあるようですから、対策をどのよう

な形でやってこられたのか、28年度の実績で結

構ですので、お伺いいたします。

まず、感染報告があっ○永野感染症対策室長

た折には、週１回発行しております宮崎県の感

染症週報におきましてトピックスの欄で取り上

げて、それを報道機関ですとか、市町村ですと

かが、広報とか、報道で取り上げていただいて

啓発をしていただくと。その後、ホームページ

でも、発生状況や注意喚起のチラシなどの掲載

もしておりますので、どなたでもダウンロード

。していただいて活用できるようにしております

、 、28年は ポスターを1,000部ほど作成しまして

市町村や関係機関、医療機関にも配布いたしま

したし、高齢者が多いということでございます

ので、老人クラブ連合会などにも配布させてい

ただいて、会員の皆様に周知をお願いしており

ます。

28年度は、他部局にも連絡をさせていただき

まして、森林組合などにも環境森林部のほうか

ら御連絡をいただきまして、農林業の方々にも

徹底をお願いしたところでございます。

ポスターは28年度につくりまして、28年度か

ら29年度にかけて配っておりますけれど、29年

度にはうちわをつくりまして、その中に、蚊と

マダニということで注意をお願いしているよう

なこともございます。

先日、非常に御迷惑をかけましたが、プレス

のときの内容で、28年度は、衛生環境研究所が

患者さんへの聞き取りをいたしまして、感染推

定地を地図に落としまして、県内各11の市町村

でどこでも起こっていますよということをまず

皆さんに御案内いたしまして 「私は関係ない」、

とかいうことがないように、特に農作業だけで

なく、身近なところでの散歩とかでも感染され

ておられますのでということを注意喚起させて

いただいております。

また、委員がおっしゃいました動物との絡み

では、動物が外に出ましたときに体にマダニを

つけてくるということがございますので、各保

健所などで狂犬病の予防接種とか、狩猟の免許

更新時には、ＳＦＴＳの啓発のチラシを配らせ

ていただきまして、動物を持っておられる方に

も注意をお願いするということをお願いしてお

ります。

あとは、いろんな講話の機会がございました

ら、必ず感染症の話のときにはＳＦＴＳを入れ

させていただくということも各保健所や市町村

にお願いしまして、市町村も広報にかなり載せ

ていただいたというふうに聞いております。

私も、敬老会とかで挨拶するとき○有岡委員

には、必ずこの話をさせていただいて注意喚起

をしているんですけれども、ホームページを開

いて数字を見てみましたら、28年度の死亡者数

がゼロだったんですね 「おかしいんじゃないで。

すか」という問い合わせをしたら、２と。そし

て、29年度も現在が２ということで、やはり新

しい情報を出すべきではないかと思っておりま
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すが、そこら辺の感覚はいかがでしょうか。

死亡数をまず皆さんに○永野感染症対策室長

お知らせするのは、発生届がありましたのを週

報に載せるんですけれども、発生届のときに死

亡されていれば、死亡例ということで御案内し

ておりますが、発生届が出てから週報を出すま

でに２、３日の時間がありますので、そこで死

亡がわかった分には、把握している事例という

ことで死亡がありましたということで御案内は

しているところでございます。先日の９月のプ

レスのときにも、そのような御報告の仕方をさ

せていただいているところです。

もう一度確認しますが、僕がホー○有岡委員

ムページからプリントアウトしたときに28年度

はゼロ、宮崎市は１という数字が出ていて、ど

、ちらが正しいんだろうかというのを確認したら

実は２という数字でした。昨年度の実績は死亡

事例が２だったんなら、２と出すように、常に

情報を新しくしておかないと、こういった案件

は常に情報を提供する姿勢がないといけないん

じゃないかというお話をしたつもりですが、そ

れは私が間違っていますか。

発生届のときの死亡例○永野感染症対策室長

を週報では御報告しているんですけれども、こ

ちらが把握している事例ということで、委員が

おっしゃいましたように、そのほかにも死亡事

例があったということをまた追求するようにい

たしたいと思います。

今のはもう一度説明してもらって○右松主査

いいですかね。なぜそういったそごが出たんで

すかね。

発生届のときに死亡し○永野感染症対策室長

ておられると、週報では死亡事例ということで

国にも発生届の情報が行きますので、国も死亡

例として扱うんですけれども、発生届を保健所

が受理しまして週報に出すまでに 週報で報─

告しますときに２、３日のタイムラグがあるの

で、報道のほうから死亡なのかどうかというこ

とを気にされますので、こちらで事前に把握し

ておりまして、発生届のときには死亡されてお

られないけれど、その後に死亡されておりまし

たという御報告をしているものですから、少し

そういう差が出るということでございます。わ

かりにくいと思いますが、委員のおっしゃいま

したように、把握している事例で死亡が何例と

いうふうに整理したいと思いますが、いかがで

しょうか。

タイムラグ差じゃなくて、28年度○右松主査

でしょう。だから、なぜそういうふうになった

のかと。２、３日の話じゃないと思うんですよ

ね。

国の国立感染症研究所○永野感染症対策室長

が全国統計をとりますときには、発生届時点の

死亡数で統計をとっております関係で、それを

我々も尊重して載せているというところはござ

います。発生届後に亡くなられたものに関しま

しては、週報までしか把握ができないというこ

とで、公的に報告としては感染症研究所のデー

タと同じ時点の死亡例ということで掲載してい

るところです。

、我々が把握しますのが週報発行までですので

週報発行後に亡くなられるとか、そういう事態

まで把握できませんので、週報時点で死亡して

いるということで今まで整理しているんですけ

れども、把握した件数ということで、先ほど委

員が言われました２件というのを、また整理を

変えて掲載したいと思います。

こういう実態を見たときに、先ほ○有岡委員

ど、プレスの部屋の中でマダニがいなくなった

という話もありましたけれど、３ミリは小さい
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わけですね。例えば、それよりも小さいツツガ

ムシのように、まだ１ミリにも満たないような

形での被害も結構出ているわけですね。鹿児島

が一番多いですが、その次ぐらいに宮崎が多い

と。ですから、マダニだけではなくて、この取

り組みをすることによってほかも防げるものな

んですね。

これは１つの事例ですが、ツツガムシに感染

したかわからずに病院に行ったら、熱が高いの

で風邪だという診断を受けて放置して 気を失っ、

てから緊急入院したというケースもあるわけで

すね。ですから、僕が言いたいのは、ドクター

も含めて関係者に周知をして徹底しないと、患

者が病院に行って風邪として薬をもらってその

まま放置してしまうと、緊急状況になるわけで

すね。だから、そういう意味では、ドクターに

対してもやっぱりもっと情報提供をする。です

から、新しい情報を常に提供するような関係が

ないと、僕から見ると、古い情報がいつまでも

載っているような形では、ドクターも見てくれ

ないし、ドクターとも情報共有をしないと、全

国でも特に多い地域ですから、対処がおくれて

しまうんじゃないですかということを申し上げ

ているわけですね。ですから、28年度中にどれ

だけ取り組みをしたかということで、広報チラ

シをつくったとかおっしゃいますけれど、一番

肝心な患者もそうですし、高齢者の方もそうで

すが、ドクター、医者との情報もやっぱりしっ

かりやらないと、病院に行って風邪薬を飲んで

いたら緊急入院しなくちゃいけなくなったとい

う事例が幾つかあったものですから。ツツガム

シではなくて、マダニも含めて、こういう対策

をしっかりやるということを27年度にも部長に

はお願いしたわけですから、28年度はやってい

ませんという話じゃないですが、成果が上がり

ませんでしたというのは、僕はちょっと納得い

かないことですし、医者に行って見抜けないと

いう実態があるから、本当にこの感染症なりを

伝える力がないと、県内全域でこれを抑えてい

くことはできないですし、平均21％の死亡率に

対して、宮崎県は27％ですから、やっぱりおく

。 、れているんだと思っています そういう意味で

部長のそのときの答弁からすると 進歩がなかっ、

たというふうに判断していますので、一応申し

添えておきます。

た○日高福祉保健部次長（保健・医療担当）

だいまの有岡委員の御意見には、大変重要なこ

。 、とが含まれているかと思っております まずは

診断をするドクターがきちんと診断できないと

いけないということは、まさしくそのとおりで

ございます。

ただし、同じ症状で発症をして、その後、経

過が変わるということはままあることでござい

ます。同じような風邪のような症状であったけ

れども、初診のときに風邪の判断はしたけれど

も、その後、状態が悪化して別の疾患だという

ことはあることでございます。そういった点で

は、私どもとしましては、当然、各医療機関な

りに対しまして、正しい診断ができるような情

報提供に努めなければならないということは十

分理解をしているところでございますし、ＳＦ

ＴＳにつきましても、情報提供をさまざまな機

会を通じて行っているところでして、感染症に

関する研修会、ドクター向けの研修会も行って

いるところでございます。

残念なことに、ＳＦＴＳにつきましては、ダ

ニがウイルスを持っていて、刺された際にそれ

が体内に入って、そのせいで亡くなってしまう

例もあるわけでございますが、現時点では治療

。 。法がございません 対症療法しかございません
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そういった点では、本県が診断能力や治療能力

においておくれているとは必ずしも言えないと

思っております。

逆に、宮崎県は、先生方の意識が高いので、

検査の依頼が多くなされているということも、

感染者数の届け出が多いことにつながっている

とも考えられると思っております。

そうは申しましても、現実、宮崎県が全国の

中で最も発生届け出状況が多いということは間

違いございませんし、また、どのダニがＳＦＴ

Ｓのウイルスを持っているかどうかということ

も、見ただけではなかなかわかりませんので、

注意喚起は十分過ぎるほど行う必要はあろうか

と考えております。そういった点では、今後と

も、さまざまな機会を通じまして普及啓発に努

めてまいりたいと考えております。

よろしいですか。○右松主査

感染症が健康増進課なものですから、健康増

進課内であればお願いします。

健康増進課のたばこ対策推進とい○西村委員

うことで、受動喫煙防止をやられているという

ことなんですが。今、全国的に受動喫煙に対し

ては非常に厳しい対策をして、自主的なことも

やったり、お店によってはいろいろ苦労してい

る店舗等もあるかもしれませんけれど、宮崎県

内においては、まだまだこの意識啓発をするの

が遅いところがあると思っていて。大分前です

けれど、私もこのことに対しては質問をしたこ

とがありまして、宮崎県も非常に急ぐべきだと

いうことを５、６年前に多分質問したことがあ

るんです。そのときの背景が、神奈川県がいち

早く受動喫煙防止に動いたときに、それを研修

して私も訴えました。そのときからすると、な

かなか少しずつしか対策を打たれていないとい

うような状況があるんですが、ポスターは200枚

ぐらいつくられて、テレビＣＭをされたという

ことなんですが、例えば、これによって進んで

いるという認識や、28年度内でもどのような動

きがあったとか、例えば、ポスターの内容につ

いても、大きくこのあたりを変えましたという

。ことがあれば教えていただきたいなと思います

たばこの受動喫煙対策に○矢野健康増進課長

ついてでありますが、委員の御指摘のとおり、

事業としまして、未成年者に対する喫煙防止、

あるいは受動喫煙防止の支援事業としまして、

保健所職員による普及啓発、あるいは健康教育

などを行っているところであります。また、受

動喫煙防止のキャンペーンを行っているところ

であります。

27年度 28年度に 特にどのように変化があっ、 、

たのかということについてでございますが、国

、 、の動きとしましては 事業者の義務としまして

労働安全衛生法の改正が27年に出まして、事業

主がさらに進めていくということが動きとして

ございました。それに合わせて、県でも保健所

におきまして、禁煙をしている施設の認定とい

うのを行っているところであります。こちらに

つきましては、徐々に実績が上がっているとこ

ろでございますが、法律上は努力義務というこ

とになっておりますので、そこの部分について

は、今、国のほうでも努力義務ではない形の厳

しい法律、健康増進法の改正が進んでいるとこ

ろかと認識しております。今後、こういった動

きを踏まえて、さらに受動喫煙防止を進めてい

く必要があるというふうに考えております。

わかりました。受動喫煙という言○西村委員

葉が動き出して 今 特に国のほうも本気になっ、 、

ていますけれど、これは、がん対策であったり

とか、子供の受動喫煙対策であったり、妊婦の

対策であったり、根幹がたばこを吸う人と吸わ
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ない人を分けるということのスタートだと思い

ます。少しずつではありますけれども、乗り物

、 、であったりとか 公共交通機関であったりとか

、あとは喫煙所を分けるということがありますが

県内では これは特に宮崎県だけじゃないか─

、 、 、なと思うのは 例えば 建物の中はだめなのに

建物の玄関の横には普通に空気が流れるところ

にたばこを吸っていいよというコーナーがあっ

て、何が分けられていて、何が分けられていな

いのかわからないところが非常に多いなという

のが実感であります。ぜひこのあたりも、28年

度の反省も踏まえて、次につなげていけるよう

な施策をお願いしたいと思います。

もう１点、今度は歯科保健対策のほうで。虫

歯予防が８市町村と119ページのほうに載ってい

るんですけれども、これは、８市町村が手を挙

、 、げて そこに対して支援をしていく活動なのか

それとも、ことしはここ、ことしはここという

感じで順繰りやっていく対策事業なのか、その

対策事業の内容を教えていただきたいと思いま

す。

こちらの事業につきまし○矢野健康増進課長

ては、市町村が取り組むといった場合に県から

補助するという形でございまして、平成28年度

より前は、それに取り組んでいる市町村に対し

て補助金を出していたところがあるんですが 28、

年度からは、新規に導入するようなところに対

してお支払いするというような形で、ちょっと

事業内容を見直しております。その実績が８件

だったということで、市町村からの申し出があ

りまして、こちらに対して支援を行ったという

ところでございます。

ということは 28年度より前にやっ○西村委員 、

、 、ていた市町村は 当然それを続けてやっていて

、新規に８市町村が加わったということであれば

まだ大がかりにやっていない市町村は県内に

残っていますか。

大変恐縮ですが、ちょっ○矢野健康増進課長

と時間をいただいて、可能であればほかの質問

のほうを。大変申しわけございません。

そうしたら、もうすぐ２時間にな○右松主査

りますから、１回休憩をとります。10分後の55

分ぐらいをめどに、そろったら始めさせていた

だきます。

暫時休憩いたします。

午後２時43分休憩

午後２時52分再開

分科会を再開いたします。○右松主査

西村委員からの御質問に○矢野健康増進課長

ついて、大変お時間をいただいて恐縮でござい

ますが、お答えさせていただきます。

平成28年度におけるフッ化物洗口の実施状況

についてですが、えびの市と高原町は実績がな

いというような状況になっております。メジャ

ーなところということでしたが、その２市町の

実施がないということになっております。

ということは、残りの24市町はも○西村委員

う既に事業に入っているということですか。確

認です。

やっている市町村も、全○矢野健康増進課長

ての小学校・中学校でやっているというわけで

はなくて、そこはかなりのパーセンテージが高

いところもあれば、少しずつ取り組みを始めて

いるというようなところもございます。濃淡が

ございます。

わかりました。ありがとうござい○西村委員

ます。

済みません。先ほどの○日髙障がい福祉課長

回答で一部誤りがありましたので、修正いたし
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ます。

先ほど、丸山委員のほうから、就労Ｂ型事業

所の工賃の高いところと低いところで、５

万3,282円が高くて、5,240円が低いと申し上げ

、 、たんですが ちょっと見落としがございまして

まことに申しわけございません、一番高いとこ

ろが５万9,141円、一番低いところが4,850円で

ございました。修正をさせていただきます。よ

ろしくお願いします。

健康増進課のほうでいかがでしょ○右松主査

うか。

117ページについて、ちょっとお伺○日髙委員

いしたいんですけれども。野菜の摂取量とあり

ますけれども、全国で宮崎は43番目ぐらいだっ

たと思うんですけれども、この実数というのは

どういうふうにとられているというのがわかっ

たら教えていただけないかなと思います。

野菜の摂取量についての○矢野健康増進課長

データにつきましては、県民健康栄養調査に基

づいたデータでございます。こちらは、県内の

サンプル調査ということになりますが、ランダ

ムに選ばれた世帯を選別して調査した結果に基

づいております。

プラス100ｇ！ベジ活推進事業とい○日髙委員

うことなんですけれども、今、これで実績が上

がっているというか、実際結果が出ているのか

というのはどうでしょうか。

県民健康栄養調査につき○矢野健康増進課長

ましては、昨年度実施しております。それに基

づきまして、今、解析中でございまして、今年

度中には、その結果を踏まえまして、健康みや

ざき21の改正も行っていくということでござい

まして、今、解析中の状況でございます。その

結果で今どうなっているかということが今年度

中にはわかるかなと思っております。

青年部のメンバーの中で 「何でこ○日髙委員 、

んげ低いっちゃろうかね」という話になって、

「野菜を近所の人にあげんといかんっちゃね」

とかいう話になりまして。逆に、肉がおいしい

ところは野菜の摂取量が低いよとか、いろんな

話があって。これはどういうふうに改善してい

けばいいのかなというので、どういうふうに実

数のデータがとられているのかがわからないと

いうことだったので、質問をさせていただきま

した。引き続きよろしくお願いいたします。

関連で、ベジ活応援の店が107店と○丸山委員

書いてあるんですが、これは、具体的には何か

特典とか、どんなことをやられているのでしょ

うか。

こちらは、認定の要項を○矢野健康増進課長

定めておりまして、お店のほうから要望があれ

ば、県のほうで確認しまして認定していくとい

うような形になっております。

そのお店をできるだけ県民に広く○丸山委員

知っていただいて、少しでも野菜をとっていた

だけるような方向に流れてほしいということだ

と思っているんですが、その辺の告知はインタ

ーネットとかを含めて何かやっていらっしゃる

のか その辺を含めて教えていただければと思っ、

ておりますが。

ホームページのほうでベ○矢野健康増進課長

、 、ジ活応援店を整理してわかりやすく 県央地区

県西地区、どこの地区にどういうお店があるか

ということをホームページでわかりやすく掲示

するようにしております。

恐らく、飲食店数からすると、こ○丸山委員

の107店では、本当にパーセンテージが少ないと

思いますので、これをどんどんふやしていく方

向にはしていただきたいのと。あと、下のほう

に、レシピのコンクールをやっているみたいな
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ので、これはどんな形に活用していくんだろう

なと思っているんですが、それを活用した事例

が何かあるんでしょうか。

こちらは、年に１回、健○矢野健康増進課長

康フェスタという健康に関するイベントをやっ

ておりまして、そちらのほうでコンクールレシ

ピを募集して 優秀賞を表彰するなど そういっ、 、

た取り組みをしております。優秀賞に選ばれた

レシピにつきましては、広く周知していくとい

うような形で活用していると。野菜摂取やプラ

ス100ｇにつながるようなレシピを募集するなど

して、それを周知することによって野菜の摂取

を促しているというところでございます。

例えば、逆に、このコンクールで○丸山委員

のレシピを飲食店が活用するとか、そういうよ

うに連携をするとおもしろいんじゃないかと

思っているんですが、そういうことはしていな

いわけですかね。

ベジ活応援店と直接連携○矢野健康増進課長

することは今やっていません。どのように進め

ていくかということについては、今、委員から

御意見をいただきましたので、考えていきたい

というふうに思います。

このベジ活というのは、健康につ○丸山委員

ながっていくような気がしていて 下のプラス10、

分！運動というのも、宮崎県民は非常に車社会

なもので、ドア・ツー・ドアでなかなか歩かな

い、歩けない環境だというふうに思っているの

で、このベジ活と運動というのは、健康増進に

は非常に大きく寄与していくんだろうなという

ことで、県のほうも長寿社会の推進ということ

で一番頭に持ってきているんじゃないかと思っ

ております。それぞれ28年度でやってきて、何

が足りて、何が足りないとか、どことどこをか

け合わせればもっといいようになるとかという

のを研究していただいたほうが。毎年同じよう

、 、なイベント コンクールをやっているだけでは

結局ここはそんなに大きく改善していかないん

じゃないかと思っておりますので、そこは一工

夫、二工夫しないと 「健康長寿」という言葉は。

いいんですけれど、それになかなかつながらな

いんじゃないかと思っておりますので、その辺

は検証をしていただくようにお願いしたいと

思っております。

これまでも、こういった○矢野健康増進課長

普及啓発活動を中心に県としても取り組んでき

たというふうに認識しておりますが、今、医療

保険者が保健事業のほうにさらに力を入れてい

くということで、データヘルス計画のように、

レセプトとかのデータを使った保健事業を展開

していくような取り組みが始まっていること。

また、事業主が従業員に対する健康を管理して

いくと、健康経営という考え方を国のほうも進

めておりますが、こういった医療保険者による

健康づくり、事業主による健康づくりというよ

うな、いろんな主体が健康づくりを進めていく

というような流れができてきておりますので、

こういったところをうまく支援していく、ある

いは活用していくような取り組みを今後は進め

ていくことが さらに進めていくポイントになっ、

ていくのではないかと考えております。

ぜひお願いします。○丸山委員

あと、122ページで、上のほうに、健康寿命の

全国順位があって、次の欄にメタボの割合があ

るんですけれども、全国より宮崎県はメタボの

確率が高いのに、健康寿命が全国で上位という

ようなデータが出ているんです。この相関関係

というのは、普通、逆のイメージもあるんです

けれども、科学的な根拠としてデータ的にメタ

ボにならないほうがいいということを多分出し
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てもらっていると思うんですが、その辺の相関

関係はどういうふうに見ればいいのかなという

のを、所見があれば教えていただくとありがた

いと思うんですけれども。

健康寿命との関係という○矢野健康増進課長

ことでよろしいでしょうか。

はい。○丸山委員

メタボリックシンドロー○矢野健康増進課長

ムというのは、腹囲とか、体重とか、そういっ

たものが診断基準ということになっております

が、こういったものになりますと、疫学的に生

活習慣病と言われる心筋梗塞とか、脳卒中とか

になりやすいというのがデータとして示されて

いるということになります。健康寿命という値

との関係性でいうと、その間にそういった生活

習慣病の可能性がふえるというところが直接的

なエビデンスということになりますので、関係

性については、はっきりしたデータがあるのか

どうかは承知していないんですが、理屈として

はこれがつながっていくものであるというふう

には考えております。

健○日高福祉保健部次長（保健・医療担当）

康寿命につきましては、どのような方法でこの

数値を出しているかというところがまずありま

す。日本の場合、健康寿命につきましては、国

民生活基礎調査におきまして、いわゆるアンケ

ート調査でもって 「あなたは自分自身を健康だ、

と思いますか」というような形のアンケート調

査の結果から、この健康寿命というものが出さ

れております。そういった点では、さまざまな

疫学データと健康寿命とがリンクするかという

お尋ねに対しては、そこは必ずしもそれと一致

するとはなかなか言いがたいというところでは

あります。

、 、 、ただし じゃあ 全く一致しないかというと

そんなことはありませんで、今、課長も答えま

したとおり、健康寿命というのは、自分自身の

ことを自分でやれますよみたいに、ある意味、

要介護状態ではありませんよというようなこと

なわけですので、脳血管疾患や過度な生活習慣

病に罹患してしまいますと、自分で自分のこと

が当然できなくなって、健康な状態ではなくな

るということで、健康寿命がそこでとまるとい

うことになります。リンクは当然するんですけ

れども、現在の本県のメタボの該当者の割合が

高いということが、本県の健康寿命の全国順位

にそのまま結びついているかという問いには、

必ずしも結びつきませんというお答えになると

考えております。

なお、このデータは平成25年のデータなんで

すけれども、健康寿命が全国で最も長かった山

梨県さんに問い合わせがなされ これは報道─

による記事を見たものなんですけれども、その

先生いわく 「こうだから山梨の健康寿命が日本、

一だよということはなかなか言えません」とい

うようなことを記事の中ではおっしゃられてま

した。メタボの数字ですとか、こういったもの

が今の健康寿命にストレートに結びつくという

ことは、なかなか難しいのかなと思っておりま

す。ただ、関係はすると。あんまりいいお答え

ができなくて申しわけありません。

せっかくここに数字を出すのであ○丸山委員

れば、糖尿病とか、本当にわかりやすいような

ものをもう少し一覧でつくっていただくと。糖

、尿病というのは合併症とかいろいろ含んでいて

健康に非常に注意しなくちゃいけないというデ

ータもあって。この前、報道があったように、

全国的にも1,000万人を超えたというのがあっ

て、予備軍を含めると、今後すごくふえていく

というのも懸念されていて、それが医療費の増
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大になっていくということもよく言われている

ものですから。そういうこともこの指標の中に

もし少し入れられるのであれば、検討していた

だくとありがたいかなと思っております。

健康増進課関係は、いかがでしょ○右松主査

うか。よろしいでしょうか。

では、ほかにあればお願いします。

こども政策課についてお伺いいた○有岡委員

します。

125ページの中にありますみやざき結婚サポー

トセンターのことでお尋ねしたいと思います。

登録する際には１万800円を登録料としてまず納

めます。そして、その中で、お引き合わせまで

たどり着けば1,000円の負担をしていただくとい

うふうに聞いておりまして、利用者の負担と県

からの予算措置、それをまた委託しているわけ

ですから、そこら辺の予算の中身の整理をした

いと思うんですが、教えていただけるでしょう

か。

お尋ねの件でございま○髙畑こども政策課長

すけれども、今、結婚サポートセンターを宮崎

商工会議所に事業受託してもらっております。

その中で、会費は、委員が御指摘のように、２

年間で税込み１万800円で、それは各個人から徴

収しまして、基本的には、収入としては受託者

の法人のほうに入ると。これは自主的な受託者

、 、の取り組みであるとか スムーズな円滑な運営

あるいは県のいろんな事務手続の御理解とか、

そういったものを含めて、会費収入としまして

は受託法人のほうに直接いくことになっており

ます。

私どもの予算措置としましては、平成27年度

からこの事業を始めておりまして、27年度

は3,000万余を措置しまして、これは主に初年度

、 、ということで システム整備費でありますとか

開発費、機器の購入費、そういったもので予算

が膨らんでおりますけれども、次年度の28年度

から ことしもそうでございますけれども、─

約2,000万ということで予算措置をしておりまし

す。その主なものは、人件費でありましたりと

か、システム保守、あるいは独自に研修事業と

かをいろいろされておりますので、そういった

自主事業を含めて支出をさせていただいている

というところでございます。

その中で、費用対効果という話も○有岡委員

よく出るんですけれども、ただ、28年度の政策

評価結果を見てみますと、中には、お相手が合

意することがなくて、お引き合わせまでたどり

着かないと。要するに、27年８月の開設ですか

ら 約２年間の間でお会いするチャンスもなかっ、

。たとかいういろんな意見が出ているわけですね

ですから、この方たちに対するサポートを担当

者なり、センターなりがしっかり考えないと。

２年間アプローチしてチャンスがなければ、そ

の時期の２年間というのは大変長いことだと

思っておりますし、私どもが心配するのは、自

信をなくして諦めると、こういうことがあった

らいかんというふうに思っているんですね。そ

ういった意味では、10組のカップルができたこ

、 、とは確かにすばらしいことでありますが 逆に

お引き合わせの段階まで行かないという実態が

あるとすれば これは何らかの対策をとらなきゃ、

いけないと思っておりますが、28年度の政策評

価の声からしてどのような御見解をお持ちか、

お伺いいたします。

、○髙畑こども政策課長 委員が御指摘のように

ことし７月末現在、1,352名ほどの会員がおられ

まして、その中で、約２割の方が一度もアプロ

ーチをしていないといいますか、１対１のお見

合い事業にも参加されていないというような方
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。が約２割おられるというふうに聞いております

この原因につきましては、女性の方がこの中で

割合が高うございまして、センターのお話とし

ては、やや消極的な方が女性の方に見られると

いうようなこともございます。あるいは、入会

そのものを女性の母親あたりから勧められてと

、いうことも多いように聞いておりますけれども

いずれにしましても、１万800円という決して安

くはない会費を支払っていただいておるわけで

ございます。そういった方々が一つのよりどこ

ろとして、出会いのきっかけとしてこのセンタ

ーを期待されていると思いますので、そういっ

た方々にも魅力あるセンターになるということ

で。例えば、今検討中でございますけれども、

このセンターの一つの主眼はマッチングシステ

ム １対１のお見合いということでございま─

、 、すので こういったマッチングシステムの充実

あるいは、その前提として会員拡大がないと、

充実したマッチング、よりよき相手になかなか

めぐり合えないということもございますので、

さらなる会員拡大 これは企業訪問とかです─

ね。あるいは、逆に、少人数向けの参加しやす

。いような説明会なども開いてやっていきたいと

それと、大規模ではなくても、センター独自の

イベントとしまして、会員が参加しやすいよう

なイベントの開催、あるいはまた、センターの

ＰＲ強化、そういったものも含めて、皆さんが

よりどころとされている一つのきっかけづくり

をさらに進めていきたいと考えております。

その中で、ポイントになるのは、○有岡委員

縁結びサポーター、こういう中に入っていただ

く方 アナログな感じはしますが、実はそう─

いった人たちの後押しがないと前に進んでいか

ないんじゃないかと思っているんですね。そう

いった意味では、この縁結びサポーター、現状

はいかがなんでしょうか。

今、縁結びサポーター○髙畑こども政策課長

は84名でございまして、毎年、センターのほう

で研修等をしていただいております。基本的に

は、任期は２年でございまして、２年の任期が

来ましたときに、またもう１回研修の受講をし

ていただければ引き続きということでございま

す。委員がおっしゃいましたように、このサポ

ーターの位置づけというのは大変大切なところ

でございまして、よりよききっかけづくり、そ

れから、その後の進展につきましても、まずは

サポーターがいい雰囲気づくりを初対面のとき

。にしていただくということも大事だと思います

また、それとあわせて、おつき合いをされた方

には、サポーターのほうでその後の状況フォロ

ーを定期的にしていただいておりますので、そ

ういった意味では、成婚に結びつくまでの一つ

の過程としては、このサポーターは大変大きな

役割があると思っておりますので、引き続き、

研修とかそういったものを通して、サポーター

の獲得にも努めていきたいと考えております。

最後に質問いたしますが、このサ○有岡委員

ポーターの募集のチラシの一番最後の部分を見

ますと 「お引き合わせ後の交際フォローに係る、

経費は縁結びサポーターの負担」だという表記

があるんですね。実績を上げているところは、

結局、こういうやり方をしているのではなく

て、700人ぐらいのこういうサポーターがいらっ

しゃってかなり実っている。さっきおっしゃっ

たように、企業側でもそういうサポーターを育

てるとか、もっと数をふやす。その方たちの努

力だけではなかなか難しいとすれば、個人で支

出もしているわけですから、先ほどの予算の中

で、そういったものをもっと生かして、もっと

循環するような仕組みをしない限りは、２年間
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たって効果がない人たちは 恐らくこのまま去っ、

ていくだろうと思うんですね。こういう人をつ

くることは、やっぱり罪なんですね。そういっ

た意味では、やり始めた以上はしっかりサポー

トをしてやらないと この事業はよくないと思っ、

ておりますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。

こども家庭課もつながりがありま○右松主査

すから、２課であればどうぞお願いします。

議会でもいろいろ取り上げた里親○丸山委員

の取り組みを、今後、宮崎県のほうもしっかり

取り組んでいこうというような話があったんで

すが、131ページには、トレーニングが10件あっ

たりとか、132ページには、里親普及促進センタ

ーも設置をして、相談もあったりしているんで

すけれども、実態は今どうなっているのか、28

年度の実績等を教えていただくとありがたいか

なと思っているんですけれども。

28年度末現在の登録里○松原こども家庭課長

親数は121世帯で、そのうち39世帯に対して49名

の児童が委託をされている状況にございます。

今までは、里親にではなくて、施○丸山委員

設が多かったというのがあって、大分切りかえ

ていただけたということだったんですが、それ

で、今回、里親普及促進センターの設置があっ

て、相談も58件とかあっているので、かなりふ

えていったというのでいいのか、まだまだ相談

はあるけれども、実際は里親にまでは行ってい

ないということでいいのか、その辺を教えてい

ただくとありがたいかなと思います。

登録里親数について○松原こども家庭課長

は121世帯ということで、27年度末の102から大

きく伸びているものと思っています。これは、

ＮＰＯに委託して制度の普及促進であるとか、

相談対応をしていただいた結果であるんですけ

れども、実際の里親委託については、28年度中

でいうと11件ほどの新規の委託があったんです

けれども、それ以外に、子供さんが18歳に年齢

到達されたとか、そういった状況で里親のもと

を離れられている状況等が15件ということで、

新規の委託を解除が上回る状況があって、実際

の委託数の伸びには直結していなかった状況が

ございます。

里親を受け入れる世帯はふえたけ○丸山委員

れども、子供が18歳以上になったから卒業され

たということはわかりました。

あと、里親のほうの数は121世帯とふえている

んですけれど、バランスといいますか、市町村

の県北、県央とかに、うまくバランス的に配置

されているものなのか、宮崎市内とかにがっと

固まっているというような認識でいいのか、ど

んなふうに認識をすればいいのか、ちょっと教

えていただくとありがたいかなと思いますけれ

ども。

28年11月現在のデータ○松原こども家庭課長

では、里親世帯の登録数で見ますと、西都市と

新富町、西米良村、 木城村、日之影町に登録の※

方がいらっしゃらない状況にございます。あと

の市町村にはおられるんですけれども、割合か

らすると、都市部といいますか、宮崎、都城、

延岡といった市部に多く登録者がおられる状況

にございます。

できる限り幅広い市町村にあった○丸山委員

ほうがいいと思います。今言われた４つか５つ

ぐらいの市町村がないということであれば、で

きる限り空白地帯がないようにしていただくよ

うにお願いをしたいと思っておりますので。

制度の普及促進でＮＰ○松原こども家庭課長

Ｏに事業を委託して行っておりますが、ＮＰＯ

※次ページに訂正発言あり
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が年間10ないし11の市町村に出向きまして、制

度の普及等の説明会等を開いておりますので、

そういったものを効果的に利用して全県的に広

めていきたいと考えております。

先ほど、世帯が121あるということ○日髙委員

だったんですけれども、里親を求めている児童

に対しての121世帯というのは、何％ぐらいの世

帯なんでしょうか。

何らかの事情で自身の○松原こども家庭課長

家庭で暮らせない子供たち、いわゆる社会的養

護が必要な子供というのが約430名 これは施─

設入所児童も含めてですけれども、そのうち、

里親に委託されている子供の割合といいますの

が、28年度で12.1％という状況にございます。

2015年に厚生労働省が、未就学児○日髙委員

の割合を大体75％まで引き上げていこうという

目標があったと思うんですけれども、実際この

情報について、僕も子供ができていない同級生

や後輩に、いろんな話をするんですけれど、里

親制度というのを知らない人たちが結構多いと

思うんですよね。これは失礼に当たるのかわか

らないですけれど、例えば、不妊専門治療セン

ターにそういうちょっとした情報を置いている

とか、そういう取り組みというのはされていな

いんでしょうか。

現状では、そのような○松原こども家庭課長

取り組みはいたしておりません。

「 」○日髙委員 不妊治療も本当に もう諦めたわ

という話があったときに 「里親制度というのも、

あるんだよ」と言ったら 「そうなんだ、知らな、

かった」と言って 「じゃあ、ちょっといろいろ、

」 、勉強してみたい という方がいらっしゃるので

もうちょっといろんな方に制度を広めていただ

きたいなと思います。

済みません。先ほど、○松原こども家庭課長

里親の登録の状況ということで、里親がいない

町村で、木城町のことを誤って木城村というふ

うに答弁をいたしておりました。訂正をさせて

いただきます。

こども政策課に、放課後児童クラ○西村委員

ブについて伺います。

これは非常にニーズがふえて 28年度よりも29、

年度の当初予算がふえたということは、それだ

け整備充実を急がれたということなんですが、

定員というか、28年度終わった時点で、いわゆ

るお断りしている方が多かったから、どのぐら

い今ふえているとか、今お断りしていない状況

があるとか、そういう現状を教えていただきた

いと思います。

放課後児童クラブのお○髙畑こども政策課長

尋ねでございますけれども、126ページの28年度

の実績におきましては、クラブ数が231となって

おりますけれども、ことし５月現在では、これ

が249クラブに増加しております。これは、１年

のうちに、いろんなクラブの新設であったりと

か、１つの学級が大体40名ほどですので、そう

いった支援単位がふえたということがございま

す。

その中で、利用人員につきましても、ことし

が１万804名ということで、昨年度よりもふえて

おります。この中で、委員お尋ねのように、放

課後児童クラブでいう待機児童、これは昨年

が444人でございましたけれども、いずれも５月

１日現在でございますが、ことしが359名という

ことで減っております。減っておりますけれど

も、依然として全国的に見ても、待機児童率と

いうことからいきますと、宮崎県は非常に高う

ございますので、希望者を全員引き受けられる

ように、引き続き、施設の整備とあわせて、い

ろんな補助制度を使って市町村のほうにも働き



- 75 -

平成29年10月４日(水)

かけていきたいと考えております。

ありがとうございます。非常に重○西村委員

要で、対策をしても追いつかない状況もありま

すし 実際にクラブで働いていただく方 スタッ、 、

フの確保というのもそれぞれ大変なんだろうな

と思います。身内のことでもあったんですけれ

ども、途中で来ていいよと言われることとかも

あるんですよね。誰かがやめたから、誰かを補

充するという観点もありますし、やってみたら

少し余裕があるから、もう少し入れられるとい

うことはあったと思うんですが、これというの

は、園独自なのか、市町村独自なのか、そこら

辺はもう任せているものなのか、きちっとした

法律・法令でびしっと決められているものなの

かを教えていただきたいと思います。

実際の事業主体は市町○髙畑こども政策課長

村になりますけれども、学校の空き教室とか、

児童館等を使って放課後児童クラブを運営して

いるわけでございます。基本的には、先ほど申

し上げましたように、１学級といいますか、１

つの運営単位は約40名単位が基本になっており

ます。中には、それを上回る50名、60名とかと

いうことで運営されておりますけれども、運営

につきましては、放課後児童支援員という方が

おられまして、この方が支援をするということ

になっておりまして。その中で、１つの支援単

位の約40名の中で最低２人が必要ということで

ございまして うち１人は補助者でもいいと─

いうことになっておりますけれども、いずれに

しましても、この補助者を含め、毎年研修、そ

、 、れから 新たな支援員の担い手につきましては

引き続き 研修等の機会を通して支援育成を図っ、

ているところでございます。

、 、○日髙委員 136ページの この数字なんですが

会議開催が４回されていると。一時保護という

のは、実際に保護されている方が66名というこ

となんでしょうか。

女性相談所の一時保護○松原こども家庭課長

、 、所ということで 66名は実人員でございまして

延べでいいますと、年間1,360日ほどの入所とい

うふうになっております。

ちなみに、今、きりしま寮入所者○日髙委員

はゼロということなんですけれど、実際はどう

いう運営状況なんでしょうか。

きりしま寮は、女性保○松原こども家庭課長

護施設でございまして、女性相談所の一時保護

所 通常は２、３週間の間、一時保護をされ─

る中で、その後の自身の方向性とかを決められ

るわけですけれども、その一時保護の期間中で

問題解決が難しくて、引き続き施設に移って長

期の自立支援が必要となる方がきりしま寮のほ

うに入所するという形になっております。

昨年度、入所者がゼロだった状況なんですけ

れども、例えば、対象の方が高齢であったり、

障がいをお持ちであったりする場合は、他のサ

。ービスを活用されるような状況等がございます

また、同伴児 子供さんがいた場合に、女性─

保護施設ですので、子供と一緒の入居がこの施

設の場合はできないというようなところがある

こと、あと、女性相談所の一時保護施設で２、

３週間の一時保護を経て、さらにまた何カ月か

の集団生活というのを希望されない方等が多く

て、28年度については入所実績がゼロというよ

うな形になっております。

もちろんこの数字ゼロということ○日髙委員

はいいことなんでしょうけれども、実際利用さ

れないということであれば、ほかのスタイルも

考えるべきじゃないかなと思います。

あと、今の時代、女性保護とありますけれど

も、男性もＤＶを受ける時代だということでご
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ざいますので、男性のほうもぜひ考えていただ

きたいと思います。

女性相談所はＤＶ、配○松原こども家庭課長

偶者暴力相談支援センターでは、当然、男性の

分についても対応として相談受け付け等を行っ

ておりますので、引き続き対応をとっていきた

いと思っております。

衛生管理課が残っていますが、質○右松主査

問がありますでしょうか。

衛生管理課にお伺いしたいんです○丸山委員

けれども。109ページに、成果等ということでＨ

ＡＣＣＰ導入を希望する10施設にアドバイザー

を派遣されたということなんですけれども、ま

ず県全体でＨＡＣＣＰをこの10件以外に取られ

ているのが今現在どれぐらいあるのかと この10、

件の相談に来られたところが28年度にＨＡＣＣ

Ｐを取られたかどうかをお伺いできればなと

思っているんですけれども。

ただいまの丸山委員の質○樋口衛生管理課長

問に関してなんですけれど、一つは、ＨＡＣＣ

Ｐ認証というのがもともと、平成７年に、国が

総合衛生管理製造過程の承認制度というのをつ

くりまして、いわゆる国の承認という施設で、

県内では、例えば、南日本酪農協同組合とか、

、 。林兼とか そういったところが取っております

委員御指摘のＨＡＣＣＰ認証というのは、オリ

ンピック・パラリンピックに向けて義務化とい

うふうな方向に向かっています。それも一つの

観点で、一応ＨＡＣＣＰを推進しようというこ

とでやってきているんですけれど、具体的にど

のような施設が今の国の承認の施設に該当する

のか。恐らく、全ての食品衛生事業者に対して

ＨＡＣＣＰを国が入れるとなった場合に、Ａ基

準といって、非常に世界的なコーデックスの基

準という難しい基準に該当するところが今の国

の承認を取ったところ、プラスどの規模の業態

になるのかというのがまだ不透明というか、来

年度以降ということで今やっているところなん

です。それと、飲食店営業 これが一番多い─

わけなんですけれども、そこに対しては、諸外

国の状況を見て、Ｂ基準という優しい基準、こ

ういったものを適用するということでなかなか

見えてこないと。この10企業につきましては、

ＨＡＣＣＰをこれから入れたいというか、もう

今後は義務化になりますので、それを含めての

意欲がある企業に対して、うちのほうではアド

バイスをやっているということでございます。

気になるのは オリンピックがあっ○丸山委員 、

て事前キャンプを予定しているものですから、

ＨＡＣＣＰとか、農政ではグローバルＧＡＰと

かをやっているので、連携していかないといけ

ないというふうに思っているものですから。縦

割り行政でばらばらじゃなくて、しっかりと連

携をとっていただければなというふうな思いが

あったものですから ＨＡＣＣＰをしっかりやっ、

てほしいなというのがあって。今の説明では、

ＡとＢ、厳しいものとそれよりランクの低いも

のが出てくるかもしれないということだったも

のですから、できる限りオリンピックに対応で

きるような施設が１施設でも多いほうが宮崎に

とってもいいというふうに思っておりますし、

また、義務化されることがあれば、どの辺が義

務化されていって、逆に、取らなければそこが

廃業に追い込まれるとか、使えないとか、どう

いうふうになっていくのかが、私たちもまだ勉

強不足なもので、その辺をわかっている範囲で

教えていただくとありがたいと思うんですが。

そこがまだ具体的に見え○樋口衛生管理課長

てこないということで。説明会 ことし５月─

にありました全国の食品衛生所管課長会議の席
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でも 今検討中ということで 来年あたりにはっ、 、

きりしたのが出てくるかなと思っています。そ

れが出てこないと、我々も動きようがないとい

うか、将来的にも業務量がどれだけふえるかと

いうのもわかりません。それと、もう一つは、

今、商工のほうで、こういったＨＡＣＣＰじゃ

ないんですけれど、いわゆる市場開拓をしたい

という方のアドバイスということでやっている

んですけれど、それは、基本的に市場開発のた

めには衛生管理が主にならないといけないとい

うことで、そういった方のアドバイザーが入っ

てお互い連携してやっていると。例えば、ＨＡ

ＣＣＰの推進、この事業で上がった人が、次は

商工のほうの展開というか、市場開発とか、そ

こら辺にもリンクしているというところがござ

いますので、食の安全・安心に関しましては、

全庁的にそういったところに取り組むべきとこ

ろはできるだけ連携していきたいなと思ってお

ります。

ＨＡＣＣＰに関しては情報収集を○丸山委員

ぜひしていただいて、適時、事業者のほうに説

明をしていただいたり、今言われたように、縦

割りではなくて、全庁的に取り組んでいただく

ようにお願いしたいと思っております。

先ほど言った国が承認し○樋口衛生管理課長

てというのが、県内では ８つございます。※

ほかにありますでしょうか。○右松主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、第２班○右松主査

の審査を終了いたします。

引き続き、総括質疑に入りますので、準備の

ため、暫時休憩いたします。

午後３時36分休憩

午後３時38分再開

分科会を再開いたします。○右松主査

各課の説明及び質疑が全て終了いたしました

ので、総括質疑に移ります。

福祉保健部の平成28年度決算全般につきまし

て、質疑がありましたらお願いします。

済みません。先ほど、丸○樋口衛生管理課長

山委員の質問の中で、国の承認制度が８つと言

いましたけれど、正しくは、総合衛生管理製造

過程については５つでございます。さっき３つ

ふえたのは、いわゆる対米認定施設がＨＡＣＣ

Ｐを入れているということと、串間の黒瀬水産

のほうで対ＥＵが入っているということで、正

式には、総合衛生管理製造過程施設は５つでご

ざいます。よろしくお願いします。

全体的な話として、福祉保健部の○丸山委員

ほうが、社会保障のほうを全般的にしていただ

いているんですが、どうしてもここが増加とい

いますか、毎年ふえていってしまっているもの

ですから、ここの伸びの抑制というのは非常に

大きいというふうに思っておりまして、今後、

この伸びをどう抑制をしていくのが必要だとい

うふうに思っておりまして。

１ページの みやざき創造プランの長期ビジョ、

ンに基づく人づくり、くらしづくりの中で、Ａ

の縦の体系があるんですけれども、全てうまく

これをコラボレーションしないと社会保障の伸

びの抑制というのはできないというふうに思っ

ている中で、28年度を振り返ってみて、このビ

ジョンの体系表から見たときに、どこをもう少

し伸ばしたほうがよかったのかとか、てこ入れ

をしなくちゃいけなかったのかというのはある

のか。もしくは、なかなかそこまで具体的にで

はなくて、これまで28年度を総括した場合に、

ここをもう少し宮崎県としては伸ばせたよねと

※このページ右段に訂正発言あり
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か、修正するべきだったよねという所感があれ

ばお伺いできればなと思っております。

昨年度を振り返りつつと○畑山福祉保健部長

いうのもありますが、ことし、半年業務をしな

がらというところも加味してお答えさせていた

だきますと、確かに社会保障制度はこれから伸

びが、黙っていれば自然増が見込まれていくと

いうことで、そういったところに対して今後ど

うしていくかというところでいくと、大きくは

２つあるのかなと。１つは、いかに予防をして

いくかということ。健康づくりですとか、それ

から介護でどう予防していくか、そういったと

ころの観点というのは、今後、ますます非常に

重要になってくるというところが１つ。それか

、 、 、らもう１つは 高齢化も不可避 こればかりは

健康増進も大事ではありますが、人はどんどん

年をとって高齢化率が高くなってくるとなれ

ば、2025年問題というところに逢着していくこ

とになります。そういったところでいくと、予

防をしていくことと、それから来るべきものに

対していかに対処していくかということ 医─

師の確保、それから医療体制の確保というとこ

ろが、最終的にいろんなところで、人間の最後

、 、の生死 健康にかかわってくるところですので

そこが引き続き重要になってくるだろうという

ところですね。そういったところも重要視しな

がら、予防と、それから実際に需要がふえてく

るところへの対処、両面をしていかなきゃいけ

ない 非常に我々もなかなか難しいところで─

はありますけれども、そういったところをしっ

かり目配りしながらやっていきたいと思ってお

ります。

まさに今言われた予防と高齢化対○丸山委員

策とか、2025年に向けてのというのは非常に大

きい問題ですので。また、2025年問題といいま

すのは、そこで終わりじゃなくて、もう既に始

まっていて、そこからさらに厳しさを増すんだ

という認識のもとでしていかないと。今しっか

りとした対処を打っていくというのが必要だろ

うと思っていますので、部長が言われましたと

おり、しっかりと予防対策と高齢化対策をし

て、2025年を迎えたときにばたばたしないよう

に。それで、宮崎の場合には高齢化が先に進ん

でいますので、厳しいのが先に来るということ

を踏まえながら、今回の28年度の決算、いろい

、 、ろとまた見ていただいて 分析していただいて

よりよき宮崎になるようにお願いしたいと思っ

ております。

監査報告の中で指摘を受けており○有岡委員

ますように、医療費の助成のおくれということ

がまずありましたし、これを見ますと、交付決

定後も大幅におくれているという項目が出てお

りますので。コンプライアンスというよりも、

その担当者の責任の中でしっかりと事務の引き

継ぎとか、こういった事務を正確に行うとい

う。1,000億を超える予算を支出する部署ですか

ら、大きいのはわかるんですが、その中でも、

こういう細かな部分の漏れをしっかりやってい

、 、くこと これはやっぱり信頼につながりますし

健康というものを訴える部署としては こういっ、

た身近なことをしっかりやるという姿勢で今後

も臨んでいただけたらありがたいと思っていま

すので、ぜひ職員一同頑張っていただければあ

りがたいと思っております。よろしくお願いし

ます。

ほかにありますでしょうか。よろ○右松主査

しいでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、福祉保○右松主査

健部を終了いたします。執行部の皆さん、長時
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間にわたりましてお疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時45分休憩

午後３時47分再開

分科会を再開いたします。○右松主査

まず、採決についてでありますが、審査の最

終日に行うことになっておりますので、10月５

日の13時に採決を行いたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○右松主査

ます。

その他、何かありますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、本日の○右松主査

分科会を終了いたします。

午後３時48分散会



- 80 -

平成29年10月５日（木曜日）

午後０時58分再開

出席委員（６人）

主 査 右 松 隆 央

副 主 査 田 口 雄 二

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 日 髙 陽 一

委 員 西 村 賢

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主査 甲 斐 健 一

分科会を再開いたします。○右松主査

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

各議案につきまして、賛否も含め御意見をお願

いします。

暫時休憩します。

午後０時58分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○右松主査

議案の採決を行いますが、よろしいでしょう

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、採決につきましては議○右松主査

案ごとがよろしいでしょうか、一括がよろしい

でしょうか。

（ 議案ごとにお願いします」と呼ぶ者あ「

り）

それでは、それぞれ採決いたします。

議案第11号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の方の挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第11号に○右松主査

ついては、原案のとおり認定すべきものと決定

いたしました。

次に、議案第15号について、原案のとおり認

定することに賛成の方の挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、議案第15号に○右松主査

ついては、原案のとおり認定すべきものと決定

いたしました。

次に、主査報告骨子案についてであります。

主査報告の項目及び内容について、御意見等

をお願いしたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時０分休憩

午後１時３分再開

分科会を再開いたします。○右松主査

主査報告につきましては、正副主査に御一任

、 。いただくことで 御異議ありませんでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それではそのように決定いたしま○右松主査

す。

その他、何かありますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ないようですので、以○右松主査

上で分科会を終了いたします。

午後１時３分閉会

平成29年10月５日(木)


